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令和元年６月19日（水曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和元年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第２号 宮崎県税条例の一部を改正する

条例

○議案第３号 県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例

○議案第４号 合衆国軍隊の構成員等の所有す

る自動車に対する自動車税の徴

収の特例に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第５号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第８号 宮崎県人口減少対策基金条例

○議案第12号 宮崎県総合計画の変更について

○議案第13号 宮崎県中山間地域振興計画の変

更について

○議案第19号 みやざき行財政改革プランの変

更について

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

○報告事項

・平成30年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙３）

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・みやざき行財政改革プラン（第二期）に基づ

く行財政改革の取組について

・市場公募債の導入について

・防災拠点庁舎整備事業の進捗状況等について

・宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例について

・補正予算案の事前報道に係る調査結果につい

て

・令和元年度政策評価について

・平成28年度宮崎県県民経済計算について

・宮崎カーフェリー株式会社の経営状況等につ

いて

・フードビジネスの推進について

・第35回国民文化祭・みやざき2020 第20回全

国障害者芸術・文化祭みやざき大会の実施計

画（案）について

・記紀編さん1300年記念事業の今年度の取組に

ついて

・国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会

への取組について

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 武 田 浩 一

委 員 髙 橋 透

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

県参事兼総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
小 堀 和 幸

（ 県 民 生 活 ・ 文 化 祭 担 当 ）

令和元年６月19日(水)
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総 合 政 策 課 長 小 倉 佳 彦

秘 書 広 報 課 長 児 玉 憲 明

広 報 戦 略 室 長 松 野 義 直

統 計 調 査 課 長 長 倉 健 一

総 合 交 通 課 長 大 東 収

中山間･地域政策課長 日 髙 正 勝

産 業 政 策 課 長 米 良 勝 也

生 活 ・ 協 働 ・
渡久山 武 志

男 女 参 画 課 長

交通･地域安全対策監 水 口 圭 二

みやざき文化振興課長 日 吉 誠 一

国 民 文 化 祭 ・
坂 元 修 一

障害者芸術文化祭課長

記紀編さん記念事業
河 野 龍 彦

推 進 室 長

人権同和対策課長 磯 崎 史 郎

情 報 政 策 課 長 鎌 田 伸 次

国 民 ス ポ ー ツ
岩 切 喜 郎

大 会 準 備 課 長

総務部

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危機管理統括監 藪 田 亨

総 務 部 次 長
横 山 幸 子

（総務･市町村担当）

総 務 部 次 長
小 田 光 男

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長
温 水 豊 生

兼危機管理課長

総 務 課 長 棧 亮 介

人 事 課 長 田 村 伸 夫

行政改革推進室長 平 山 文 春

部参事兼財政課長 吉 村 達 也

財産総合管理課長 横 山 直 樹

防災拠点庁舎整備室長 楠 田 孝 蔵

税 務 課 長 永 田 耕 嗣

市 町 村 課 長 石 田 渉

総務事務センター課長 満 行 智 浩

消 防 保 安 課 長 室 屋 利 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 雄 毅

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○日髙委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、審査の進め方についてであります。

議案については、補正予算とそれ以外で分け

て審査を行いたいと思いますが、御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定いた

します。

また、本日の委員会では、前回の委員会で報

告を求めた補正予算案の事前報道に係る調査結

果について、総務部のその他報告の中で報告が

ある予定ですが、こちらにつきましては、それ

以外のその他報告と分けて最後に報告を受けた

いと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

令和元年６月19日(水)
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本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

○武田総務部長 おはようございます。総務部

でございます。それでは、本日御審議いただき

ます議案等につきまして、お手元に配付の総務

政策常任委員会資料によって御説明をいたしま

す。

おめくりいただきまして、目次をごらんくだ

さい。

まず、１の補正予算についてでありますが、

令和元年度予算案の概要（６月補正後）につき

ましては、後ほど御説明をいたします。

次に、２の特別議案につきましては、「宮崎県

税条例の一部を改正する条例」など６件を提出

しております。

次に、３の報告事項につきましては、平成30

年度宮崎県繰越明許費繰越計算書について、ま

た、４のその他報告事項では、（１）のみやざき

行財政改革プラン（第二期）に基づく行財政改

革の取組についてから、宮崎県における事務処

理の特例に関する条例の一部を改正する条例に

ついてまでの４件につきまして、まず御報告を

させていただきます。

最後に、同じくその他報告事項として、５月27

日の当委員会において求められました補正予算

案の報道に関する経緯につきまして、調査を行

い、その結果を取りまとめましたので、御報告

をさせていただきます。

それでは、令和元年度予算案の概要（６月補

正後）につきまして、御説明をいたします。

右側になりますが、資料の１ページをごらん

ください。

この資料は別途配付しております冊子、令和

元年度予算案の概要（６月補正後）の冒頭部分

を抜粋したものを掲載しております。

まず、予算額でありますが、一般会計の６月

補正予算額は96億6,793万7,000円、当初予算と

合わせた令和元年度予算総額は6,051億8,793

万7,000円となります。

次に、予算編成の基本的考え方であります。

補正予算には、肉づけ予算として、人口減少

対策をさらに推し進めるために宮崎県人口減少

対策基金積立金と基金を活用した事業を計上し

ますとともに、「防災・減災、国土強靱化対策事

業」として、平成30年度２月補正予算及び今年

度当初予算に計上した「補助公共・交付金事業」

との一体的な整備により、一層の効果が見込ま

れる県単独公共事業費を計上しております。

さらに、「油津港ファーストポート化事業」と

「宮崎駅西口駅前広場整備事業」のほか、国庫

補助事業の決定等に伴う補正事業も計上してお

ります。

当初予算と６月補正予算を合わせた令和元年

度予算の執行により、人口減少対策や防災・減

災、国土強靱化対策などの本県が抱える課題解

決に向けて、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

次の２ページをお開きください。

予算規模についてであります。

中ほどに当初予算規模の推移を棒グラフで示

しておりますが、予算規模が6,000億円を超える

のは、平成17年度以来14年ぶりになります。

１つ飛びまして４ページをお開きください。

自主財源の状況につきまして、中ほどの表を

ごらんください。

６月補正予算における自主財源総額は、表の

一番上の６月補正の欄38億8,000万円余で、その

ほとんどが繰入金となっており、繰入金の欄の

括弧書きにあります財政調整分として、財政関

係基金からの繰入金が33億3,000万円余となりま
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す。

このため、５ページの財政関係２基金の残高

の推移の表及びグラフをごらんいただきますと、

補正後の基金残高は227億円となる見込みであり

ます。

次に、６ページをお開きください。

依存財源の状況になりますが、下の表をごら

んください。

６月補正予算における依存財源総額は、６月

補正の一番上の欄57億8,000万円余で、一番下の

県債が防災・減災、国土強靱化対策等の財源と

して37億2,000万円余、その上の国庫支出金が国

庫補助事業決定等に伴い19億4,000万円余となっ

ております。

また、上から２段目の地方譲与税については、

関係法律の施行に伴い、森林環境譲与税が交付

されますことから１億1,000万円余を計上してお

ります。

７ページの県債の状況の表をごらんいただき

たいと思います。

発行額及び残高とも、括弧書きしております

臨時財政対策債を除く額が増加しております。

これは、防災・減災、国土強靱化対策に積極的

に対応していること等によるものでありますが、

有利な起債を可能な限り利用することにより、

県の実質的な負担を抑えることとしております。

次に、８ページをお開きください。

歳出予算の特徴についてであります。

款別の歳出予算の状況と各費目別の６月補正

予算事業を記載しております。

９ページをごらんください。

６月補正予算事業の主なものといたしまして、

総務費に人口減少対策基金積立金が30億円、農

林水産業費と土木費に国土強靱化対策事業が合

計して28億円余計上されております。

次に、10ページをお開きください。

性質別の歳出予算の状況になります。

それから、11ページの②の投資的経費の欄を

ごらんください。

２つ目の四角にありますとおり、防災・減災、

国土強靱化対策事業等の増により、普通建設事

業費が増額となっております。

また、欄外に米印で記載しておりますが、公

共事業費の補正後の総額が1,059億5,000万円余

となり、対前年度当初予算比で181億2,000万円

余、20.6％の増となっております。

次に、12ページをお開きください。

６月補正予算における主な事業を説明いたし

ます。

まず、宮崎県人口減少対策基金についてであ

ります。

人口減少対策は、本県を初めとする地方共通

の、そして我が国の将来を左右する課題であり

ますことから、参考の点線で囲んでおります欄

に記載しておりますとおり、当初予算に計上し

ております85事業、48億円余に加えまして、国

の事業も活用しながら、人口減少問題に徹底し

て取り組んでいくために基金を創設するもので

あります。

基金総額は30億円、事業期間は今年度から４

年間としております。

また、６月補正予算に計上した基金活用事業

を13ページに掲載しておりまして、（１）の「人

を呼び込む」移住・ＵＩＪターン、定住の促進

を含め、６つの観点から事業を構築・整理して

おります。

次に、15ページをお開きください。

防災・減災、国土強靱化対策事業についてで

あります。

まず、下の参考の欄の中に記載しております
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とおり、平成30年度２月補正予算と今年度当初

予算におきまして、主に補助公共・交付金事業

として合計290億円余を措置しておりますが、６

月補正予算におきまして、１の概要にあります

とおり、これらの補助公共・交付金事業と一体

的に整備することによりまして、一層の効果が

見込まれる県単独公共事業について、２の補正

予算額にありますとおり、28億円余を追加措置

し、国土強靱化対策を効果的・効率的に進める

こととしております。

予算案の概要につきましては以上でございま

す。

なお、以下の議案等の詳細につきましては、

担当課・室長が説明いたしますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。

私からは以上であります。

○日髙委員長 次に、議案についての説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○永田税務課長 それでは、議案第２号から第

４号まで及び報告第１号について、お手元の総

務政策常任委員会資料により御説明いたします。

委員会資料の17ページをお開きください。

議案第２号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」であります。

１の改正理由でありますが、社会保障の安定

財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための地方税法及び地方交付税法の一部を改正

する法律及び地方税法等の一部を改正する法律

が公布されまして、本年10月１日からの消費税

率引き上げに合わせまして、自動車取得税の廃

止や自動車税環境性能割の導入等が施行される

ことなどに伴いまして、関係条項の改正を行う

ものであります。

２の改正の内容ですが、（１）車体課税の見直

しに伴う関係条項の改正につきましては、自動

車取得税の廃止と自動車税環境性能割の導入、

また現行の自動車税が自動車税種別割に名称変

更されること及びその種別割の税率引き下げ等

が行われますので、関係する条項を改正するも

のであります。

自動車税種別割の税率引き下げにつきまして

は、本年10月１日以降に新車で購入した自家用

乗用車について、排気量に応じて4,500円か

ら1,000円の引き下げが行われるものであります

が、例にお示ししておりますとおり、排気量１

リットル以下の自動車が最大4,500円の引き下げ

になりまして、排気量が大きくなるにつれ引き

下げ幅が小さくなり、2.5リットルを超える自動

車については1,000円の引き下げになります。

（２）法人県民税法人税割の税率の改正につ

きましては、税率3.2％を１％に引き下げるもの

です。また、本県は、社会保障関係費や公共施

設等の老朽化対策に要する経費の財源確保を目

的といたしまして、0.8％上乗せをしております

超過税率を適用しております。この超過税率の

現行税率４％を1.8％に引き下げる改正でありま

す。

次の（３）法人事業税の税率の改正につきま

しても、（２）と同様、税率を引き下げる改正で

あります。

資料には一部を抜粋して記載しておりますが、

例えば県内に多い資本金１億円以下の法人につ

きまして、各事業年度の所得のうち、年400万円

以下の金額については５％を3.5％に、年400万

円を超え年800万円以下の金額については7.3％

を5.3％に、年800万円を超える金額について

は9.6％を７％に引き下げる改正であります。

なお、（２）、（３）の法人関係税の税率引き
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下げにつきましては、いずれも地方法人課税の

偏在是正措置の一環として講じられるものでご

ざいまして、引き下げた税率分は国税となりま

すが、法人県民税法人税割分は地方交付税の原

資として、法人事業税分は譲与税として、後日

地方に再配分されることになります。したがい

まして、法人側から見ますと、その税負担につ

いては変更がないということになります。

（４）その他所要の改正につきましては、改

元に伴う改正等の所要の改正でございます。

３の施行期日ですが、一部の規定、改正内容

の（４）にあります所要の改正は、公布の日か

ら施行とし、これを除く、（１）から（３）の改

正につきましては、本年10月１日から施行する

こととしております。

続きまして、委員会資料18ページをお開きく

ださい。

議案第３号「県税の課説免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」であります。

１の改正の理由ですが、地方税の課税免除又

は不均一課税に伴う措置が適用される場合につ

いて定めた総務省令が改正されたことなどによ

りまして、所要の改正を行うものであります。

２の改正の内容、（１）省令の一部改正に伴う

適用期間の期限の延長についてですが、過疎地

域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法などこ

こに掲げております法律における地方税の課税

免除や不均一課税に伴う措置、すなわち地方交

付税による減収補塡措置でございますが、その

適用となる期間の期限が省令の改正により２年

間延長されましたことから、関係規定の改正を

行うものであります。

資料中ほどの表に記載しておりますとおり、

４つの法律に関係する部分につきまして、改正

前の期限が平成31年３月31日となっております

ところを２年延長して、令和３年３月31日まで

に改正を行うものであります。

（２）その他所要の改正は、改元に伴う元号

の修正等を行うものでございます。

３の施行期日ですが、公布の日から施行いた

しますが、改元に伴う改正以外の改正、適用期

限の延長につきましては、平成31年４月１日に

遡及して適用することとしております。

続きまして、19ページをごらんください。

議案第４号「合衆国軍隊の構成員等の所有す

る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」であります。

まず、この条例についてでございますが、自

動車税は、通常、納税通知書を発布、交付いた

しまして、現金で納めていただく普通徴収の方

法によることとされておりますが、米軍の構成

員等が個人的に所有する自動車の自動車税につ

きましては、特例として、地方団体の条例で定

めるところにより、証紙徴収の方法としなけれ

ばならないということが法律で定められており

ます。その法律で定められております規定に基

づきまして、昭和27年にこの条例を制定してお

りまして、米軍の構成員等が所有する私有車両

に係る自動車税を証紙徴収とする特例を定めた

ものでございます。

そこで、今回の改正についてでございますが、

１の改正理由ですけれども、先ほど議案第２号

で御説明しましたとおり、地方税法等の一部改

正により、本年10月１日から現行の自動車税が

自動車税の種別割という形で名称変更されます。

その名称変更に伴う改正等でございます。

改正の内容ですが、（１）にありますとおり、

条例の題名等にあります「自動車税」という名

称を「自動車税の種別割」に変更するものであ

ります。
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（２）のその他所要の改正は、条例が昭和27

年施行と、非常に古い条例でありますことから、

引用する法令名が変更になっていること、ある

いは常用漢字に基づく文言等の修正が必要なと

ころがありましたので、その改正を行うもので

あります。

３の施行期日ですが、文言訂正等の改正は、

公布の日から、これを除きます自動車税の名称

変更に係る改正につきましては、本年10月１日

から施行することとしております。

続きまして、委員会資料の27ページをお開き

ください。

報告第１号「専決処分の承認を求めることに

ついて」であります。

内容は、宮崎県税条例の一部を改正する条例

の専決報告であります。

今回の専決による改正は、１の改正理由にあ

りますように、地方税法等の一部を改正する法

律が平成31年３月29日に公布されたことに伴

い、31年４月１日から施行される規定につきま

して、議会を招集する時間的余裕がなかったこ

とから専決を余儀なくされたものであります。

２の改正の内容は、まず（１）ですが、電子

情報処理組織を使用して自動車の登録の申請を

行う場合、平成31年４月１日に設立されました

地方税共同機構を経由して自動車税の申告、報

告を提出する際の規定を追加したものでありま

す。

次に、（２）については、自動車税の税率の特

例が改正されたことに伴い、一定年数が経過し

た自動車の自動車税に税率の上乗せをしており

ます重課と言われるもの、反対に税率を軽減す

る軽課の適用年度を地方税法の改正に合わせて

改正したものでございます。

なお、重課、軽課のどちらにおきましても、

税率の変更等、基準の変更はございません。

３の施行期日ですが、地方税法が平成31年４

月１日から施行となっておりましたので、条例

も同日の平成31年４月１日から施行としたとこ

ろでございます。

以上であります。

○平山行政改革推進室長 それでは、議案第19

号「みやざき行財政改革プランの変更について」

と、この議案と関連します、その他報告事項、

みやざき行財政改革プラン（第二期）に基づく

行財政改革の取組についてをあわせて説明させ

ていただきます。

常任委員会資料の22ページをお開きください。

まず、議案第19号「みやざき行財政改革プラ

ンの変更について」であります。

プランの冊子につきましては、議案としてお

配りしておりますが、本日は、この委員会資料

により主な内容を説明いたします。

まず、１の基本的な考え方ですが、限られた

人員・財源の中で、多様化・高度化する県民ニ

ーズに的確に対応するため、人材やノウハウを

最大限に活用するための環境整備や徹底した事

務の見直し、新たなＩＣＴの活用などにより、

公務能率の向上を図る働き方改革に重点的に取

り組み、県民本意の行財政改革を推進すること

としております。

県総合計画の基本目標の実現を下支えすると

いう基本理念、４年間という推進期間、全庁的

に取り組む推進体制については、前回のプラン

と同様であります。

次に、２のプランの体系ですが、改革プログ

ラムとして視点１から視点４までの４つの視点

で構成しております。このうち、視点３で、ア

ンダーラインをつけておりますが、働き方改革

の推進を掲げ、（４）公務能率の向上に取り組む
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と記載しておりますが、ここが前回のプランか

らの大きな変更点となっております。

次に、23ページをごらんごらんください。

３、主な改革プログラムについてですが、４

つの視点ごとに（１）から（４）まで、主な取

り組み内容を記載しております。

丸数字で示す項目の後ろのほうに、それぞれ

括弧書きでプランの冊子の該当ページを記載し

ておりますので、後ほどごらんください。

また、新たな取り組みや変更した取り組みに

つきましては、○新、○改と記載しております。

まず、（１）の効率的で質の高い行政基盤の構

築についてです。

①の行政需要に対応した簡素で効率的な組織

体制の見直しでは、令和８年に本県で開催され

ます国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大

会の開催に向けた組織体制の構築等に取り組み

ます。

②の適正な定員管理では、スクラップ・アン

ド・ビルドを基本に、知事部局等の職員ですが、

当面は現在と同水準の3,800人程度で適正な定員

管理を実施してまいります。

③の公社等改革の推進では、新宮崎県公社等

改革指針を本年４月に改訂しまして、改めて選

定した44法人を対象に、引き続き県の関与の見

直しや経営状況の公開等を行ってまいります。

さらに、④の危機事象への対応や⑤の来年度

からの内部統制制度の導入と適切な運用、適正

な公文書管理に取り組みますとともに、⑥の建

設工事等における入札・契約制度の適切な運用

・改善に取り組むこととしております。

次に、24ページをお開きください。

（２）県民ニーズに対応した行政サービスの

提供についてです。

①の県民ニーズの的確な把握と県民サービス

・利便性の向上では、申請手続のデジタル化の

拡大や相談業務等におけるＳＮＳやＡＩの活用

など、ＩＣＴを活用した県民サービスの向上に

取り組みます。

また、③の市町村等との連携では、人口減少

社会における市町村間連携の取り組み支援や高

齢者人口がピークを迎える令和22年ごろを見据

え、圏域単位での行政のあり方を検討いたしま

す。

次に、（３）県政運営を支える人材づくりと働

き方改革の推進についてです。

①の県政を担う人材の育成・確保では、会計

年度任用職員制度の円滑な導入と効果的な運用

等に取り組みます。

また、②の女性職員が活躍できる職場環境の

整備に取り組むとともに、③の職員の意識改革

と働きやすい職場づくりでは、執務室のレイア

ウト変更等による執務環境の改善や執務室照明

のＬＥＤへの交換など、働きやすい執務環境の

整備等に取り組みます。

④の公務能率の向上では、総務事務や財務会

計事務など共通事務の簡素・効率化やＲＰＡ、

ＡＩ等の次世代ＩＣＴを活用した業務改革に取

り組みます。

次に、（４）の健全な財務基盤の構築と資産の

有効活用についてです。

①の自主財源の確保とコスト縮減では、貸付

金、負担金、使用料等の税外債権の滞納対策に

ついて、マニュアルの整備や研修会の開催など、

徴収体制強化に取り組みます。

また、②の県有財産等の資産の有効活用では、

公共施設等総合管理計画に基づき、施設配置・

総量の最適化や施設の老朽化対策に取り組みま

す。

次に、25ページをごらんください。
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４の財政健全化指針についてです。

今後、防災・減災対策や国民スポーツ大会開

催に伴う経費等に多額の財政負担が見込まれま

すので、健全な財政運営を行うため、（１）にあ

りますとおり、資金調達手段の多様化など、今

後の財政状況を勘案した県債発行に取り組みま

す。

また、歳出では、投資的経費の的確な執行に

努めるとともに、不断の取り組みとして、徹底

した事務事業の見直しを進めていくこととして

おります。

これらの取り組みによりまして、将来を見据

え、（２）に掲げております財政関係２基金残高

の確保、県債残高の抑制、健全化判断比率の維

持を図っていくこととしております。

さらに、（３）にありますとおり、今後、多額

の財政負担が見込まれる事業の実施を控え、長

期的な財政見通しも作成することとしておりま

す。

次に、５、策定の経過ですが、これまでのプ

ラン策定に係る経過をまとめております。

最後に、26ページをお開きください。

第三期プランの数値目標31項目を掲げており

ます。このうち、前期目標を達成し、さらに取

り組むものが14項目、前期目標の達成には至ら

なかったものの引き続き取り組むものが10項目、

新たに取り組むものが６項目となっております。

新たに取り組むのは、15番の電子納税の利用

率、23番と24番の働き方改革関係の実現度や満

足度、27番の温室効果ガス排出量、28番の滞納

繰越調定額の割合、31番のひなたＧＩＳへの新

規掲載データ数となっております。

議案第19号「みやざき行財政改革プランの変

更について」の説明は以上です。

続きまして、ページが飛びますが、29ページ

をお開きください。

議案第19号の関連となりますので、その他報

告事項としまして、みやざき行財政改革プラン

（第二期）に基づく行財政改革の取組について

説明いたします。

平成27年度から30年度までの４年間にわたり、

視点１から視点４までの４つの視点で行財政改

革に取り組みました。

４年間の主な取り組みについて、それぞれの

視点ごとに取り組み内容をまとめております。

初めに、１、効率的で質の高い行政基盤の構

築についてです。

（１）簡素で効率的な行政基盤の整備では、

①にありますとおり、産業政策課や動物愛護セ

ンター、財産総合管理課の設置など、記載のよ

うな組織改正を行いました。

②の定員管理につきましては、平成31年４月

１日時点の知事部局等の職員数が、平成17年

の4,231人から448人少ない3,783人となりまし

た。

次に、30ページをお開きください。

⑤の公営企業経営の健全化を図るための取組

や⑥の公社等の統廃合や経営の自立化、健全化

に取り組みました。

（２）危機事象への対応では、①の熊本地震

や霧島山の噴火といった自然災害に適切に対応

しながら、②の災害に備えるための訓練を実施

しました。

（３）公正で開かれた県政運営では、①のコ

ンプライアンス意識の徹底に取り組みました。

（４）適正で成果志向の県政運営では、①の

政策評価や31ページの上のほうの②の公共事業

評価などに取り組みました。

（５）市町村との連携では、②の県職員と市

町村職員との意見交換や③の人事交流などに取
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り組みました。

次に、２、県政運営を支える人材づくりと県

有財産等の資産の有効活用についてです。

（１）県政を担う人材の育成と意識改革では、

①の人事評価制度の実施による人材育成や②の

働き方改革に取り組んだほか、ページをめくっ

ていただきまして、32ページの上のほう、③学

校における働き方改革推進プランの策定や④の

県立病院での院内保育の実施、警察本部におけ

る両立支援ポストの選定などに取り組みました。

（２）女性職員が活躍できる職場環境の整備

では、①の女性職員の職域の拡大や女性職員サ

ポート制度の実施などに取り組みました。

（３）県有財産等の資産の有効活用では、①

の公共施設等総合管理計画の策定や②の未利用

財産の売却などに取り組みました。

次に、３、県民ニーズに即した行政サービス

の提供についてです。

（１）県民との情報連携、県民ニーズの的確

な把握と県政への反映では、①の各種広報媒体

を使って県の取り組みや話題を積極的に情報発

信したほか、33ページの上のほうの②知事との

ふれあいフォーラムや県民の声等に取り組みま

した。

（２）県民等との連携・協働では、①の多様

な主体との協働事業を実施しました。

（３）県民サービス・利便性の向上では、①

の各種相談窓口や県民利用施設の利便性向上、

②の行政手続の簡素効率化に取り組みました。

34ページをお開きください。

４、持続可能な財政基盤の確立についてです。

まず、平成27～30年度における財政改革の取

組では、①の効果的・効率的な歳出の実現及び

歳入確保の強化等の取組として、総人件費の伸

びの抑制や公共事業の重点化、徹底した事務事

業の見直し、公募方式による自動販売機の設置

などを推進しました。

これらの取り組みにより、②の平成30年度末

の県債残高は8,548億円、うち臨時財政対策債を

除く実質的な県債残高は4,803億円と、平成26年

度末に比べて減少する見込みとなりました。

また、③の平成30年度末の財政調整のための

基金残高も445億円を確保しておりますが、今後、

多額の財政負担が見込まれる事業を控えている

ため、引き続き健全な財政運営が必要となりま

す。

次に、平成27～30年度における歳入確保、歳

出見直しに関する主な取組としましては、個人

県民税や自動車税の納付率向上や、省エネルギ

ーの取り組みによるコストの縮減を図りました。

最後に、35ページをごらんください。

行財政改革プラン（第二期）の数値目標と４

年間の実績を記載しております。

目標を達成した項目が15項目、目標達成には

至らなかったものの、基準値よりも数値が改善

している項目が５項目、さらに努力が必要な項

目が６項目あります。

これらの数値目標につきましては、目標を大

きく上回ったものを除いて、第三期の新たなプ

ランに引き継いでおり、今後も引き続き目標達

成に向けて全庁的な取り組みを進めていくこと

としております。

なお、これまでの取り組み結果の詳しい内容

につきましては、資料の別冊としてお配りして

おりますので、後ほどごらんください。

説明は以上であります。

○室屋消防保安課長 議案第５号「使用料及び

手数料徴収条例の一部を改正する条例」につい

て、御説明いたします。

委員会資料の20ページをお開きください。
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まず、１の改正の理由でありますが、消費税

率の引き上げに伴い、地方公共団体の手数料の

標準に関する政令が一部改正されましたことか

ら、使用料及び手数料徴収条例の手数料額の改

定を行うものであります。

２の改正の内容でありますが、政令の一部改

正に伴い、電気工事士免状交付等に係る手数料

額の一部を改定するものであり、詳細につきま

しては21ページの別紙の新旧対照表のとおりで

あります。

３の施行期日につきましては、令和元年10月

１日としております。

説明は以上であります。

○日髙委員長 執行部の説明が終わりました。

議案に関する質問はありませんか。

○髙橋委員 議案第２号の県税条例の一部改正、

法人県民税と事業税の税率が変わるじゃないで

すか。説明では、税負担は変更ないんだよと、

ということは基本税収、いわゆる県に入るお金

は変動がないと認識していいんでしょうか。

○永田税務課長 もともとの現在の税額が国税

と地方税に分けられることになりますので、法

人の負担については、直接は関係ないと御説明

したところですが、税収としましては、税率が

落ちますので、基本的には、少なくなります。

ただ、国税化をされまして、譲与税等で地方

に配分される額が出てまいりますので、そこの

影響額につきましては、法人事業税の29年度ベ

ースで約２億円のプラスになるのではないかと

試算をしております。

○髙橋委員 税率が下げられるから税収の心配

をしましたが、譲与税とかでいろいろと補塡さ

れるわけで、結果的に２億円ぐらいはふえるだ

ろうという予想ですね。

○永田税務課長 県に入るお金としては、２億

円ぐらいはアップするのではないかという試算

でございます。

○髙橋委員 はい、ありがとうございました。

○坂口委員 ２つに分けて聞きたいんですけれ

ど、法人県民税ですよね。これは交付税の原資

へまずほうり込まれるわけです。だから、得す

るのが国です。地財計画に基づいた不足分を、

国が責任を持つ財源を確保するために、今まで

地方に行っていた分を国が取って交付税財源に

しますということで、まず大きくは国が得する

んじゃないかなと思うんです、交付税財源が自

動的に出てくるということで。

その配分とその損得というのは、各都道府県

でちょっと微妙だと思うんですけれど、確実に

言えるのは、留保財源の25％ですよね。これが

全都道府県から減額になってしまうということ

で、留保財源が減るのは、まずそこのところで、

地方は、余りこれを歓迎できるのかどうかとい

うと、国が得するのかなと。

あとの譲与税化分は、確かに幾分かをやれば、

税の偏在で、事業税が入っていく地方税部分を

国税化しての譲与税だから、これは偏在で差が

大きかったところに対しては、確かにプラスに

なる。偏在是正ですね。

だから、こちらはある程度歓迎すべきだけれ

ども、それでも本県で２億ですよね、これだけ

４割自治のところと不交付団体との差を縮める

のに。

だから、これは法人事業税の国税化、譲与税

化に限って地方は主張していくべきで、是正が

実感できるところまで今後も求めるべきで、上

のほうの交付税の原資確保というのは、国が得

するばかりで、我々は交付税については需要額

をしっかり、必要な金はちゃんと地財計画で組

むんだよということと、それ地方から取ってほ
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うり込むというのは、これちょっと問題だよと

いうことを整理しておかないといけないのじゃ

ないかなという気がするんですけれど、これは

どんなですか、県の考え方としては。

○永田税務課長 今、委員おっしゃったとおり、

交付税ということになれば、おっしゃったよう

なことが起こり得るのかと思います。私どもと

しましては、全ての額について、しっかりと行っ

ている総額を交付税の原資化していただくとい

うことで要望をしていくことになろうかと思い

ます。

○坂口委員 だから、そこが考えの分かれ目だ

と思うんですけれど、もともと地方がもらって

いた部分をそちらで調整していって、確かに偏

在は縮まりますよね。

だけれども、それを国が保障すべき交付税財

源として持っていくのは、これはいかがなもの

かなと。だから、あくまでも国税化、譲与税化

という部分に限って、地方は求めていかないと、

具体的には、小さくは留保財源25％もですけれ

ど、自主財源の中から具体的にそれを取られて

しまうということで、本県も小さいながら、こ

の部分ではマイナスだと思うんですよ。

だから、これは歓迎すべきではないんじゃな

いかなという気がするんです。

○吉村財政課長 今、委員から御指摘のあった

点についてですが、まず法人住民税の交付税原

資化については、委員が御指摘のとおり、国税

が交付税財源を確保する手だてとして措置をし

ているものです。

財源が確保されても、しっかり地方交付税と

して地方に配分されなければ意味がないわけで、

特に本県の場合、３割以上交付税に頼っており

ますので、財政基盤の弱いところに交付税がき

ちんと配分されるように、まずは委員がおっ

しゃったように、基準財政需要額にきちんと地

方が必要とする経費を盛り込んだ上で、交付税

の算定のあり方も含めて、十分検討していただ

きたいという部分だと思います。

もう一つ、旧法人事業税の廃止に伴って、新

たに設けられます法人事業税の譲与税につきま

しては、偏在是正の一部貢献にはなろうかと思

いますが、新たに設けられた譲与税があったと

しても、偏在是正はなお残る状況にありますの

で、さらなる偏在是正を引き続き求めていく必

要があると考えております。

○脇谷副委員長 みやざき行財政改革プランの

取り組みなんですけれども、委員会資料では24

ページ、この別冊の取り組みについては８ペー

ジなんですが、女性職員が活躍できる職場環境

の整備というところで、主要ポストに女性職員

を配置するなど、女性職員の職域の拡大、積極

的な登用ということなんですけれど、女性職員

を主要ポストに配置することが目的ではなくて、

能力のある女性職員を配置することが目的だと

思うのですが、職員として男女区別なく、そう

いった研修会などに参加できているのかどうか

をお聞きしたいんですけれど。

○平山行政改革推進室長 研修会等の実施につ

きましては、自治学院等で階層別研修、あるい

は専門研修、選択研修等を行っているんですけ

れども、その研修の受講機会につきましては、

男女で区別することなく、平等に実施している

ところでございます。

○脇谷副委員長 この文言の中にもう一つ、例

えば女性職員が主要ポストにつくための研修の

確保などといった研修への女性の積極的な参加

を求め、研修に参加をした後での女性登用の確

保というふうな形でやっていただくといいかな

と、これは要望ですけれど。
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○平山行政改革推進室長 研修の受講につきま

しては、階層別研修と申しますのは必須なんで

すけれども、それ以外の選択研修がございます

ので、各所属長に女性職員の積極的な受講を促

すような取り組みを進めてまいりたいと思いま

す。

○脇谷副委員長 よろしくお願いします。

○坂口委員 委員会資料の23ページ、まだ時間

的にちょっと先かなという気もしないでもない

んですけれど、⑥県政運営の透明性の確保の部

分の建設工事等における入札・契約制度の適切

な運用・改善については、今後具体的にはどん

なぐあいに進めていこうとされているんですか

ね。

○平山行政改革推進室長 これにつきましては、

議案のほうのプランの冊子の21ページをお開き

ください。

21ページから22ページにかけて⑥の建設工事

等における入札・契約制度の適切な運用・改善

を掲げております。これにつきましては、中ほ

どにありますけれども、入札参加資格認定にお

ける虚偽申請等の不正行為に厳正かつ適切に対

応するための情報収集や立入検査の強化を図る

としておりまして、具体的には22ページの上の

ほうの実施計画の２にございます建設業者ホッ

トラインの活用による法令違反等への情報収集

の強化ですとか、30年12月に策定しております

立入検査マニュアルに基づく厳正な調査を実施

するとしております。

○坂口委員 僕は、改善というから、今ここに

うたってある入札・契約制度自体を見直すのか

と思ったけれど、これが的確に運用されていま

すかということに限っているんですね。

いや、僕が言ったのは、特に本県の場合、公

共事業なんかが多いんですけれども、総合評価

制度とか、いろんなのをやってきている中で、

試行を進めるということで始まった総合評価で

すよね。

だから、ルールを見直したり、評価基準を見

直して常にやってきているんですけれど、そこ

らも含めて今後のプラン見直しかと思った、中

身のですね。というのが１つには、すごく複雑

な工事と、価格だけではないよという品質管理

の促進に関する品確法も出てきた中で、今後、

難易度の高い、そして一世紀の間に何度もやら

ないようなプロジェクトも出てくる中で、今の

入札・契約、特に契約に結びつく部分、業者、

契約の相手方の、選考に係る部分あたりの検討

というのを始めていって、時代に合ったものを

構築していかないといけないんじゃないかなと、

そこで法の限界を探りながら、法の改正も含め

ての行動を起こさないといけない気がするんで

すよね。

１つには、プロポーザル方式という公契約の

相手方を決める作業に、専門家といえども、果

たして公務員以外が加わっていいのかというこ

とと、極めて自分なりの価値観―主観とは言

いませんけれど、価値観での判断が持ち点の中

で大きく影響しやすいということ。それが１つ

と、今までの会計法だ、自治法だという中では、

例えば一般競争入札と指名競争入札と随意契約

という３つを認めながらも、随意契約というも

のが何か最後に―だからランクがあるような

感覚を受けています。

でも、その大もとには納税者、あるいはエン

ドユーザーが最も有利な方法で契約をしなさい

という理念、哲学が大前提としてあるんですよ

ね。その中で、随意契約というのをもうちょっ

と評価して、これを工夫して、総合評価以上に

我々が期待するもの、価格的にも経験的にも、
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ましてこれから将来にわたっての維持管理とか

いったライフサイクルコスト、それから品質の

確保、そういったもの全てを満たすところでは、

このグループがいいよとか、我々はこれを期待

するよというものに対等に並ぶようなものをこ

こに出してくるべきじゃないか。

プロポーザルとか、総合評価というのは、現

行のそういった自治法なりが言う入札契約の選

考に関しての限界が来たということをある意味

示しているんだと思うんですね。どうも違うぞ

と、ただ、今の法律の中で精いっぱい運用をやっ

ていけば、ここあたりまでがぎりぎり大丈夫か

なという方法で、これも完璧じゃないと、僕は、

この試行期間中にそういう判断が出せるような

検証というのはできるんじゃないかと思うんで

すね。

そして、その上に立って、それをやっている。

そうすると、随意契約なんてものがぽっと来たっ

て、ちょっと怖い面があるんですよ。そこには

恣意が入っていないかとかですね。

この前、中身は言いませんけれど、ＪＲの問

題とか、これ果たして今の方法が完璧かなと、

何百億もかけてやるような契約にですね。そう

やって、法律上の限界があるときは、それを同

時に国にも求めながらとか、限界がなければ、

早速そういう場合は、この方法がありますよと。

実際にそれを適用する訳じゃなくて、そういう

ケースの場合は、これが当てはめられるという

ものは、今回のプランでは対等に並べておくべ

きじゃないかなと。これ違法行為があったか、

なかったかというのは、そんな大上段に構えて

改革プランに入れることではなくて、決めたも

のは守りましょうだけで、僕はいいと思うんで

す。

それは、全般に通用することで、建設業の経

営事項審査での不正行為がありましたと、こう

いうのを見逃さないようにしますとか、それは

改革プランに入れなくても当たり前のことで。

だからそこらはどうなんですか、部長。僕は、

今、そういった必要性が出てきているような気

がするんですよね。総合評価というのは、ずっ

と試行、試行、試行で来ているんです。

だから、品確法という新たな法律ができて、

そこでは担い手を確保しろとか、よくない業者

は排除しろとか、将来にわたってのコストまで

考えろとか、本当に品質のいい総合的に県民が

有利だと判断ができるところと契約しなさいと、

価格ではありませんとか、いろんなことがその

中に含まれていて。でも、これは議員立法でつ

くったもので、もう一回工夫していく必要があ

るんじゃないかという気がするんですけれど、

どうですかね。

○武田総務部長 今、坂口委員が言われました

とおり、いわゆる総合評価制度なり、プロポー

ザルなり、実際に実施する上では、確かになか

なか限界が見えている部分もあると思います。

また、部署もいろいろな分野で、当然、公共３

部だけじゃなくて、いわゆる総務部なり、そう

いったほかの部署でもそういったことが感じら

れるところがあります。この実施計画の中で、

１に建設工事等における入札・契約制度の適切

な運用、それと改善というのがございますので、

そういった中で、このプログラムを進める上で

の検討を全庁的に考えていきたいというふうに

思っております。

○坂口委員 今、公共事業の工事を具体的に示

したけれど、これ入札・契約全てに係る全般と

して、そこを１回、今後検討していく必要があ

るかなというような気がするんですけれど、こ

れは要望で終わっておきます。
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○武田委員 委員会資料の24ページの市町村と

の連携ですが、確かに全体的なコスト削減とか、

安全性の向上も必要ですし、行政サービスは県

内一円、どこに住んでいても同じようなサービ

スが受けられるというのも重要だと思うんです

が、この中で、市町村間連携の取組支援と圏域

連携のあり方、病院であるとか、移動手段であ

るとか、今回も一般質問をさせていただいた学

校のあり方とか、そこらあたりの広域の連携で

あるとか、市町村間の連携は、確かに喫緊の課

題であると思っているんですが、これはどうい

うふうな方法で支援とか、圏域連携のあり方は

どのように考えていらっしゃるのか、ちょっと

お伺いしたいんですけれど。

○平山行政改革推進室長 こちらも、冊子のほ

うでは36ページにございますけれども、まず市

町村とのパートナーシップを強化するというこ

とで、今も行っておりますけれども、県と市町

村との意見交換を実施しまして、今、委員がおっ

しゃられましたようなさまざまな課題を取り上

げて、意見交換を実施する中で、今後、人口減

少社会が進む中で、どういった形での連携が重

要なのか、また市町村同士の連携もありますし、

この下にありますような高齢者人口がピークに

なります令和22年、2040年を見通しまして、市

町村の今つくっている圏域以外のところの圏域

の市町村との連携をどうするか、また病院等の

数が少なくなってきた場合には、広域でどこか

一つにまとめるとか、そういった形での意見交

換や方法についての政策の共同の立案ですとか

いった形で、県としましては連携を支援してい

きたいということでございます。

また、国から言われておりますのは、そういっ

た人口減少社会を見据えて、合併していない市

町村に対する県の取り組みの支援は今後ますま

す重要になってくると言われておりまして、県

と市町村の２層構造につきましても、今よりも

柔軟に考えて、役割分担についても協議をしな

がら、適切な対応をとっていく必要があるとい

うふうに考えているところでございます。

○武田委員 例えば、コミュニティーバス等が

串間市と日南市、別々にあるわけです。これを

うまく連携すると、日南の県病院にうまく行け

たりとかするようになるんですが、そういうと

ころを一生懸命やっていただきたい。

今言われたように、例えば日南・串間で言え

ば、病院の機能を一つにするみたいになると、

今、日南市の中でも、合併前の旧町あたりから

話を聞くと、日南の中心に集中していって、な

かなかやりにくい面があると聞くんですよね。

だから、広域で取り組んで、コスト削減も必

要なんですが、人口減少の激しいところに光を

当てた政策も同時にやっていただきたいと思い

ます。それは要望としてよろしくお願いしてお

きます。

○重松委員 先ほどの建設工事に関する入札と

はちょっと別に、24ページにあります②の県有

財産等の資産の有効活用で、プランの55ページ

に老朽化が進む公共施設等の維持管理をするた

めに、ファシリティマネジメントを推進してい

かれるということであります。

建設だけではなくて、いろんな工事終了後、

また例えばビルの清掃管理とかの終了後に外部

委託して、プロの目でしっかりそれを検査、監

査していただく。インスペクターというんです

けれど、インスペクター制度をかねがね導入し

てはどうかということでお話をしていますが、

その文言とかがここに出てきていないものです

から、その方向性で、他県では既にインスペク

ター制度をいろんなところで活用していらっ
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しゃるので、外部監査ができるような制度を盛

り込むべきではないかなというふうに思って質

問いたしました。

○横山財産総合管理課長 インスペクターを活

用した検査を実施する場合には、清掃業務の委

託とは別に検査を行う相手方と新たに契約を結

ぶ必要があるかと思います。この検査を導入し

ている都道府県は、いまだ少数なんですけれど

も、費用対効果の観点から、また県内のインス

ペクターの普及状況や他県での取り組み状況な

どを勘案しながら、導入の可否について検討し

ていく必要があるのではないかというふうに考

えております。

○重松委員 ぜひ検討していただきたい。業界

の人が工事終了後の状況を見ると、これは納得

できないというような声も聞きます。その道に

たけた方の目というのは外部委託して、厳しく

ジャッジしていただくことが大事じゃないかな。

それが、ひいてはこの公共施設をしっかり維持

管理できるということになろうかと思いますの

で、ぜひまた検討をお願いします。

○来住委員 初めて遭遇する条例ですから、

ちょっと確認させてください。議案第４号の合

衆国軍隊の構成員の自動車税の徴収にかかわる

ことですけれど、先ほどの説明では、我々一般

県民は、いわゆる普通徴収であるけれど、ここ

に掲げる合衆国の構成員については、証紙を買っ

ていただいて、それで徴収するということで間

違いないんでしょうか。

○永田税務課長 証紙というのが、通常我々が

一般に使っている県の証紙ではなくて、この条

例の対象になる米軍の方の徴収というのは、特

別この条例の中で決めておりまして、それを御

購入いただくという形での証紙徴収になってお

ります。

○来住委員 実際に県内では、実績があるんで

しょうか。

○永田税務課長 近年といいますか、これまで

この証紙徴収をした実績はないと思われます。

○来住委員 もう一つ、例えば我々県民が同じ

自動車を買ったときに納める税額と、いわゆる

証紙で納める税額に変わりはないんですか、優

遇措置か何かがとられているのではないんです

か、それはわかりますか。

○永田税務課長 税額につきましては、普通乗

用車、排気量２リットル以上になりますけれど

も、これは我々の税金でいきますと、３万9,500

円になるんですが、米軍のこの条例に関しまし

ては１万9,000円、小型の乗用車は、私どもでは

２万9,500円、あるいは３万4,500円という金額

になりますが、これにつきましては7,500円とい

うような形で、委員のおっしゃったように、税

額的には低い税額になっております。

これは自動車がもともと財産所有的な要素と、

あと道路を使用するために損傷させる、それの

補塡といいますか、そういったものが税金の中

に含まれていると考えられておりまして、この

米軍関係の方々については、財産的部分につい

ては考慮しないと、要は走ったときの道路を使

用する部分について税を負担していただくとい

う考え方のもとに金額が設定されているようで

ございます。

○来住委員 はい、わかりました。

続けて第５号でいいですか。第５号は、多分

これ消費税が８％から10％に上がることによっ

てプラスされることになっていると思うんです

けれど、今、僕も実際に計算してみたら、例え

ば一番上でも２％の分がほぼ100円だと思うんで

すけれど、これは２％、ほぼそのように見てい

いんですか。つまり、２％で、厳密に出せば、
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多分何十何円とかいうふうになると思うんです

けれど、その辺はどのように理解すればいいの

かなと。

○室屋消防保安課長 この手数料につきまして

は、手数料の中でいろいろ構成する要素がござ

いまして、その中で消費税がかかるもの、かか

らないものがございます。そのかかるものにつ

きまして積算をして、物価の変動等も加味して、

過去の税率の引き上げによる手数料の増額と、

過去に増額していないというものもありますの

で、その辺も全て加味して、国のほうで計算を

してこの額が示されたものでございます。

○来住委員 もう一つ確認です。

今回改正されるもので、いわゆる平年ベース

でどれほどこれまで税収、徴収をされていたの

かなと思うんです。現実にこうやって今回２％

上がることによって、どれほどふえるのかがお

わかりになれば。

○室屋消防保安課長 危険物施設の許可関係に

つきましては、消防本部が担当しておりますの

で、県への増加はございません。電気工事士免

状に関しましては、見込みですと、10月以降に

申請されるもので、２万8,000円程度の増収にな

るものと思われます。その他危険物取扱者等の

試験事務につきましては、それぞれの法令で試

験機関が指定されておりますので、県への増収

はございません。

○来住委員 今、具体的に幾つか出ていますよ

ね。電気、それから危険物とか。前年度なんか

で、例えば件数が何件ぐらいあったのかなと。

そして総額でどれほど徴収されていたのかが

ちょっと知りたかったものですから。

○室屋消防保安課長 先ほど御説明申し上げま

したように、県に関係するのは電気工事士免状

になりますけれども、これに関する交付の件数

でございますが、第一種が平成30年度で81件、

第二種が694件、再交付が69件、書きかえ交付が

６件となっております。総額につきましては、

現在、手元に資料がございませんので、わかり

かねます。

○来住委員 はい、理解しました。

○丸山委員 行革プランのことについて少しお

伺いしたいんですが、23ページに○新内部統制の

導入と書いてあるんですけれども、具体的にこ

れは別冊の16ページに書いてあるんですが、何

かイメージがちょっとまだ。見てみますと、内

部の評価をして、評価報告書を作成して公表す

ると書いてあります。また煩雑になるのか、内

部統制がしっかりできていないからということ

で、何か表現されているのかなと思いつつ、ど

んなふうに今後こういうのが上がってくるとイ

メージすればいいのかを具体的に教えていただ

くとありがたいんですが。

○平山行政改革推進室長 内部統制につきまし

ては、来年度から制度が導入されるということ

で、現在、その内部統制の制度で対象とするリ

スクの洗い出しを行っているところなんですけ

れども、内部統制制度は、最初に重大な不祥事

になるようなリスクを洗い出しまして、そのリ

スクに対してどういった形で、不祥事まで至ら

ないように対応をとるかということをまず検討

いたします。

その検討した内容で、実際に行ってみて、リ

スクが低減されたり、なくなったりということ

を評価することになっておりまして、その推進

部局と評価部局を分けて設定するようになって

いるんですが、評価部局が報告書を作成いたし

ます。

その内部統制、例えば財務については必須と

されているんですけれども、財務関係でうまく
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リスクがコントロールされているという評価で

あれば、そういった評価を出して、それを監査

事務局のほうで監査委員が見まして、監査のほ

うで審査をして、意見を付した上で議会に提出

するという流れになっております。

議会に提出した後、さまざまな御意見があっ

た場合には、それをまた内部統制に取り込みま

してＰＤＣＡサイクルで回しながら、重大な不

祥事につながるようなリスクをコントロールし

てなくしていくという取り組みになっておりま

す。

本県では、内部統制に関する方針を昨年度末

に定めておりまして、その方針に基づいて内部

統制推進会議という会議も設置しております。

現在、先ほど申し上げましたリスクの洗い出し

を行っているところでして、財務については必

須なんですけれども、それ以外にこれまでの過

去の不祥事等を洗い出しておりまして、その中

で、例えば情報ですとか、文書ですとか、そう

いった管理が適正かどうかについても今検討を

行っているところでして、そういったものまで

加えるかどうかを今後検証していきたいと考え

ております。

○丸山委員 まだ具体的にどれくらいの項目が

あるというのがわかっていないということなの

か。この後のその他報告事項でも出てくるんで

すが、文書の管理とか、かなり膨大な項目が上

がると理解していいんでしょうか。

また、それが全て議会に報告があるとなると、

どんな形になるか、ちょっとイメージがしづら

いものですから、そのあたりも含めて伺ってみ

たい。

○平山行政改革推進室長 項目数につきまして

は、今、洗い出しを行っているところですが、

まず現時点で80ぐらいをめどに各部に投げたと

ころでして、プラスアルファで、恐らく100程度

の項目数になるのではないかと考えております

が、まだ今後そのリスクが、重大なものがふえ

れば、ふえる可能性はございますので、確定し

た数値としては申し上げられないんですが、そ

れぐらいをめどと考えているところでございま

す。

○坂口委員 30億円基金について、この前の本

会議を通しても、何かまだはっきり見えない部

分があったんですけれど、これ知事の選挙公約、

最大の課題ということで、これの解決を４年か

けてという約束に基づいた基金ですよね。

だから、ほぼ４年間で使って、これで成果が

上げれるという絵がこの中に描かれていないと、

だめだと思うんですよね。

だけれど、少なくとも僕個人から見た感じで

は、今回の予算の張りつけ方、各事業ごとを見

たときに、これで最終的にどんな人口減少への

歯どめなり、方向性なり、ある程度の成果が得

られるかが全く見えないんです。

これが30億円で完結するという、30億ありき

なのか。それとも計画というのは、２年ぐらい

で大概中間見直しをやりますけれど。これは金

をどんどん使えという意味じゃないんだけれ

ど、30億で本当に打てるのかなと。これまで大

きく過疎対策として何兆円と使ってきています

よね。

本当に最重要課題で、私の責任で解決するん

だと、知事は大上段に振り上げたけれど、30億

の中身が余りにも乏しいような気がする。これ

は柔軟性を持っていて、やっぱり中間見直しを

やるべきじゃないかと。ことし６億、来年６億

使って、半分以上残っているにせよ、それで成

果がない、方向性も見えないとなれば、それは

そこで減額補正をすべきだし、これはもうちょっ
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と踏ん張れば何かあるぞと、モデル的なものが

構築できるとなれば、そこで堂々と議会に対し

ても、県民に対しても、もうちょっとこの予算

を組ませてくれという、何らかのものを。

僕は、中間での検証とか、点検があるべきじゃ

ないかと思うんですけれど。ちょっとこれ怖い

んですよね。30億決めましたと、ずるずるとやっ

ていって、そして通常の制度、事業の中に組ん

でいこうとか、すき間があるからそこに入れよ

うとか、単費でですね。そんなのすごく御無礼

な話だけれど、今回の本会議を通じてそれを感

じたんですよね。

だから、そこのところはどんなですか。ここ

で、将来に向けての考え方と、少なくとも中間

点検は要ると。だってこんなの珍しいですよ。

このことをやりたいから基金をつくってくれと、

普通はこういったところで、到達点はここにあ

りますと、だから何年かけて何ぼなんですとい

うのがないといかんけれど、ことし補正でぼん

と30億を承認させといて、あとは報告もない、

何もないままではちょっとどうかなという気が

するんですけれど。大まかな方向、それからど

ういった成果を上げる、そこに対して２年目に

は検証をやる、そして報告するというようなこ

とぐらい、約束じゃなくてもいいんですけれど

も、作業過程の中で必要じゃないかなという気

がするんですけれども。どんなですか、これ自

信がある30億なんですか。

○吉村財政課長 今の委員の御指摘は、非常に

執行部としても、どれだけの成果がこの事業の

中で上げられるかというのは、先が見えないと

ころも多々あります。例えば、移住支援の支援

金につきましては、国庫補助事業に上乗せをす

る形で、県の継ぎ足しも出すと、そういうこと

をすれば、じゃあ人口減少が解消するかと言わ

れれば、非常に難しいと思っております。では、

この規模で人口減少を抑制できるかと言われて

も、それも厳しいんだと思います。

したがいまして、全ての事業に言えることで

はあるんですけれど、個別の事業については１

年たてば、その１年の成果、効果なりは、しっ

かり検証した上で、見直しが必要であれば見直

す。さらに、規模を拡大する必要があれば、規

模を拡大していく必要もあるんだと思っており

ます。

その中で、最終的に30億じゃ全然足りないと

いうことになれば、増額も含めて、財政当局と

しては検討していきたいというふうに考えてい

るところです。

○坂口委員 その裏で、国家ありきだと思うん

ですね。人口減少、何が大変だって国が騒いで

いるかというと、日本国全体の人口が減ること

が大変な時代を迎えるということであって、乱

暴な言い方だけれど、１つの都道府県がどうな

るから大変だというレベルでの国の危機発言

じゃないと思うんですよね。

だから国としては、全体で人口減少にある程

度の緩和、傾斜を緩くさせるものが見えないと

どうしようもない問題だと。その中で、県単で30

億組んで、表現悪いですけれど、例えば座布団

をちょっと１枚余計に積んで宮崎に来なさいと

いったときに、地域間競争をやっているほかの

県は、今度は宮崎に行かずにうちに来なさいと、

２枚座布団を積みますという競争になって、そ

れを日本と見らずに宮崎県内と見てもですけれ

ど、この村は人がいなくなったと、この村はふ

えたといえば、宮崎県として成功かというと、

そうじゃない。

だから、検証をやっていきながら、この事業

については、確かに将来が見えるぞといったも
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のについては、積極的に国に制度化をさせなが

ら。これ30億、300億のレベルじゃないと思うん

です。この緊急事態に、何らかの効果をここで

期待するのは。

だから、あくまでもこの30億というのは柔軟

性を持って、極端に言ったらこれが100億に膨れ

上がる必要があるかもわからない。これは使っ

たって、無駄と終わって、10億なりを消化した

時点で補正すべきかもわかんないけれども、常

に国との連携をとりながら、モデル的にやるか

ら、国は、これを制度化しろとか、これはしっ

かり需要額の中に算定していって、そして全国

にこういったものを進めさせろとか言って。こ

れは宮崎県だけの問題じゃないんですよね。

大変な問題というのは、国がどうなるかとい

うレベルだから、これは途中でしっかり点検し

ながら、一定の方向を見出していって、後半は

増額してでも、事業を集約してでも、特化しな

がらでもやっていくという、すごくここには含

みを置いた事業のほうがいいような気がします

ね。今、ここで議会を通ったから30億の支出あ

りきじゃなくて。これ何か考え方があれば。な

ければこれはなかなか微妙でしょうから、いい

です。

○吉村財政課長 委員の御指摘を踏まえまして、

まず個別事業の検証はしっかりやっていきたい

と思っております。おっしゃるとおり、人口減

少問題というのは、国家の問題であります。人

口が減少すれば、当然、産業が衰退いたします

し、それによって税収も減ることになります。

そういう意味で、国家的な問題としてしっか

り考えて、税収のあり方、さきの質問でありま

した偏在是正、そういうのも含めて、しっかり

考えていく時期にきているんだと思います。そ

ういうのも含めて、国に要望すべきことは、き

ちんと要望していきたい思っておりますし、県

で実施します人口減少対策についても、基金の

規模も含めまして、毎年検証しながら考えてい

きたいと考えております。

○髙橋委員 今、坂口委員がおっしゃったこと

でちょっと思ったんですけれど、各都道府県で

取り合いじゃないですか。

だから、根っこに国の抜本的な政策転換がこ

れ必要だなと。税収のあり方もおっしゃいまし

たが、一極集中の是正を言っているけれど、一

向に進まないじゃないですか。そこはそこでい

ろいろと要望していかないといけないし、我々

ももちろん意見を言っていくわけなんですけれ

ど、今度は県内での取り合いがあると思うんで

すね。

これ30億でどうのこうのと、今後また見えて

くると思うんですが、多分やれないんだろうな

と思うんだけれど、例えば上乗せ分は、中山間

地域の部分だけ上乗せするとか。でないと、宮

崎市がやっぱり有利なんですよ。

宮崎市の方々も税金を払っていらっしゃるわ

けですから、今の時点では、何らかの対策がと

れないと。しかし、施策を導入するときには、

その辺の何か工夫しないと、偏ってしまう。私

は、そういったところを考慮していくべきじゃ

ないかということを申し上げたいんですよ。

○吉村財政課長 県内の人口の偏在も著しい状

況にあります。本県の場合、中山間地域を数多

く抱えておりますので、人口が減少いたします

と、いわゆる消滅してしまう集落等も出てくる

おそれが多々あります。そういうところも踏ま

えて、施策を今後展開していくように、各部局

にはきちんと指示した上で、予算の査定等も行っ

ていきたいと考えております。

○日髙委員長 ほかにないでしょうか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、次に報告事項に関す

る説明を求めます。

○横山財産総合管理課長 財産総合管理課でご

ざいます。常任委員会資料の28ページをお開き

ください。

繰越明許費繰越計算書についてでございます。

平成30年11月及び平成31年２月の定例県議会

におきまして御承認いただきました繰越明許費

の額が確定いたしましたので、御報告をするも

のでございます。

表が３段ございますけれども、その中段、防

災拠点庁舎整備事業についてでございます。

これは、防災拠点庁舎建設主体工事等に先行

して実施しました県庁５号館移転工事のおくれ

などにより、事業の一部を繰り越したもので、

表の中ほどですけれども、繰越額は14億1,180

万7,972円となっております。

なお、事業の進捗につきましては、後ほど、

その他報告事項の中で防災拠点庁舎整備室長が

御報告をいたします。

次に、表３段目の県庁舎ＢＣＰ対策事業につ

いてであります。

この事業は、大規模災害時における行政機能

の維持を図るため、庁舎等の窓ガラスの飛散防

止や受電設備等の高所移設、非常用水源確保な

どの対策を行う事業で、平成28年度から順次施

工しているものでございますけれども、昨年度

施工を予定しておりました日向総合庁舎の受変

電設備改修工事におきまして、設備等を乗せる

台、架台となります鉄骨工事で使用する高力ボ

ルトと呼ばれます強度の高いボルトの全国的な

品薄の影響によりまして、鉄骨の組み立て工程

におくれが生じたために繰り越したもので、繰

越額は6,000万円となっております。

説明は以上でございます。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項について、質疑はありませんでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

なお、補正予算案の事前報道に係る調査結果

については、後ほど別に説明を受けることとし、

委員の質疑は、執行部の説明がそれぞれ終了し

た後にお願いをいたします。

○吉村財政課長 常任委員会資料の36ページを

お願いいたします。

市場公募債の導入について御説明をいたしま

す。

まず、１にありますとおり、市場公募債とは、

金融市場におきまして広く投資家から資金を調

達するために発行する県債になります。

具体的には、37ページ、参考の①市場公募債

の仕組をごらんください。

県のほうで、市場公募債を引き受けていただ

く引受団を構成しまして、その引受団を通して、

広く金融市場で公募しまして、機関投資家等か

ら資金を調達する手段であります。

現行の資金調達の状況ですが、その下の②資

金調達の状況をごらんください。

表の上にありますとおり、平成29年度、県で

は新規発行額ということで、県債を637億円発行

しております。このうち、公的資金の割り当て

が約３割から４割となっております。残りが民

間等資金で、６割、７割が民間等の資金で、本

県の場合は、県内の金融機関からこの額の調達

をしているところです。

今回、市場公募債を導入いたしまして、銀行
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等から購入する資金を一部、広く金融市場から

調達したいと考えているところです。

36ページに戻っていただきまして、２の導入

理由になります。

３点上げておりますが、まず１点目、資金需

要の増加という要因がございます。

これは御承知のとおり、防災・減災、国土強

靱化対策に現在、国の３カ年計画を受けて実施

をしているところで、30年度で起債額が60億、

令和元年度（６月補正後）で100億、起債を発行

する予定にしておりまして、３カ年計画ですの

で、令和２年度も同程度の起債の発行額を予定

しているところです。

あわせまして、これは３カ年の緊急対策であ

りますので、今後、国に継続的な助成を要望し

ていきますとともに、本県は社会基盤の整備が

大変おくれておりますので、公共事業等も継続

的に実施していく必要があると考えております。

あわせて２点目、国民スポーツ大会に係る施

設整備ということで、2026年に開催されます国

民スポーツ大会に備えまして、陸上競技場、体

育館、プール等の施設整備を実施していく必要

があります。

あわせまして、今年度より県の総合運動公園

の津波避難施設の整備も行うこととしておりま

して、今後、多額の財政需要が必要になってき

ます。

３点目といたしまして、公共施設の老朽化対

策ということで、現在、公共施設等総合管理計

画に基づきまして、個別の施設計画を策定して

いるところです。完成しましたら、緊急度の高

いものから順次老朽化対策をやっていく必要が

ございます。

以上、主なものの３点ということで、今後、

多額の財政需要が見込まれる事業を掲載してお

ります。

２点目といたしまして、現在の金融情勢がご

ざいます。

２つ目の丸にありますように、国のゼロ金利

施策を受けまして低金利が現在続いております。

したがいまして、金融機関を取り巻く経営状

況も非常に厳しい状況にあるというのが２点目

でございます。

３点目、県債に係る資金割り当ての変化とい

うことで、県債に充てられる資金のうち、公的

資金の割り当てが減少し、民間等資金が増加し

ているという状況がございます。

それにつきましては、37ページの③をごらん

ください。

県債発行額と資金割り当ての状況をお示しし

ておりまして、色がついている部分が民間資金、

白抜きの部分が公的資金となっております。

平成25年度、県債を765億発行いたしまして、

そのうち公的資金が６割から７割、残り３割が

民間資金でありました。これが、先ほど御説明

いたしましたとおり、平成29年度では、民間資

金のほうが７割、公的資金のほうが３割という

状況になっております。

その理由といたしまして、国の財政投融資計

画の見直しというのがございまして、そもそも

財政投融資を地方債資金のほうに割り当てると

いう額を国の財政健全化の一環もございまして、

減らしている状況にあります。

さらに、その財政融資資金につきましては、

資金調達が厳しい市町村のほうに振り向けられ

ているという現状もございまして、県のほうへ

の公的資金の割り当てが減っているという状況

にございます。

このような状況を踏まえまして、３になるん

ですが、今後、多額の財政負担が見込まれる事
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業を抱える中、民間金融機関からの多額の資金

を調達していく必要が今後ございますので、丸

の１つ目にありますとおり、現在、県内金融機

関を通じて県債資金を調達しておりますが、金

融市場から広く調達することで、将来にわたり

安定的な資金調達が可能になります。

２つ目、銀行等引受資金全体の金利低下も期

待できるところであります。

37ページの④に記載しておりますが、市場公

募債の発行条件、利率につきましては、おおむ

ね国債、政府保証債に次ぐ低利なものとなりま

す。

表に例を示しておりますが、例えば平成29年11

月の国債が0.025％のところ、市場公募債は0.190

％、仮にこの時期、県が銀行から借りれば0.196

％ということで、金利が国債から順次上がって

いくという状況にありまして、市場公募債の導

入によりまして借入利率の低下が期待できます

ので、２つ目のポツにございますとおり、発行

手数料及び支払い利子を含めまして、長期的な

調達コストの低減が期待できるものと考えてい

るところであります。

最後、３つ目の丸ですが、これまで県内金融

機関からお金を借りておりました。その県内金

融機関のものを奪うのではなくて、あくまでも

県内金融機関を、先ほど説明いたしました引受

団の構成員として加入していただいた上で市場

公募債を発行していきたいと考えておりますの

で、県内金融機関とも十分調整の上、市場公募

債は導入していきたいと考えております。

37ページの⑤に示しておりますが、他の自治

体の導入状況になります。

35都道府県、20の政令市で、既に導入済みで

ありまして、九州各県で導入していないのは本

県だけという状況にあります。

今後のスケジュールですけれど、いわゆる引

受団の構成が固まり次第、今年度の借入分から

スタートしたいと考えておりまして、来年度以

降も継続的に市場公募債を発行し、資金調達を

行っていきたいと考えております。

説明は以上であります。

○楠田防災拠点庁舎整備室長 防災拠点庁舎整

備室でございます。

常任委員会資料の38ページをお開きください。

防災拠点庁舎整備事業の進捗状況等について、

御報告いたします。

年度初めの委員会でありますので、初めに整

備概要について御説明いたします。

まず、１の庁舎概要でありますが、（２）から

（５）に示しておりますように、延床面積は約

２万4,420平米、構造・階数は、鉄骨造、一部鉄

筋コンクリート造で、地上10階、地下１階となっ

ております。

工期は、来年の３月末までとなっており、契

約金額は、主体、電気、空調、管工事全体で約110

億6,600万円であります。

参考としまして、完成イメージ図と各階の構

成図を掲載しております。

次に、２の庁舎の機能・性能でありますが、

（１）耐震性・耐浸水性の確保につきましては、

免震構造の採用や１階床面のかさ上げなどを

行っております。

（２）十分な災害応急対策活動の場の確保に

つきましては、災害応急対策を迅速・的確に実

施できる十分な活動スペースや災害時の自衛隊

等の車両駐車スペース、ヘリポートなどを備え

ております。

（３）災害発生時に必要なライフラインの確

保につきましては、最大14日間の連続運転が可

能な非常用発電機や断水時に貯留雨水等を飲料
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可能とする浄水設備などを備えております。

右のページをごらんください。

次に、３の建設工事の進捗状況等であります。

（１）進捗状況につきましては、５月末時点

で、地下部分の基礎等のコンクリート工事を施

工中で、工事進捗率は請負金額ベースで約29％

となっております。

写真の下、（２）今後の工事予定でありますが、

一番上の段、庁舎建設工事につきましては、免

震軀体の工事の後、７月から鉄骨など地上部分

の工事が始まり、今年度末の完成予定となって

おります。

その後、令和２年７月までに、右側の点線で

囲んだ部分ですが、通信設備等の整備やその下

の５号館改修、外構・南庭園工事が完了し、新

庁舎全体の供用開始準備が整う予定であります。

最後に、４のその他であります。

（１）庁舎名称につきましては、これまで事

業名の「防災拠点庁舎」を使用してまいりまし

たが、②の理由にありますように、庁舎機能を

明確かつ簡潔に表するため、①のとおり、正式

名称を「防災庁舎」としたいと考えております。

また、（２）落成式等の予定時期でありますが、

①の落成式につきましては、令和２年８月上旬

を予定しており、内覧会、県民見学会もあわせ

て実施することとしております。

②の移転につきましては、落成式後の８月の

閉庁日に行う予定としております。

説明は以上であります。

○石田市町村課長 常任委員会資料の40ページ

をお開きください。

市町村課より、議案第10号の「宮崎県におけ

る事務処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例」について御報告を申し上げます。

この議案につきましては、厚生常任委員会に

付託されておりますので、ここでは全体の概要

について御報告を申し上げます。

まず、資料の１、改正の理由でございますが、

本条例は知事の権限に属する事務について、取

り扱いを希望する市町村に権限を移譲する等の

理由から、関係規定の改正を行うものでござい

ます。

次に、２の改正の概要についてであります。

１つ目の箱でございますけれども、難病の患

者に対する医療等に関する法律に基づく特定医

療費の支給認定等に関する事務につきまして、

宮崎市に権限を移譲するものであります。

２つ目の箱でございますが、児童福祉法に基

づく指定障害児通所支援事業者の指定等に関す

る事務につきまして、地方自治法施行令の改正

により中核市へ移譲されることとなったため、

関係規定を削除するものでございます。

なお、施行期日につきましては、１つ目につ

きましては、令和元年10月１日としております。

また、２つ目につきましては、公布の日から施

行することとしております。

最後に、資料の41ページでございますけれど

も、参考といたしまして、平成18年度以降の移

譲事務数の推移と、それから市町村別の移譲事

務数を記載してございます。

説明は以上であります。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

ただいま報告のあった事項について、質疑は

ありませんか。

○髙橋委員 市場公募債の導入に関連してなん

ですけれど、市場公募債はよしとしますが、参

考のために将来見通される財政需要、ここに３

つの丸があるわけですけれど、いわゆる公共施

設の老朽化対策は、学校関係が結構多いと思う
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んですよ。一遍聞いた記憶があるんですけれど、

そういったことをひっくるめて、現時点でわか

る将来の財政需要がざっくりどのくらいあるか、

額面で教えてください。

○吉村財政課長 まず、国土強靱化対策につき

ましては、そこに記載のとおり、平成30年度で

起債額60億円、令和元年度６月補正後で起債

額100億円、令和２年度も、まだ国の予算は決まっ

ておりませんが、同程度の起債を予定しており

ます。

さらに、国は３カ年間と言っておりますが、

県としては、国土強靱化対策の追加要望もして

おりますので、この部分につきましては、財政

課といたしましては、起債をしてでも強化をし

ていきたいと考えております。

次の国民スポーツ大会に係る施設整備に要す

る経費につきましては、総合政策部のほうで、

これから基本設計等が始まりますので、それに

よって額が確定しますが、陸上競技場、体育館、

プール、全て施設整備をするということになれ

ば数百億規模の金額になろうかと思います。

あと県総合運動公園、津波避難施設につきま

しても、今、40億から60億程度の予算を検討し

ているところです。

○横山財産総合管理課長 公共施設の老朽化対

策についてでございますけれども、これは平成28

年９月に策定いたしました宮崎県公共施設等総

合管理計画の中に記載がございますが、建物系

施設、いわゆる庁舎等の建物系施設は、施設数

で言いますと、800施設余、棟数、建物の数でい

きますと、5,000棟ぐらいあるんですけれども、

これらの建物を今のまま保持し続けて、30年で

大規模改修、60年で単純に建てかえをしていっ

た場合に、今後40年間で約6,700億円程度の費用

を要するとされております。

したがいまして、これは長寿命化をせずに単

純に建てかえをしていった場合の額でございま

すけれども、そうならないように、今、長寿命

化を図りまして、平準化を図るべく、個別施設

計画を策定し、また令和３年度にこの宮崎県公

共施設等総合管理計画の見直しをすることとし

ております。

○髙橋委員 何年前かに、いわゆる県立高校、

こういったところが老朽化対策で、かなり資金

が必要ということで、そのときのざっくりした

金額の記憶があったものですから、そういった

レベルの数字というのは持っていらっしゃらな

いんですか。

だから、当面必要だよという額なんですよね。

○吉村財政課長 済みません。当面必要な額と

しては、ちょっと把握はしておりません。

ただ、現行、教育関係の施設の老朽化対策と

いうか、維持管理経費等を含めて七、八億円程

度、毎年予算をかけて、緊急性の高いところの

整備に充てている状況にはございます。

○髙橋委員 行財政改革プランとも絡んでくる

と思うんですけれど、25ページに財政見通しの

公表というのがあるじゃないですか。今後10年

間の長期的な見通しを作成、公表するという中

に、いわゆる財政需要を書かないと、これだけ

必要だよということが書けないじゃないですか。

だから、具体的にある程度の試算をしとかな

いといけないんじゃないかと思って尋ねてみま

したが。

○吉村財政課長 委員御指摘のとおり、今後策

定を予定しております財政見通しにつきまして

は、国体に関する施設整備の経費等がまずはっ

きりした時点で公表したいと思っておりますが、

当然、その中には教育施設等の老朽化対策、あ

とこの公共施設等の老朽化対策に必要となる経
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費も踏まえた上で見通しは作成して、お示しし

たいというふうに考えているところです。

○髙橋委員 具体的な数字がいずれ出てくるん

ですね。わかりました。

○重松委員 公募債が先ほど55団体で導入済み

とありましたけれども、もう一度改めて、なぜ

本県だけがやっていなかったのかというのと、

この公募債というのは、安全性は大丈夫なんで

しょうか。

○吉村財政課長 これまで導入してこなかった

理由といたしましては、県内の金融機関からの

引き受けのみで十分資金調達ができる範囲内の

県債の発行額であったというのが一番大きな要

因だと考えられますが、先ほど説明いたしまし

たとおり、今後、多額の財政需要が見込まれる

事業を控えております。

これらにつきましては、全て将来への投資で

もありますので、きっちり対応していく必要が

あると考えておりまして、その大部分を起債に

頼る必要がありますので、円滑な資金調達のた

めに将来も見通しまして、この市場公募債を導

入したいというふうに考えているところでござ

います。

安全性につきましては、同じ金融機関等から

結果的に借りることになりますので、その点の

心配はなかろうかと思います。

○重松委員 ありがとうございます。

ちょっと調べたら、この中身、具体的に共同

債と個別債という２種類あるような記載があっ

たんですけれど、この内容の違いというのはど

ういうことなんでしょう。

○吉村財政課長 共同債につきましては、幾つ

かの団体が集まって共同で市場公募債を発行す

るというものです。リスク分散も共同で行うと

いうことで、幾つかの団体で既に導入している

ところもあります。

共同債を発行するに当たっては、まず個別債

を発行して、ある程度の実績を積めば、共同債

への参加も可能になります。

○重松委員 最後に、あと年数がこれ10年と書

いてありますが、５年、10年、20年というふう

に種類があると思うんですけれども、投資家に

とってはメリットがこの長さによって変わって

くるんでしょうか。

○吉村財政課長 ５年、10年、20年、まず発行

側の県からいたしますと、通常公共施設という

のは20年、30年かけて使うものですので、後年

度の方への負担もそれ相当求めるものだと考え

ております。

その中で、金融情勢が非常に不透明なもので

すから、なかなか先が見通せない状況にあって

は、短期で借りて、それを借りかえる形で繰り

返しやっていくほうが金利の負担が少ないので

はないかと考えております。逆に低利で、金利

状況が安定しているときは、長期のスパンで借

りることで、金利負担の上昇も避けられるので

はないかと思います。

一方、投資家から見れば、当然金利が高いほ

うが、収入が多いわけですから、国債よりは市

場公募債等のほうが魅力はあるのかもしれませ

んが、国が発行するもの、地方が発行するもの

については、その安全性については問題ないも

のだと考えております。

○重松委員 はい、ありがとうございました。

○坂口委員 結果的に県内金融機関がもう

ちょっとぎりぎりに来たかなというのと、民間

の需要への対応として、金庫の中に塩漬けする

金はちょっと問題だという問題意識を先方も

持っているのかなと、それを読まれての公募債

かなという気がするんですけれど。いずれにせ
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よ、今後そういった面での歳出が膨らんでくる

わけで、問題は、県内でキャッシュをフローさ

せ切るかどうかですよね。

だから、フロー効果を期待しながら、やって

いく投資が県内経済、いわば県内での利益の確

保というんでしょうか、そこにつながるような。

もちろん今、地産地消、地元発注というのを最

大限心がけておられますけれど、なおさらそう

いったものに気をつけながら、そこまで大きい

投資をやっていったものが確実に県内での景気

浮揚、経済の活性化につながるように、それと

セットにしながら、いろんな意味での出し方の

工夫というのが必要かなと思うんですね。ぜひ

そこを気をつけていただきながら。

○吉村財政課長 今後数年間にわたって、公共

事業は大きくふえていくことになります。原則、

県内発注を基本としてはやっておりますので、

引き続きそれは守りつつ、これだけ公共事業等

にお金をかけますので、その分が県内経済にちゃ

んと波及効果が行くように平準化もしながら、

調整していく必要があるものと考えております。

○坂口委員 ストック効果は当然上がってくる

んですけれども、それに伴うフロー効果という

のが大きいかなと思うものですから、ぜひそこ

は配慮の上にも配慮をお願いしたいと思います。

○脇谷副委員長 関連で、この市場公募債なん

ですけれども、宮崎市で言うアイビー債と同じ

なのかどうかというのが１つ、もう一つは、年

数も含めて、金額も含めてですけれど、期限が

あるのかどうかを教えてください。

○吉村財政課長 まず、宮崎市が発行しており

ますアイビー債も、市場公募債ということでは

同じではあるんですが、基本、アイビー債につ

きましては市民向けの、市民に宮崎市の行政に

参加してもらう意欲を高めるために、宮崎市が

やる事業に市民の方もお金を出してくださいと

いう、そういう位置づけで出しているもので、

規模が若干小さいんだと思います。

本県がやる市場公募債につきましては、最

低100億円以上となっておりますので、まずは100

億円からスタートをし、今後その状況を見なが

ら、増額等も考えていきたいというふうに考え

ております。

○脇谷副委員長 では、期限とかは、特別設け

ていないということでしょうか。

○吉村財政課長 はい。償還期間を何年で設定

するかは、そのときの状況を見ながら検討して

いくことになります。

○脇谷副委員長 わかりました。

○日髙委員長 ほかにないでしょうか。では、

１つだけ。

防災拠点庁舎についてなんですけれども、金

額ベースで29％ということでありましたけれど

も、本当にこれ今年度中に終わるのかと大変心

配しているところであります。働き方改革を進

めている中で、今年度中にこの庁舎建設工事が

終わるのか、再度確認させていただきたいと思

います。

○楠田防災拠点庁舎整備室長 確かに、委員長

の指摘どおり、工期的には非常に厳しい状況に

あります。

正直言いまして、若干おくれぎみになってい

るところでありますが、現在、一応施工業者も

含めて取り戻すような感じで頑張っているとこ

ろであります。現在、地下工事をやっておりま

して、これがもうすぐ地上工になりますと、内

装とか、いろいろ入ります。その時点で、ある

程度人を投入すれば取り戻せる部分もあると思

いますので、そこで年度末の完成に向けて頑張っ

ていきたいというふうに考えております。
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○日髙委員長 年度をまたぎたくないというの

もあるかもしれませんが、オリンピックの施設

でも、大きな事故が起きておりますので、ぜひ

そういうことがないように気をつけていただき

たいと思います。

ただ今、時刻は11時55分になっておりますけ

れども、ここで休憩し、午後１時から再開した

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは午後１時再開として、

暫時休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時０分再開

○日髙委員長 委員会を再開をいたします。

先ほどあったその他報告の説明に対しての質

問はありますか。

○坂口委員 防災庁舎の件で、きょうの報告を

受けてちょっと気になったのが、宮崎市とかは

整備計画は将来ないんでしょうかね。万が一あっ

た場合に、県防災庁舎としておかないと、市に

も１つあれば、緊急時にぱっとその区別が。防

災庁舎集合とかなったときに、市をイメージす

る人と県をイメージする人が。だからそこらが

将来ずっとなければ、余り気にすることでもな

くて、簡素化が一番いいかなと思って。それが

ちょっと気になったんですけれど、そこらはど

んなでしょう。

○楠田防災拠点庁舎整備室長 今回、防災庁舎

と整理したいと思うのですが、略しておりまし

て、実際には、宮崎県防災庁舎という形で表記

させていただきます。市のほうの計画は、承知

しておりませんけれども、こちらはそのように

表記させていただきます。

○坂口委員 それでちょっと安心しました。

それから、関連してですけれど、これはどん

なぐあいに説明すればいいか、なかなか難しい

んですが、ＢＣＰ、いわゆる防災庁舎が拠点に

なって、県のＢＣＰはしっかりやられていて。

だけれども、万が一そういう大災害が発生した

ときに、ＢＣＰというのはそれぞれ県民、極端

に言ったら県民全てが自分のＢＣＰというもの

を持って、例えば外出も、どうしても避けられ

ない外出。企業なんかも出勤してくる社員まで、

最低限自分のところが責任を持たないといけな

い業務の遂行、それをしないと元請との関係が

絶たれてしまうとか、元請の機能を麻痺させて

しまうとか、緊急時にどうしても即必要なもの

を自分のところが生産しているとか。公務員の

方々に限ってもですけれど、勤務されている人

たちの特に公共交通機関なんかの利用は極力避

けて、何日間かは様子を見ながらだんだん広げ

ていかないと。本来ＢＣＰのために物なり人な

り、あるいは電気の消費なり、公共交通機関を

含めた道路、自家用車でも歩行でも何でもいい

ですよ。

そういったものが最小限に狭められる中で、

俺は俺の行動をするんだと、うちは生産、全ラ

イン回せるから全て生産するんだとやったとき

に、麻痺する部分が出てきそうな気がするんで

す。この作業を今後はやっとかないと、あそこ

がそれら全ての司令塔になると思うんです。

だから、極端に言ったら、あなたのところは、

その活動は遠慮してくれというところまでやっ

て、緊急のための移動にこのアクセスは譲って

くれとか、インフラを譲ってくれとかいう、こ

の作業をやっとかないと、実際ここが本当の果

たすべき役割というのとパニックを抑え切れる

かなというのがずっと心配事なんですね。

うまく説明ができないんですけれど、何か言っ
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ているイメージがわかれば、それ理解いただい

た上で、そこらに対しては、今後の課題とすべ

きじゃないかという気がするんですが、どんな

でしょうかね。

○楠田防災拠点庁舎整備室長 ＢＣＰについて

の質問だと思うんですけれども、今、防災拠点

庁舎については、あくまでも県としてのＢＣＰ

として、災害時でも継続すべき業務については

行いますということで、そのためには当然ハー

ドがちゃんと整備していないといけませんので、

そのために防災拠点庁舎を今つくっている状況

があります。

委員が言われました民間のほうについては、

民間は民間でそれぞれ企業でＢＣＰはつくって

いると思うんですけれども、ちょっと状況を把

握できてないところがあります。

○坂口委員 一番、肝心なのはそこだと思うん

です。例えば、県のＢＣＰ、これだけ最低限責

任を持って動かないとだめなんだといったとき、

バスに乗ろうとしたら満席です、遠慮ください

とか、道路に行ったら渋滞しています、おたく

は別なルートを選んでくださいと言ったら、間

尺に合わないです。

だから、あなた何の用事なのといったとき、

それを今やらなきゃ死活問題なのといったら、

いや、うちは旅行だから、今、行かないと休み

がとれないと、それは遠慮してくれと、極端に

言ったらですよ。

それをしないと、防災庁舎本来の機能が発揮

できなくなるんじゃないかと。行ってみた、発

電機持っていますと、でも、１週間で燃料が切

れちゃった。電気はといったら、各家庭が使っ

ているからブラックアウトしますよとか。そう

なってはだめだから、これは県民全体で、個人

まで取り組むＢＣＰで、電気は最小限に、通常

のものは遠慮してくれとか、バスは使わないで

くれと、こういったスペースなり道路なりは、

車を通さないでくれとかいうこと、それは県民

全体が協力してくれと。

工場にしても、自動車なら自動車でも、何で

もいいです。元請会社にうちは納入する契約を

しているんだといったとき、元請会社は、お宅

の品物が行かないとそこの生産が麻痺してしま

う。それで、ほかに調達先を見つけられたら、

そこは今後の契約とれないというような部分に

限っては、それは納めないとしようがないです

よ。

だから、最低限のＢＣＰというものを各自が

持って、まずそれを実行していただいて、徐々

に県の指導なりで解放していって、おたくは通

常業務に戻しても、何らうちのＢＣＰ遂行には

影響ありませんとか、それは調整可能な範囲内

に入っていますということでやっていかないと。

本当、日豊線で通っている県の職員の人たち、

日豊線がだめになったと、じゃ乗用車で行こう

と、10号線混んでいますとかですよ。

そしたら、本当、仏をつくって魂入れずです

よ。それを避けるためにはすごい作業が待って

いるんじゃないかなという気がするんですよね。

○藪田危機管理統括監 今、坂口委員から御意

見がございましたけれども、行政機関、それか

ら企業等でＢＣＰの策定を進めております。災

害時については、それぞれＢＣＰにのっとって

動いていくことになりますけれども、大規模災

害において、何よりも肝心なのは、まず人命の

救難救助、そういった活動が最優先されます。

そこに支障があるといけませんから、県民に対

する啓発の一環として、災害時における―県

民の方には今までも耐震化ですとか、あるいは

備蓄といったいろんなことをお願いしておりま
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すけれども、それとあわせまして、災害時にお

いては、そういった行動を優先せざるを得ない。

ある程度生活に、いろんな企業の活動に支障が

あるかもしれないけれども、そこは理解してい

ただきたいということを含めて啓発していかな

いといけないなというふうに思っております。

○坂口委員 それは甘過ぎると思うんですよ。

ＢＣＰというのは、最低限責任を持つために、

これだけの活動は絶対何があっても確保したい

というセーフティーネットですよね。それを、

うちは何の弊害もなかったと、100％稼働できる

となったときに、そこが稼働することもＢＣＰ

の中の一つですよ。

だけれども、おたくは100％稼働せんでくれと、

今、死活問題に影響する部分は、おたくではこ

れだけなんだと、だからこの部分だけで遠慮し

てくれという作業です。これは啓発なんかで成

り立つもんじゃないです。

だって、うちの工場は100％生産できると、ラ

インも生きていると、社員だって出てこれる、

じゃあ工場生産は続けましょう。ＢＣＰという

のは、最低限のことを守るために、セーフティ

ーネットをかけていく、あるいは耐震補強も必

要かもわからない。従業員だって、こういう呼

び出しをやって、だめなときは代替策でこうや

るとか、呼び出しのための電話がだめになった、

携帯がだめになった。では、こういう通信手段

を使うと、それがＢＣＰ、おのおのが持ってい

るですね。最低それはやるけれど、それ以上や

るかもわからないというのが通常ですよ。

だから、それでは麻痺しますよということな

んです。この作業は、相当な労力とそれなりの

代償も必要かもわからない。それをやっておか

ないと、仏をつくって魂が入っていない防災庁

舎になる可能性があるんじゃないかなというこ

とを心配してのお尋ねなんです。そこどうです

か、うちはよかったと、フル稼働できるとなっ

たら、企業はやりますよ。だって、利益を出さ

ないといけない。いろんなところに対して、極

端に言ったら株主に対しての責任もあるわけで

す。

しかしながら、それは俺の一存でとめると、

まず県のＢＣＰ機能を確実にやらせる。そのた

めには全て整っているけれど、交通機関だけが

だめらしいとなったら、一切乗用車は出すなと、

電車にも乗るなと、そういうことの協力がない

と、機能しませんよということを言っているん

です。だって、今までの災害を見ていると、全

部そうでしょう。そこです。

○温水危機管理局長 委員がおっしゃる話は、

最終的にはそういう話になっていくんだろうと

いうふうに思っております。県庁がつくってお

りますＢＣＰは、県庁の本庁のＢＣＰと各支部

のＢＣＰとがありまして、まず本庁のＢＣＰに

おいては、県庁の機能が十分有事の際でも発揮

できるようにするための業務継続計画でありま

す。

したがいまして、南海トラフ級の大規模地震

が発生した場合には、それを想定して言います

と、基本的には本庁職員は全員登庁することに

なります。

ただし、さっきおっしゃいましたように、交

通も混乱しているでしょうし、被害に遭ってい

る職員もいるかもしれません。まずは、それぞ

れ自分の命の確保が大前提で、それができた上

で、可能な人間から登庁していくことになろう

かと思います。

まずは、県庁に登庁してきた段階で、多分Ｂ

ＣＰの本部会議を開催しまして、県庁非常時体

制に突入することになろうかと思います。すな
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わち、通常業務をストップして、災害復旧業務

と、要するに災害応急業務と通常業務以外の必

要な業務を行うことになります。

そして、被害状況とか、そういったものが刻

々とわかってくる。その中で、県庁は通常業務

を停止をした上で業務を行っていくことになり

ますので、その中で県庁の業務を維持しつつ、

そして災害対策、災害応急業務をしつつ、県庁

業務をしていくことになります。

また、先ほどありました民間企業についても、

業務継続計画をつくっているところもあります

が、要するにそれぞれの業務継続計画に…。

○坂口委員 その説明は何度もこの何年間か受

けてきて、そして今この時点に差し入ったわけ

です。

だから、県がそういう計画を持って物をつくっ

たことは、これは立派なことで、これは褒める

べきことだと思っているんですね。おめでとう

ございますですよ。

ただ、今、仏をつくっただけで、そうやろう

といったって、何らかの障害が出たとき、何か

がそこに生じたとき、最低限の県の業務遂行を

しようとしたときに、何かが欠けて、それがで

きなくなる可能性があるんじゃないか。それは

物の不足ですね、必要な物資の不足。あるいは

手段、そこが完璧に開いていることを想定での

今の計画でしょう。今の計画というのは、ここ

に誰も来れないかもわからないわけでしょう。

道路は立ち往生で、大パニックですよ。そん

なときのＢＣＰは、県全体で持っておかないと、

県が思うような活動ができないんじゃないのと。

３日間待ってくださいと、片づきましたから４

日目から出てくださいじゃ、間に合わないじゃ

ないのと。今の説明はわかっているんですよ。

それがようやく見通しが立ったなというのが今

だと。

しかし、これから先はそれが実働部隊として

機能する。絵に描いてあるものを実際の行動に

移すためには、いろんなことが想定できません

かと。今までのいろんな事例、大規模災害、東

日本大震災を見てもそうです。

まず、現場に行けなかったです。時間も夜か

もわからない、昼かもわからない、日曜かもわ

からない。そういうときに、まずは一番大切な

県としてのＢＣＰにある機能をしっかり担保す

るために、それにマイナスになるようなものを

排除しておく必要があるんじゃないですか、そ

の排除は誰がやるんですかと。パニックになっ

たときに、それはみんなが合意しといて、しっ

かりそこでやっとかないとできませんよと。い

や、うちは会社を動かすよと、何言っているん

だとやられたら、それを排除することはできな

いでしょう。

そのときに、じゃ局長なら局長が乗用車で来

ようとしていたら、道路が混んでいて、そして

また俺が先だ俺が先だ、信号は壊れている、電

気は通らない、ガソリン屋はずっと行列が並ん

でパニックになっていると。いや、だめだと、

うちの車に最初給油してくださいと、実際そう

いうことが起こって、おたくは遠慮してくださ

いという作業が待っているんですよ。

だから、今度はその作業に入っていかないと、

せっかくつくったものが使い物にならないよう

なことが起きないかということなんですよ。よ

うやくハードができた、次はソフトでしょうと

言っているんです。僕の説明が下手かもわから

ない。下手かもわからないから、そんな答弁に

なるのかもわからないけれど、次の段階ですよ。

○温水危機管理局長 今、委員がおっしゃいま

した、例えばガソリンなんかに関しましては、
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行政が優先的に使用させてもらえるように、そ

ういう協定を結んでおります。

○坂口委員 だから、もういいです。これは終

わり。そういう協定を結んでいたって、ガソリ

ン屋と県の協定であって、お客さんが飛び込ん

できて、車が並んでいるんですよ。ホースはそ

こまで届かないんです。ほかの家が電気を使え

ば、ガソリンのポンプも回らないかもわからな

いんです。

だから、そこらをしっかりしとかないと、そ

の計画は実行できないですよ。だから、今度は

それを実行するためのと言っているけれど、僕

の説明が下手だと思うんですね。だから、これ

はもういいです。

○日髙委員長 ほかにございませんでしょうか。

○坂口委員 部長として、僕の説明わかってい

ないんですか。僕はいいと言ったけれど、わか

ればそれは説明してもらわないと。わかんなけ

れば説明がわからないと、終止符は打ってもら

わないと、これは議事録をつくるんですよ。

○武田総務部長 今、坂口委員から御提言があ

りました本当にそういう取り組みは非常に大事

なことだと思いますし、いざ災害が起きたとき

に統一して、全体が動いていくことは非常に重

要なことではないかなというふうに思います。

恐らく災害が起きた場所とか、それから規模と

か、そういったものによっても違ってまいりま

すし、また今説明がありましたけれど、それぞ

れにＢＣＰをつくっておりますので、そういっ

たものとの整合性とか、それからあと国がどう

いう形で、その地域に対して指示をしていくの

かとか、特に水とか、電気とか、そういうエネ

ルギー関係とか、そういった基盤をどううまく

回していくのかとか、そういった課題もあると

思いますので、国のほうとも一応そういった話

をしたり、もしくは他県で先進的にそういった

取り組みをしているか、そういったところも

ちょっと研究をさせていただいて、今後どういっ

たことができるかを考えていきたいというふう

に思っております。

○坂口委員 そうですね。小さく言えば、事件

があったときの不要不急の外出はお避けくださ

いみたいなものも、ある程度強制力を持った合

意、そして訓練が必要じゃないかなという気が

するんです。

○日髙委員長 ほかにございませんでしょうか。

○脇谷副委員長 権限移譲についてちょっとお

伺いしたいんですけれども、今回中核市という

ことで、宮崎市に児童福祉法についての難病の

患者に対する医療費等に関するということで権

限移譲されるんだと思うんですけれど、この右

側のグラフを見てみますと、宮崎市が一番多く

て、そのほかの市町村も権限移譲数がだんだん

多くなってきているんですけれど、ここに希望

すると書いてありますけれど、どの分野で市町

村は一番権限移譲を希望されているんでしょう

か。

○石田市町村課長 市町村への権限移譲の関係

でございますけれども、41ページのグラフで、

宮崎市が一番多くなっていることにつきまして

は、宮崎市が中核市であることから、以前法令

移譲されていないものでも、中核市としてこれ

やりたいですというものについて、希望するメ

ニューに手を挙げていただいて、それをこれま

で移譲してきているというものであり、実績と

して宮崎市さんが多くなっているというのが１

つでございます。

それから、分野でございますけれども、今回

この議案で上げております福祉の関係でござい

ますね。難病に関する事務ですとか、あるいは
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この下のほうの障がいの関係ですとか、こういっ

た福祉に関係する事務以外にも、もろもろ各市

町村に移譲しているものはございます。

特に、ちょっと多いところ、具体的に例えば

公有水面ですとか、福祉以外にも土木の関係で

すとか、農政の関係とか、そういったものもご

ざいます。市町村でちょっと若干差があるとこ

ろでございますので、それなりに県内の市町村

で多く移譲されているものについて、まだ残っ

ているところにつきましては、少しそういった

働きかけとか、市町村の自主性を尊重しながら

やっていきたいと思っております。

○脇谷副委員長 ということは、市町村が自分

たちで権限移譲してほしいと言っているものな

のですか、それとも受けるということなんです

かね。

○石田市町村課長 御指摘のとおり、市町村の

ほうから県がやっている事務について、自分た

ちでやりたいという希望で手を挙げていただき

まして、それについて県と協議をして移譲する

形になってございます。

○脇谷副委員長 わかりました。いいです。

○日髙委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、次に補正予算案の事

前報道に係る調査結果について、執行部の説明

を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○吉村財政課長 ５月27日、当委員会から要請

のありました補正予算案の事前報道に関する調

査の結果を御報告いたします。

別紙でＡ４を１枚、ペーパーを御用意してお

ります。表題に補正予算案の事前報道に係る調

査結果についてと記してあるペーパーをごらん

ください。

まず、今回の調査の趣旨、目的であります。

補正予算案の内容の一部が県議会への説明前、

具体的には議会運営委員会前に報道されたこと

を踏まえまして、今回の予算編成に関します情

報の取扱状況を調査しますとともに、再発防止

に向けた取り組みの強化を図るために調査を実

施いたしました。

調査の概要です。

日程はそこに記載のとおり、６月３日から11

日にかけまして、全部局を対象に調査をいたし

ました。

調査の内容ですが、二役を含みます各部局の

補正予算案の編成に携わりました職員に対し、

報道された事業等に関して、報道関係者に説明

をしたか、予算関係書類を不適切な方法で取り

扱っていないか、部外者へ事業内容を話してい

ないか等につきまして、聞き取りで調査を行っ

たところであります。

３番目、調査結果ですが、今回の報道内容に

結びつくような職員の対応は、今回の調査では

確認できなかったところであります。

４点目、再発防止についてです。

まず、１の職員への指示及び周知についてで

あります。

６月３日の庁議におきまして、まず知事、副

知事から、部長級以上の幹部職員に対しまして

情報管理の徹底について指示を行いました。あ

わせて、同日付で、（２）に記載しております再

発防止対策等を内容とする副知事通知を発出し

たところであります。

２にありますとおり、同日に各部局の連絡調

整課の課長補佐を集めまして、財政課から情報

管理の徹底について、各部局内に周知するよう

に依頼をしました。
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それを受けまして、各部局において、全職員

に情報管理の徹底について周知をしていただい

たところです。

具体的な再発防止策についてです。

まず、①報道関係者への情報提供に関しまし

て、議会に提案する議案は、全て議会運営委員

会終了後に公表するものであることを改めて全

職員に周知いたしました。

２つ目、報道関係者への対応につきましては、

原則として課長補佐以上が行うこと、対応状況

については、部局内で情報共有を図ること、重

要なものにつきましては、財政課にも情報提供

を行うこと、以上３点、報道関係者への対応に

つきましては、組織的な対応をしていただくよ

うお願いをしたところです。

３点目、関係書類の適正な管理ということで、

関係書類の管理、処分を適正に行うよう、あわ

せて周知をいたしました。

改めまして、情報の取り扱いにつきましては、

職員一人一人の意識の徹底を図っていく必要が

あると考えております。

最後に、予算編成を担当する課の課長といた

しまして、今回の件につきましておわび申し上

げますとともに、改めまして再発防止に取り組

んでまいります。

説明は以上です。

○日髙委員長 執行部の説明が終了しました。

ただいまの報告について質疑はありませんで

しょうか。

○武田委員 県に限らず、市町村もなんですが、

市町村でもよく出るんですよね。議運前に出て

しまって、新聞報道で知って、住民の皆さんか

ら問い合わせが来て、いや、知りませんよみた

いなこともよくあるんですが、今の職員への指

示及び周知とか、再発防止策は、今回新しいも

のでなくて、今までもあったものではないかな

と。今まであったにもかかわらず、こういう情

報漏えいがあったということは、新しい何かを

考えていかないと。情報を報道機関に出す窓口

が１つではないのか、各部でそれぞれあるのか、

どこか１つ窓口をつくって、それ以外は出さな

いとか、そういうのはどういうふうに今なって

いるんですかね。

○吉村財政課長 再発防止策といたしましては、

まず改めて職員の意識徹底が第一だというふう

に考えておりまして、全職員に対しまして周知

を図ったところです。

あわせまして、組織的な対応をすることに関

しましては、個人が全ての責任を負うのではな

くて、組織としてきちんと対応することで、再

発防止が少しでも図られるのではないかと考え

ております。

当然、このような対応を今までもやってきた

ところではあるんですけれど、改めて全職員が

このことを認識して、再度これらの取り組みを

徹底していきたいということで、再発防止対策

として上げているところです。

○武田委員 よく理解はしているつもりなんで

すが、今までなかなかそれが。またかという感

じになると、何らかの新しい対策が必要。周知

徹底であるとか、いま一度全員にとか、多分県

庁職員になられるときに守秘義務の徹底とか、

必ずあると思うんですよね。それが毎年毎年さ

れているにもかかわらず、こういって出てくる

ということは、何か違う切り口のものが必要な

ような気もするんですが、そこらあたりいかが

でしょうかね。

○吉村財政課長 まず、再発防止対策として３

点上げましたが、これで十分だと考えているわ

けではありませんので、その時々で、委員の御



- 35 -

令和元年６月19日(水)

指摘も踏まえまして、適当な対策を講じてまい

りたいというふうには考えております。

○平山行政改革推進室長 新しい取り組みをと

いう御指摘でございますけれども、これまでも

コンプライアンスにつきましては、情報管理、

守秘義務を含めまして、職員にチェックシート

で守秘義務の徹底等を促しているところでして、

研修等でもコンプライアンス研修ですとか、各

職員の階層別研修等で周知徹底を図っていると

ころですが、今回このような事案が発生したと

いうことも踏まえまして、来年度から導入しま

す内部統制につきましても、このような情報管

理、公文書管理も含めて対象にすることも十分

今後検討していかないといけないというふうに

認識しているところです。

○日髙委員長 よろしいでしょうか。

それでは、今後こういうことがないようにしっ

かりと情報管理の徹底をお願いしたいと思いま

す。

その他で何かありませんか。

○温水危機管理局長 済みません。ちょっと時

間を頂戴いたします。

先日、５月27日の本委員会におきます私の発

言について、２点訂正させていただきます。

硫黄山周辺の県道１号の通行再開に向けまし

た道路整備に関する御質問に対しての私の発言

に関するものでございます。

まず、１点目は、来住委員からの工事スケジュ

ールに関する御質問に対しまして、10月から11

月ごろまでには工事を完成させたい意向と聞い

ている旨の発言をいたしましたが、県土整備部

に確認いたしましたところ、専門家からの意見

も伺いながら、慎重に進めていく予定であり、

工事完了の時期については未定とのことであり

ました。

次に、２点目は、坂口委員からの工事の内容

に関する御質問に対しまして、盛り土で工事を

行うと聞いている旨の発言をいたしましたが、

県土整備部に確認いたしましたところ、盛り土

と切り土で工事を行う予定ということでありま

した。

以上、訂正させていただきますとともに、お

わびを申し上げます。まことに申しわけありま

せんでした。

○室屋消防保安課長 午前中に来住委員から御

質問のありました電気工事士に関する平成30年

度の手数料の徴収額でございますが、850件の合

計427万8,100円でございましたので、御報告申

し上げます。以上です。

○武田総務部長 先ほどの補正予算案の事前報

道に係る分でございますけれども、今回の件に

つきましては、改めて委員の皆様方に非常に多

大な御迷惑、また県議会の皆様方に御迷惑をお

かけしましたことを改めて深くおわびを申し上

げたいと思います。

私ども総務部としましては、再発防止に向け

て、予算案に係る情報管理の徹底、そういった

ことと、それからしっかりと対応することにつ

いて、各部局に指示をしたところでありますけ

れども、今後このようなことがないように全力

で取り組んでまいりたいと思っております。

知事を初め、私ども執行部としましては、車

の両輪である県議会の皆様方との信頼関係、そ

ういったことをしっかりと肝に銘じるといいま

すか、それが非常に大事なことだと思っており

ますので、県議会への御説明につきましては、

丁寧かつ時期を失することがないように努めて

まいりたいと思っております。引き続き、皆様

方の御指導、御協力をいただきますよう、よろ

しくお願いしたいと思います。
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○日髙委員長 ほかに何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上をもって総務部

を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時33分休憩

午後１時36分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

なお、議案の説明に当たっては、補正予算と

それ以外で分けて説明を受けることとし、委員

の質疑は、執行部の説明がそれぞれ全て終了し

た後にお願いをいたします。

○渡邊総合政策部長 総合政策部でございます。

まず初めに、お礼を申し上げたいと存じます。

６月６日に開催いたしました国民文化祭・全

国障害者芸術・文化祭の第４回県実行委員会が

ございましたけれども、当日、丸山議長、そし

て日髙委員長に御出席を賜りました。まことに

ありがとうございます。

2020年の大会本番まで、残り500日を切ったと

ころでございます。引き続き、県議会の皆様方

の御協力をいただきながら、着実に準備を進め

てまいりたいと考えております。今後ともどう

かよろしくお願い申し上げます。

それでは、今回の委員会で御審議をいただき

ます総合政策部所管の議案等につきまして、そ

の概要を御説明させていただきます。

お手元にお配りしております総務政策常任委

員会の資料をごらんいただきたいと思います。

おめくりいただきまして、左側のページの目

次をごらんいただければと思います。

今回、総合政策部からお願いしております予

算議案は、議案第１号「令和元年度宮崎県一般

会計補正予算（第１号）」でございます。

右側の資料の１ページをごらんいただきたい

と思います。

今回お願いしております補正予算につきまし

ては、宮崎県人口減少対策基金を新たに設置し、

人口減少問題に対応していこうとするものでご

ざいます。

総合政策部の令和元年度一般会計の６月補正

額は、一般会計の表の一番下の計の欄にござい

ますように31億9,331万9,000円の増額でござい

まして、補正後の一般会計予算額は164億9,499

万1,000円となっております。

２ページから15ページにかけましては、６月

補正予算として計上しております各課の事業を

掲載しております。

内容につきましては、後ほど担当課長から御

説明をさせていただきます。

目次にお戻りください。

２の特別議案でございます。

議案第８号「宮崎県人口減少対策基金条例」、

議案第12号「宮崎県総合計画の変更について」、

議案第13号「宮崎県中山間地域振興計画の変更

について」の３件につきまして、議案審議をお

願いしたいと存じます。

以上が議案の概要でございますが、詳細は担

当課長から御説明をいたしますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。

次に、３の報告事項でございます。

平成30年度宮崎県繰越明許費繰越計算書につ

いて、御報告をさせていただきます。

最後に、その他報告事項といたしまして、目

次に記載のとおり、７件の報告事項がございま

す。これにつきましても、後ほど担当課長より
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御説明をさせていただきます。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○小倉総合政策課長 総合政策課でございます。

それでは、総合政策課の補正予算案につきまし

て御説明させていただきます。

歳出予算説明資料の３ページをお開きくださ

い。

総合政策課の補正予算につきましては、左か

ら２列目の一般会計の補正額にありますとお

り、30億3,609万9,000円の増額補正をお願いし

ております。

補正後の予算額につきましては、右から３列

目にあります38億1,064万6,000円となっており

ます。

続きまして、５ページをお開きください。

上から５行目になります（事項）県計画総合

推進費の説明欄にありますとおり、３つの事業、

１、宮崎県人口減少対策基金積立金、２、「県・

市町村人口問題対策連携事業」、３、「デジタル

マーケティング推進事業」についてであります。

事業内容につきましては、常任委員会資料で

御説明させていただきます。

戻りまして、常任委員会資料、２ページをお

開きください。

宮崎県人口減少対策基金積立金についてであ

ります。

１の事業の目的・背景でございますけれども、

社会減及び自然減対策による人口減少の抑制、

人財育成・確保の取り組みを加速させ、人口減

少によって生じる課題を克服し、将来にわたっ

て活力が維持される地域づくりを進めるもので

あります。

２番の事業の概要でございますけれども、予

算額は30億20万円、事業期間につきましては、

令和元年度から令和４年度までの４年間でござ

います。

（４）の事業内容でございますけれども、対

象事業は人口減少対策に資するものとなります

けれど、具体的には右側の３ページの横の図を

ごらんください。

こちらに人口減少対策のイメージとあります

けれども、左側の令和元年度当初予算における

人口減少対策に加えまして、新たな取り組みや

加速させる取り組みとして、真ん中の囲みにあ

りますように、①若者に情報を届け、地域とつ

なげる、②産業の魅力を高め、人財を呼び込む、

③ふるさと回帰や移住を拡大する、④中山間地

域の暮らしや産業を支える、最後に⑤として、

未来の人財を地域で育てる、こういった５つの

観点から、特に若者の県内定着、転出した場合

でもしっかり情報提供をする取り組みと移住・

ＵＩＪターン施策の強化、その後の就業・起業

支援など、こういった施策の展開を図ってまい

りたいと考えております。

今議会には、県総合計画アクションプランの

御審議もお願いしているところでありますけれ

ども、今後４年間、この基金を活用しながら人

口減少対策を強化させていただいて、一番右側

の囲みにありますように、社会減の解消、それ

から合計特殊出生率2.07の実現に向けて道筋を

つけてまいりたいと考えております。

続きまして、４ページをお開きください。

今回、６月補正におきまして基金を活用した

事業、それぞれ具体的な事業について掲載して

おりますけれども、移住・ＵＩＪターン、定住

の促進に係る移住支援金の支給に加えまして、

人口減少下での業務の効率化ですとか、就業者

の確保に資するＩＣＴ化ですとか、真ん中の欄

にあります外国人材の受け入れ活用、こういっ
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たことなどを含めまして26の事業を新たに実施

してまいりたいと考えております。

基金の説明については以上でございます。

続きまして、個別の事業について御説明させ

ていただきます。

資料の５ページをお開きください。

県・市町村人口問題対策連携事業についてで

あります。

１の事業の目的・背景でございますけれども、

人口減少問題につきまして、県と市町村の職員

が連携して取り組む体制を構築して、市町村ご

との課題の分析ですとか、実情に応じた施策を

推進するものであります。

事業の概要でありますけれども、予算額

は2,547万8,000円、事業期間は令和３年度まで

の３年間であります。

（４）の事業内容としましては、県と市町村

の職員による人口問題対策研究会を県内７ブ

ロックで設置させていただいて、県と市町村職

員が一体となって、人口減少対策を検討します。

また、県・市町村双方でアイデアを出し合って、

磨き上げた上で社会減対策、自然減対策を初め、

人口減少問題対策として効果的と考えられる取

り組みについて、その実施費用について県が財

政支援を行ってまいりたいと考えております。

事業効果でありますけれども、県・市町村が

一体となった分析等を行うことで、地域の実情

に応じた対策が実施できるということと、県と

市町村、あるいは市町村同士の連携促進を図っ

ていきたいというものであります。

続きまして、６ページをお開きください。

新規事業、デジタルマーケティング推進事業

であります。

事業の目的・背景でございますけれども、デ

ジタルマーケティングというものにつきまして

は、例えばインターネットですとか、電子決済

などの利用者の情報（データ）―ビッグデー

タと言われるものですが、こういったものを活

用して、消費行動につなげていくための手法で

ございますけれども、移住の促進ですとか、観

光の交流など行政分野におけるこういった手法

の活用に向けて、現状の情報発信の課題分析等

を実施して、例えば県外の方々に本県の魅力、

情報を効率的、効果的に届ける仕組みの確立を

目指す事業でございます。

事業の概要でありますけれども、予算額

は1,042万1,000円、事業期間は令和３年度まで

の３年間でございます。

事業内容としましては、デジタルマーケティ

ング手法に関する専門家による講演会等を実施

して職員の意識啓発を図るほか、現状のＰＲコ

ンテンツなどの課題の分析や検証、加えて導入

モデルとなる施策分野の検討などを行ってまい

ります。

事業効果でありますが、下の図をごらんいた

だきながら説明させていただきますが、従来型

のマーケティングでは、移住した人、観光に来

た人、そういった結果的に利用された方の情報

しか把握できなかったところでありますけれど

も、デジタルマーケティングにつきましては、

従来型に加えまして、ホームページを閲覧した

りですとか、例えばＰＲ動画を視聴するなど、

その情報に関心を持った段階で働きかけを強化

できるということで、関心を持った層と持たな

かった層を峻別して、関心を持った層に重点的

にＰＲするといったことも可能となってまいり

ますので、これによって宮崎の魅力、ブランド

等に関心のある層に重点的かつ効率的な情報発

信をして、予算、人員が限られる中で、施策効

果の最大化を図って、人口減少時代に合った情
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報発信方法の確立を目指してまいりたいと考え

ております。

総合政策課の説明は以上です。

○日髙中山間・地域政策課長 中山間・地域政

策課の補正予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の７ページをお願いいたし

ます。

当課の補正予算額は１億3,972万円の増額補正

でございまして、補正後の額は７億1,975万7,000

円となります。

８ページをお願いいたします。

上から５行目の（事項）移住・定住促進費で

あります。

説明欄に記載しております２つの新規事業の

事業内容につきましては、総務政策常任委員会

資料で御説明させていただきます。

常任委員会資料の８ページをお願いいたしま

す。

新規事業「わくわくひなた暮らし実現応援事

業」についてであります。

１の事業の目的でございますが、本県への移

住促進や地域における人材確保を目的としまし

て、効果的な情報発信を実施するとともに、移

住相談から実際の移住、定着までの各段階にお

ける支援を国、市町村、企業等と連携して充実

させ、移住・定住者の増加を図るものでありま

す。

２の事業概要でありますが、予算額は１

億3,307万2,000円、財源は国の地方創生推進交

付金と宮崎県人口減少対策基金を活用し、事業

期間は今年度から令和４年度としております。

４の事業内容でございますが、本事業の全体

概要について、９ページの資料で御説明いたし

ます。

９ページの横の表をお願いいたします。

横表の左側の欄をごらんいただきたいんです

けれども、わくわく地方生活実現政策パッケー

ジについてでございます。

この政策パッケージは、内閣府が昨年６月に

策定したもので、東京圏への一極集中の是正と

地方の担い手不足解消のため、国が地方創生推

進交付金により、地方自治体が行うＵＩＪター

ンによる起業・就業者の創出等の取り組みに対

して支援をするものでございます。

以下に交付金の対象としている事業を記載し

ておりまして、一番上の移住支援金及び上から

３番目のマッチング支援関連の事業について、

今回当課より補正予算をお願いしております。

なお、創業支援金と女性・高齢者の就業支援

は、商工観光労働部より補正予算をお願いして

いるところでございます。

まず、一番上の移住支援金は、東京圏から県

内の選定企業に就職した移住者に対して、世帯

・家族の方には100万円、単身者には60万円を支

給するものでございます。

３番目のマッチング支援は、移住支援金の対

象となる選定企業を掲載するマッチングサイト

の整備やセミナー等の実施によりまして、移住

者と企業のマッチングを支援するものでござい

ます。

移住支援金の支給につきましては、全国ほと

んどの県が同様に取り組む予定となっておりま

すが、本県においては、右側の交付金の対象と

ならない独自の支援についてもお願いしている

ところでございます。

表の右側１つ目の移住支援金の対象拡大①で

すけれども、本県への移住実績等を見ますと、

東京圏以外からの移住者が多くなっていること

等を勘案しまして、東京圏からの移住者だけで

なく、全国からの就業移住者を対象としたいと



- 40 -

令和元年６月19日(水)

思っております。

次の対象拡大②につきましては、本県には中

山間地域を中心に企業の少ない地域もございま

すので、企業就職ではない個人事業者への就職

や自営業者、事業承継等も対象にしたいと考え

ております。

例えば、個人の医療機関に就業する看護師で

すとか、自営の農業従事者等を想定していると

ころでございます。

お手数ですが、８ページにお戻りください。

（４）の事業内容の①相談対応・マッチング

・広報等事業につきましては、移住支援金事業

に係る全国からの相談への対応や移住希望者の

掘り起こし等を行うため、大阪と福岡事務所に

相談員を配置するほか、移住支援金に係る調整

を行うコーディネーターの配置を予定しており

ます。

その他、移住相談会・セミナーの開催やユー

チューバーを活用した動画による本県の魅力の

発信や、マッチング対象企業向けセミナーの開

催等を行うこととしております。

②の移住・定住支援事業につきましては、先

ほど御説明した移住支援金に係るものでござい

まして、実施する県内市町村に対し、県が補助

を行い、移住者への支給は、申請者が居住する

市町村が実施いたします。

１つ目が、東京圏及び東京圏以外の全国から

移住して選定企業に就職した方への支援金で、

世帯、単身合わせて120件分をお願いしておりま

す。

なお、マッチングサイトの選定企業につきま

しては、大企業や官公庁等は対象外とされてお

りまして、今後、雇用労働政策課において市町

村等の意見を伺いながら、対象企業を選定する

見込みとなっております。

２つ目が、自営や個人事業者等への就業移住

者への支援金で45件分をお願いしております。

なお、米印にありますように、国の定める要

件に、移住直前に東京23区内に連続して５年以

上居住する者等を対象とするとの要件があり、

新規学卒のＵターン者等は基本的には対象と

なっておりません。

県独自の対象拡大分についても、基本的要件

は国に準じる予定でございます。

３の事業効果としましては、効果的な情報発

信や移住者支援体制の充実により、本県への移

住を促進し、人口減少の抑制を図るとともに、

地域の担い手不足の解消につなげてまいりたい

と考えております。

10ページをお開きください。

参考としまして、昨年度の移住実績を記載し

ております。

本県の移住実績は、県及び市町村が移住施策

により把握した移住世帯数を集計しております

けれども、昨年度は471世帯、847人となりまし

て、前年度と比べて若干減少となったところで

ございます。

平成27年に東京・宮崎にＵＩＪターンセンタ

ーを設置して以降、増加傾向にあったわけです

けれども、伸びが若干落ちついてきた状況にご

ざいます。

次に、11ページをお願いいたします。

次の新規事業「好機を活かす！移住プロモー

ション事業」であります。

１の事業の目的でございますけれども、こと

し９月に本県で開催されますワールドサーフィ

ンゲームスの機会を生かしたサーファーへのＰ

Ｒや本県とのつながりが強い出身者等が集まる

機会、これは10月に東京都で第１回が開催予定

のひなたフォーラムでございますけれども、こ
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のイベントの機会を活用した情報発信を行いま

して、本県への移住の促進を図るものでござい

ます。

２の事業概要でございますけれども、予算額

は664万8,000円、財源は人口減少対策基金でご

ざいます。

事業内容でありますけれども、まず①のワー

ルドサーフィンゲームスにおける移住情報発信

につきましては、東京五輪の選手の選考大会の

会場に選ばれましたサーフィン環境のよさやサ

ーフィンと仕事が両立できる暮らしの魅力を来

場者に発信するため、大会会場やサーフスポッ

トにおける移住ＰＲブースの設置や交流セミナ

ー等を開催する予定でございます。

また、②のひなたフォーラムにつきましては、

下に補足しておりますとおり、在京の県人会等

が一堂に会して親睦・交流することによって絆

を深めるイベントでございまして、このイベン

トを通しまして、参加者にふるさとの魅力を再

認識してもらうとともに、移住情報の発信です

とか、各部各課と連携しまして、担い手確保策

のＰＲ等を実施したいと考えております。

３の事業効果としましては、このような機会

を活用して、本県での暮らしについてのより詳

細な情報や魅力を発信することで、将来的な移

住やそれにつながる関係人口の創出を促進した

いと考えております。

説明は以上でございます。

○米良産業政策課長 産業政策課の補正予算に

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の11ページをお開きくださ

い。

当課の補正予算額は1,750万円の増額補正で、

補正後の額は４億9,531万7,000円となります。

次の13ページをお願いいたします。

上から５行目の（事項）産業政策総合推進費

の新規事業「中山間地域の魅力を高めるフード

ビジネス支援事業」及び、その下の新規事業「若

手社員の“絆”構築事業」であります。

事業内容につきましては、別冊の常任委員会

資料で御説明いたします。

常任委員会資料の13ページをお開きください。

新規事業、中山間地域の魅力を高めるフード

ビジネス支援事業についてであります。

１の事業の目的・背景でありますが、人口減

少が著しい中山間地域において、起業しやすい

環境の整備や魅力ある産業づくりに取り組むこ

とで、より多くの移住者を呼び込むため、本県

の強みであるフードビジネスの分野において、

中山間地域をターゲットとしたビジネス支援に

取り組むものであります。

２の事業概要でありますが、予算額は940万円、

財源は宮崎県人口減少対策基金、事業期間は令

和３年度までの３年間としております。

（４）の事業内容でありますが、まず①の加

工技術アドバイザーの養成・派遣は、県の食品

開発センターなどと連携いたしまして、現在、

中山間地域に不足している加工技術に精通した

アドバイザーを養成し、食品加工に取り組む移

住者等へ派遣するものであります。

次に、②の加工技術の移住者等への承継は、

後継者不足等の理由により、すぐれた加工技術

が失われつつある現状を踏まえまして、そのよ

うな技術を移住者等に承継するとともに、商品

開発や販路開拓等についてアドバイスする専門

家を派遣するものであります。

最後に、③の有望な加工食品等の掘り起こし

・販路開拓につきましては、中山間地域で生産

・加工されました国内外での販路拡大が見込ま

れる加工品等を掘り起こしまして、販路開拓や
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商流・物流づくりをトータルに伴走型でサポー

トする専門家を派遣するものであります。

３の事業効果でありますが、中山間地域をタ

ーゲットといたしまして、特にフードビジネス

の加工・販売等の支援に取り組むことにより、

移住者等の就業・起業を促進し、社会減の抑制

につなげていきたいと考えております。

続きまして、次の14ページをお開きください。

新規事業、若手社員の“絆”構築事業であり

ます。

１の事業の目的・背景でありますが、県外へ

の人材の流出、特に若者の県外流出が多いこと

を踏まえまして、その要因の一つとなっており

ます入社後間もない若手社員の離職率の低減を

図るため、主に自社内での教育体制が十分でな

い中小企業を対象に研修を充実させ、社内、地

域内での絆を深めていただき、定着率の向上を

図るものであります。

２の事業概要でありますが、予算額は810万円、

財源は宮崎県人口減少対策基金、事業期間は令

和３年度までの３カ年としております。

事業内容でありますが、まず、右側の15ペー

ジをごらんください。

昨年実施いたしました調査結果によりますと、

県外で働いている本県出身者が現在の企業に就

職した経緯といたしまして、県内の企業に就職

した後に転職したという方が47％に上っており

ます。

現状２のグラフにありますとおり、本県にお

いては、高卒、大卒ともに、就職後間もない離

職が全国と比較して多くなっておりますが、そ

の理由といたしまして、現状３のグラフにあり

ますとおり、仕事が合わなかったというのに続

きまして、職場の人間関係がうまくいかなかっ

た、これが多くなっておりまして、若手社員を

定着させるための環境づくりが急務となってお

ります。

現在、その下に示しておりますとおり、経済

団体や大学、金融機関等と連携いたしまして、

人材育成プログラム「ひなたＭＢＡ」に取り組

んでおりますが、ごらんのとおり、新入社員、

若手社員、そして中堅、幹部社員と、段階に応

じてスキルアップを図るためのプログラムを提

供しているところであります。

この従来の取り組みに加えまして、図の左下

の２つの網かけの部分になります。また、左側

の14ページで申し上げますと、（４）の①、②の

ところになりますけれども、まず１つ目が、入

社半年程度の社員を対象に、会社や業種の枠を

超えた仲間づくりのための同期の絆づくり合同

合宿研修、そしてもう一つが、入社後１年を迎

える若手社員と会社や地域の先輩社員を対象と

しての先輩との絆づくりフォローアップ研修、

この２つの事業を実施するものであります。

３の事業効果でありますが、本事業の実施に

より、若手社員のメンタル強化に加えまして、

地域の同世代の若者や先輩社員とのつながり、

絆が強化されることで離職率の低減、ひいては

社会減の抑制が図られるものと考えております。

説明は以上でございます。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

補正予算について質疑はありませんでしょう

か。

○来住委員 ちょっと事務的にお尋ねします。

委員会資料の８ページ、わくわくひなた暮ら

しの事業ですけれど、先ほどの説明では、５年

以上定着、定住された方になると思うんですけ

れど、もし５年以上定着しなかった場合はどう

なるのかと、また具体的に支給金はどの時点で
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支給されるんだろうかと思うんですけれど、そ

の点について、もう少し詳しく説明をお願いし

ます。

○日髙中山間・地域政策課長 先ほど申し上げ

ました５年の要件につきましては、東京圏内に

５年以上住んでいる方を対象とするものでござ

います。こちらに移住して、移住支援金を受け

取って５年間、要するに移住してきて５年間は、

その市町村内に住んでいただくことを条件に支

給しますので、もし万が一、途中で離れること

になったときには返還が生じることになってお

ります。

移住支援金の申請につきましては、就職移住

して３カ月を経過してから申請ができることに

なってございまして、その経過後に申請を受け

て、市町村から交付されるという段取りになっ

てございます。

○来住委員 はい、わかりました。

続けて、10ページに参考資料がついているん

ですけれど、平成30年度に宮崎県に移住された

世帯が471世帯となっていて、それが幾つか、年

代別、以前居住していた地域、それから宮崎県

に入ってきた市町村別の仕分けが出されている

んですけれど、これの移住してきた理由別とい

うのはつかんでいらっしゃらないんでしょうか、

どういう理由で宮崎県に入ってきたというのは

わからないんでしょうか。

○日髙中山間・地域政策課長 移住してきた理

由というのは、必ずしも明らかにならない場合

がございますが、ある程度、県と市町村の窓口

でつかんでいるものをまとめますと、30年度

で471世帯ですが、一番多い理由として上げられ

たのは、世帯主の方の回答になりますけれども、

就職のために移住してきましたという方が全

体471名のうち130名ほどいらっしゃいました。

その次は、農業につかれるということで帰っ

てこられた方が59名ほどいらっしゃって、次が

Ｕターンとして帰ってこられたという方が37名

ほどでございます。

また、この集計、先ほど言いましたように、

必ずしも理由がわからない方というのもかなり

いらっしゃいますので、余り精度の高いもので

はございませんけれど、そういう状況になって

ございます。

○来住委員 ありがとうございます。

それで、年代別では20代、30代が297世帯とい

うことですが、地域としては宮崎市が中心にな

るのか。どこに移住をしたのかなと思うんです

けれど、若いですから、学生かなと思ったりす

るんですが、ちょっと教えてください。

○日髙中山間・地域政策課長 申しわけありま

せん。今この数字を取りまとめた段階でござい

まして、詳しい分析等がまだできてございませ

んので、またその辺については、わかり次第お

知らせしたいと思っております。

○来住委員 では、その資料がまたまとまった

ら、適当な時期に教えていただければありがた

いと思います。

それから、もう一つ、471世帯で847名ですか

ら、１世帯当たり２人以内という、平均ではそ

うなるんですけれど。それでこの471世帯847人

の方が30年度宮崎県に移住されてきたんですが、

この471世帯847人の方が入ってくる中で、この、

ひなた暮らしＵＩＪターンセンターを通して、

または、例えば、大阪事務所だとか、福岡事務

所などを通じて、宮崎県に入ってこられた人数

というのはつかんでいらっしゃいませんか。

○日髙中山間・地域政策課長 ちょっと確認を

させていただきたいと思いますので、しばらく

お時間をいただきたいと思います。（「じゃあ、
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後で聞きます」と呼ぶ者あり）

○髙橋委員 今の事業の９ページで、中山間地

に配慮されているのかなと思ったのは、個人事

業者でもいいですよということなんだけれど、

これって、就業先と居住先は異なってもいいと

いうことですか。例えば、就業先が山之口あた

りで宮崎市に住むとか、日南で農業して田野あ

たりに住むとか、それはオーケーなんですか。

○日髙中山間・地域政策課長 一応、その居住

地の市町村が支給するということにしておりま

すが、どこに勤めるかという要件は課しており

ませんので、今おっしゃった場合でも該当する

ことになろうかと思います。（「余り納得はしま

せんけれど」と呼ぶ者あり）

○武田委員 補助をいただいて５年間住まない

と返還義務が生じるということなんですが、よ

く、国・県の補助金をいただいて、こういうこ

とがよくあって。ただ、補助金をいただくとき

に保証人なんかとらないんですよね。返せない

という場合が多くて、市町村でも、いつも問題

になって、結局、最終的に市町村がかぶらない

といけないというのがいっぱいあって。返還義

務はあるんでしょうけれど、返還をちゃんとし

ていくための何かバックアップみたいなのはど

ういうふうになっているんでしょうか。

○日髙中山間・地域政策課長 委員おっしゃる

とおり、そういうことが懸念されておりますが、

一つは、どうしてもやむを得ない事由というの

はあり得るということで国も言っております。

例えば、勤めたところが倒産してしまうとか、

本人の健康の事情、いろいろあると思いますの

で、そこあたりは、まずは本当に回収しないと

いけないものかどうかという判断は必要かと思

いますが、市町村と話す中では、そこを余り厳

しくすることはしたくないというのが市町村の

意見でございますので、その辺はまた市町村と

詰めてまいりたいと思います。ただ、国の交付

金が入っておりますので、手続上はしっかりし

ないといけないということもございます。

それで、そのために、基本、市町村がその役

割を担うことにはなりますけれども、県に、今

回の予算でコーディネーターを１名お願いして

いますが、この方が事前に、そういう事態が起

こらないように移住された方や企業のフォロー、

そういったことをやっていくためのコーディネ

ーターということでお願いしておりますので、

その職員と市町村と一緒になって、できるだけ、

そういう事態にならないように事前に防げるよ

うな形の対策を進めていきたいというふうに

思っております。

○武田委員 最終的にそうならないように一所

懸命していただく、もちろん移住対策ですので、

そこなんですが、そういう勤めた会社が倒産す

るとかいう事案に当たらない場合で、どうして

もやめられる。この前、ちょっと聞いたんです

が、農業をするために帰ってきて、市からいろ

いろ補助金いただいていたけれど、帰ってきた

方の旦那さん―奥さんが地元の方で、よそか

ら来られたんですけれど、急に地元のおじいさ

んが亡くなって、農業を継ぐ人が誰も身内にい

なくて、また戻らないといけないということに

なって。それも、そういう事案に当たらないと

いうことで返還義務が生じたみたいなんです。

買った農機具とかを売って充てられるみたいな

んですけれど、最終的な窓口は市町村なので、

国・県の補助金をいただいているときに、結局、

返還義務が生じて、その方が払えない場合に、

市町村が今まで払ってきていると思うんです。

多少県が割引していただいているという記憶が

ちょっとあるんですけれど、結局、国に返すお
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金に関しては市町村と県が案分して返している

状態だと思うんですが、そこらあたり国は、本

人が返せないときには、もちろん最終的な審査

は市町村がするんでしょうけれど、そこらあた

りの市町村とか、県がその分しないといけない

というのは、ちょっと、どうかなと思うんです

が、国はどういうふうな考えなんですか、そこ

は。

○日髙中山間・地域政策課長 今おっしゃった

新規就農の支援金とか、そういったものと大き

く違うということは聞いておりませんので、手

続的には、基本的には同じルールで動かないと

いけないのかなと思っておりますが、そういう

ケースがいろいろ出てくるかなというふうには

考えておりますので、これから市町村とどうい

うルールにしていくのかを詰めていきたいとい

うふうに考えております。

○武田委員 よろしくお願いをしておきます。

○脇谷副委員長 関連ですが、わくわくひなた

暮らし応援事業なんですけれど、まず、交付金

と県独自の支援があるんですけれど、これ全体

的に幾らと幾らになるんですか。この１億3,000

万。

○日髙中山間・地域政策課長 この２番目の１

億3,307万2,000円のうち、移住定住支援事業、

②のところに係る部分が１億125万円となってご

ざいまして、国の交付金の東京圏から来られる

方の分が3,750万、東京圏以外から来られる、県

が独自に見る分ですけれども、これが同じ

く3,750万、合わせて、このインターンシップ事

業の②の１つ目のポツのところが7,500万になり

ます。その下のほうの県独自で個人事業主等に

支給するものの金額が2,625万になってございま

す。

○脇谷副委員長 わかりました。この選定企業

なんですけれども、大体どういったところなん

でしょうか。

○日髙中山間・地域政策課長 先ほど申し上げ

ました国の要件としては、大企業とか、官公庁

等でないことというのはございまして、実際に

は、雇用労働政策課のほうで、マッチングサイ

トのほうに掲載するわけですけれども、基本的

には成長分野ですとか、担い手が不足している

分野をということですが、幅広に登録する予定

でございまして、現在も、宮崎県ふるさと人材

バンクという県外におられる方を結びつけるサ

イトがございますけれど、そういったところに

載るような企業は、基本的には該当するのでは

ないかと思っております。

○脇谷副委員長 宮崎人材バンクのほうも見ま

したけれども、私が言うのもあれなんですが、

どちらかというと宮崎市がやはり多いと思うん

です。移住センターに聞きますと、交通の便が

いいところがいいという方が多いので、宮崎市

がやはり多くなってくるんじゃないかなと危惧

しているんですけれど、そういうことでもいい

のかなというところを聞きたいんですけれど。

○日髙中山間・地域政策課長 我々も１番危惧

したところはそういうところでございますが、

ただ、宮崎市内の企業に勤めても、ほかの町村

に住んで通勤すれば、それは該当になるという

ところもございますので、一概に、それはちょっ

と好ましくないということは、なかなか言えな

いところでございます。ただ、先ほども申しま

したように、現在のふるさと人材バンクの状況

を見ましても、登録している企業自体が少ない

という状況がございますので、できるだけ中山

間地域の企業に登録していただいて、手を挙げ

ていただきたいなという思いと、それが無理な

場合には個人事業主とか、そういったところで、
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何とか確保したいなというふうに思っておりま

す。

○丸山委員 国のわくわく地方生活実現という

のを見ていますと、令和元年から６年までの６

年間やるとあるんですが、宮崎県の場合、４年

間と出しています。実際は６年間やる方向で考

えているけれど、県知事の任期が４年間だから

４年としているだけなのか、どういう考え方で

やっているのか、まず、お伺いします。

○日髙中山間・地域政策課長 基本的には国が

まち・ひと・しごと戦略の最後の年１年と次の

５年を合わせて６年やると言っておるようです

けれども、本県の場合、基金を活用してやる関

係もございまして、４年間とりあえず予算をお

願いしたいと考えているところでございます。

その後につきましては、この事業の状況を見て、

それがどういう効果を生むのかとかいったこと

を判断した上で、また検討するのかなと考えて

おります。

○丸山委員 あと、今回の人口減少対策で、４

年間やる事業と３年間やる事業があって、それ

ぞれ各課で違うんですが、その３年間やる事業

と４年間やる事業は、何がどう違うのか。３年

間で成果が出るとしっかりわかっているのか。

もしくは、４年間やる事業は、ずっと４年以上、

また国が６年間やるから４年間やるんですよと

いうふうにやっているのか。１年で終わる事業

もありますし、どういった形で仕分けをされて

いるのか、そこを教えていただくとありがたい

かなと思っているんですが。

○小倉総合政策課長 基金に関しまして、４年

間という形になりますので、まず、当面の４年

間の事業という中で、具体的に事業の中身を見

まして、今後いろいろな、これまでも基本的に

は３年、財政的な事業のくくりとしても、３年

で実施してきたというところがありまして、そ

れで、それぞれの事業について改善を図りなが

ら実施してきたというところもございます。先

ほどの、わくわくひなたパッケージ事業に関し

ましても、国が、ある程度財政拠出を含めて実

施するというところもありますので、そこは、

一定の確保をしながら、もちろん、その中で改

善もしながらという形になると思いますけれど、

ある意味、そこは財政的な事業の枠の中で実施

して、悪ければ、また、さらに追加で改善する

ところもあるかなと思いますけれど、そういう

仕切りでやらせていただいているところでござ

います。

○丸山委員 あと、この、わくわくひなた暮ら

しのことなんですけれども、やはり、市町村が

もう少し本腰を入れていかないと、移住された

後のフォローアップも含めてしっかりしてやら

ないと実際難しいと思っているんですが、市町

村としてはどういった御意見があると考えてい

らっしゃいますか。例えば、自分でも、もうちょっ

とつけてやるというような市町村があるのか、

もしくは、県に乗っかってやるだけですよねと

いうのが多いのか。市町村とも既に意見交換を

やっているのか、やってないのか。予算を通過

して以降じゃないと難しいから、市町村とまだ

やっていませんよということなのか、どういう

状況だと認識すればよろしいでしょうか。

○日髙中山間・地域政策課長 各市町村におき

ましては、この事業とは全く別にそれぞれ移住

施策をやっておりまして、この支援金について

も、独自に交付している市町村もございます。

今回、このパッケージが示された段階で、一つ

は先ほどちょっと危惧されたような、どちらか

というと都市部の企業に行くのではないかとか、

そういったところもあったんですけれども、市



- 47 -

令和元年６月19日(水)

町村と話をする中で、最終的には、せっかく東

京から人が来るということに対して、取り組ま

ないわけにはいかないだろうというところがご

ざいまして、一緒にやることになっております。

特に県が、国以外の部分を追加しておりますけ

れど、その辺の話につきまして、一応、概略を

お伝えしてございまして、ほとんどのところか

ら賛同は得ているところでございます。

○丸山委員 基金のことも含めてなんですが、

基本的に30億になった根拠は何なのかを教えて

いただくとありがたいなと思っていますが。

○小倉総合政策課長 今年度、我々県として実

施していきたい事業が大体５億円、国の拠出分

を含めると６億という形になるんですけれども、

基金拠出としては５億。今後その５億円を３年、

４年かけて実施していく。それに加えて、今回

実施していないけれども、今後必要になってく

る事業も追加的に発生していく、そういった新

規拡充も見据えた上で、ある程度の必要な金額

というのが30億ということで、その額をとりあ

えず今回拠出させていただいて、という形であ

ります。

今後もちろん30億が足りないかどうかという

ところは、議論はあるかと思いますけれども、

それはまた今後の検討になっていくのかなと考

えております。

○丸山委員 先ほど総務部のほうで、坂口委員

から、本当に大丈夫なのかと。中間で見直して、

必要なものは、どんどん計上すべきなんて話も

財政のほうには話して、財政のほうも前向きに

取り組んでいけるかなと思いましたので、しっ

かり検証をしながら、不必要なものをどんどん

やっていっても意味がないと思っていますし。

１番懸念するのは、競争が激化してしまって、

ほかの県もいろんなメニューを出してくると思

います。そのときに、それに飲み込まれてもい

いのかなと、宮崎県はどういう人をしっかり呼

び込むんだよとか。特に中山間地域では2045年

には60％まで減少、すごく人口減少する地域が

ある。そこをどうにか守りたいということで、

そこに誘導するというイメージでやっていくの

か。ちゃんと人口的なダムを、延岡、宮崎、都

城、大きな都市があります、そこをしっかり確

保しながらやっていくとか。そういういろいろ

な戦略を打っていかないと、ただ、どこでも移

住してくださいってやっても、なかなか厳しい

面もあるんじゃないかなと思っています。全体

的な人口を105万人ぐらいにしていきたいという

ことですが、本当になるのかなと。実際今でも

毎年人口が減っていますし、その差がまだ埋まっ

てないはずなのに、本当に105万人でとまるのか

なという思いがあるんです。本当に105万人にし

ていただきたいんですが、そのときにできる限

り中山間地域の厳しいところに行っていただき

たいという思いがありつつ、実際は宮崎市に１

番たくさん集まってくるんだろうなという思い

があります。それをどうやってコントロールす

るのかも県の役目であり、市町村の本気度が影

響してくると思っていますが、その辺の基本的

なことをもう少し教えていただくとありがたい

かなと思います。

○小倉総合政策課長 今回の人口減少対策イメ

ージ、資料の３ページにもにもありますけれど

も、やはり、都市部だけに移住が集中すること

のないように、ある程度、中山間、特に宮崎県

の得意分野で、農林業、環境森林部でも農政水

産部でも移住・定住を見据えた新規就農等を見

据えたものを実施していく形になっていますけ

れども、そういう得意な部分について、これま

で以上に進めていくというところが、まず一つ
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あります。あと、先ほど県市町村間連携推進事

業も説明させていただきましたけれども、特に

都市部ではなくて、山間部、中山間地域の市町

村などと、これまでもいろいろ議論をさせてい

ただきました。そういった市町村におけるいろ

んな、例えば、国の交付金ではなかなか手当で

きなかったような、いろんな移住施策ですとか、

社会減、自然減対策などに少し光を当てるよう

な感じで、少し支援をさせていただきながら、

そこにできるだけ多くの移住者を集めていくよ

うな形で、なるべく偏らないような施策を今回

の基金の事業の中でも進めていきたいと思って

おりますので、そういったところに、なるべく

基金のコストを当てていく形でしていきたいと

は思っています。

○丸山委員 これまでも移住政策をやってきま

したけれども、来ても、何年か後にはもういな

くなって、状況の把握もしてないということも

聞いているんです。憧れで農業をしたくて入っ

てきても、実際はなかなかうまくいかずに、い

つの間にか借金を抱えて帰ってしまうとかいう

事例があったと記憶していますので、そうなら

ないように、今回の移住政策をしっかりやって

いただきたいと思っています。あと、よく地域

応援協力隊なんかも、３年間はちゃんと職があ

るからよかった、３年したら、すぐに帰ってし

まう、定着率もよくないということもあったも

のですから、今回、この100万とか、創業支援

の200万で、本当に移住者がどれだけ来てくれる

のかなと思っているんです。実績が30年度で471

世帯だけれど、多分東京圏とかに、５年以上住

んでない人も帰ってきてると思います。移住し

てもらう人たちの想定として、５年以上都市部

で暮らしていて、帰ってくる人が実際何人ぐら

いいると認識すればよろしいでしょうか。

○日髙中山間・地域政策課長 今、御質問の点

は非常に難しくて、なかなか我々もはっきりと

数値として出せないわけですけれども、今回お

願いしている予算の分の支給を全部使い切るよ

うな形で支給したとして、大体15％ぐらいは昨

年よりかふえるのではないかという数字にはな

ります。ただ、おっしゃったように、どれだけ、

この交付金がなくても帰ってこられる方がい

らっしゃるのかが、ちょっと、わからない状況

でございますので、断定的なものは、なかなか

申し上げることが難しい状況でございます。

それと、せっかく来られても帰ってしまうと

いうことでございますが、最初から宮崎にずっ

と住むということを決めてこられない方もある

程度はいらっしゃって、地域おこし協力隊の方

も、ある程度何カ所か回ろうという方もいらっ

しゃいますので、全てを宮崎に定着というのは

なかなか難しいんですけれども、今回の移住交

付金で帰ってきた方にできるだけ定着していた

だくためには、やはり１番は、Ｕターンの方に

帰ってきていただければというふうに思ってお

ります。地元のことをよく知っていて、自分が

働く将来がイメージできている方に、できれば

帰ってきていただきたい。これは市町村も、や

はり、そういうふうに思っております。もちろ

んＩターンの方が悪いというわけではないんで

すけれども、将来的には帰ってこようと思って

いる方が、この100万円を機にちょっと早目に

帰ってきていただくなり、これがちょっと後押

しになって帰ってきてくれるということを１番

期待して、この事業をやるのかなというふうに

今感じているところでございます。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 社会

減をどうやって少なくしていくのか、その先に

は解消していきたいという思いがあります。そ
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ういう中で、今うちの県の中で、十分手が尽く

せてないのではないかと感じておりますのは、

やっぱり、高校卒業した後の進学。県外に進学

する子たちが大体3,000人ぐらいいます。県外に

です。それから、県外に就職する子たちが1,000

人から1,500人ぐらいいます。それから大学出て

就職で県外にという子たちが1,000人から1,500

人ぐらいいる、五、六千人ぐらい毎年出て行っ

ているという状況があります。

それで、年齢別ごとの社会増減、これ個人は

特定できていませんので、本当に出て行った人

がどう動いているかということではないんです

けれども、25歳以降は転入のほうが多いんです。

ですから、流れとしては、県外に出て行っても

帰ってきている人たちは、それなりにはいるの

ではないかというようなことは推測していると

ころでございます。ただ、出て行くときに、県

内の情報とか、企業の情報とか、働くところが

ありますよとかいうところの情報が、多分ほと

んど出せていない、とれていない中で、今の状

態がありますので、もう少し、そこをしっかり

手当していくことによって、就職する段階で、

宮崎に帰ろうかなというような選択肢に入って

きてないんじゃないかなということがあります。

そういった条件を変えていきたい。それに加え

て、こういった移住支援金というような形のも

のがあれば、例えば、一旦就職をして、どこか

の段階でやっぱり帰りたいと思ったときに、そ

の後押しになるような形がつくれるのではない

かというようなことを考えておりまして、私ど

もとしても、この移住関係の取り組みに加えて、

情報をどう届けていくのかとかいった仕組みづ

くりについても、商工観光労働部と一緒になっ

てつくっていこうということで、これは当初予

算の中でも別に組んでおりますけれども、そう

いった形をつくっていきたいと思っております。

そういう形で、社会減をできるだけ減らしてい

く流れをつくっていきたいということでござい

ます。

○丸山委員 今、次長が言いましたように、毎

年五、六千人の方がどうしても社会減で出て行っ

てしまう状況を少しでも少なくしていって、さ

らに25歳以降の方々は結構入ってくる率が多く

なっているとのことですので、出る人も少なく

して、出た人に対しても、ちゃんと情報を届け

られるということで、恐らくこのデジタルマー

ケティング推進事業とか、うまく使えば、おも

しろいターゲットになっていくんだろうなと

思っていますので、頑張っていただきたいと思

います。

○日髙中山間・地域政策課長 先ほど来住委員

から御質問がありました昨年度の移住世帯471世

帯のうち、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセン

ターを通して移住された実績が179世帯ございま

す。大阪事務所等の県外事務所につきましては、

そこで受けたものは、全てセンターのほうに引

き継いでいるということで、この179世帯の中に

入っていると御理解いただければと思います。

○日髙委員長 よろしいでしょうか。そのほか

で。

○武田委員 若手社員の“絆”構築事業ですが、

離職理由のデータが出ているんですけれど、あ

る地元の企業の方と話したときに、高校生の新

規を受け入れたいということで、ここ最近一所

懸命頑張っているんだけれど、ゴールデンウイ

ーク、お盆に大学生とかが帰ってくるわけです。

地元に帰ってきたときに、やっぱり都会が楽し

いという話を聞いて、特別職種とか、そんなに

不満はなかったんだけれど、地元よりも、１回

やっぱり出たいという気持ちが。高校を卒業す
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るときには、一応、地元で頑張ろうと思って就

職したんだけれど、そういう楽しい話を聞くと、

やはり、１回ちょっと都会に出たいという思い

があって、半年とか、１年を待たずにやめてい

くということを聞いたんです。その中で、同期

のきずなづくりで、合同合宿研修を行われると

いうことですが、これはこれで、このまま解釈

するといい取り組みだと思うんですが、そうい

う半年ぐらいの子たちが集まって、逆に、やっ

ぱり都会がいいよねという話になるのではない

かという危惧もされるような気がするんです。

そこらあたりは、どういう検証をされて、そこ

らあたりのマイナスのイメージはないのか、

ちょっとお聞きしたいんですけれど。

○米良産業政策課長 今、武田委員がおっしゃっ

たような、確かにそういった都会への憧れとい

いますか、そういったいろんな環境の違い、文

化の違いであったりとか、そういったところに

憧れて出て行かれるという方も大勢いらっ

しゃって、一方で、そういった方をいかに戻し

てくるかという取り組みも必要であろうという

ふうに思っております。今回ここでお願いをし

ております事業は、いろいろ商工会議所ですと

か、民間の企業さんを回りますと、比較的規模

の小さい、毎年定期的に雇っているわけではな

いような企業さんが特になんですけれども、周

囲に同年代の若い方々がいらっしゃらなくて、

いろいろ就職して悩みが多いんだけれども、悩

みを相談する間もなく、やめて行かざるを得な

いというような状況があって。かといって、な

かなか自分ところで、そういった研修といいま

すか、人材の育成をするのも、なかなか難しい

面があるというようなことで、そういった声を

受けまして、今回予定をしているところでござ

います。

もちろん、そういうたくさんの方が集まると

たくさんの御意見があってということはあろう

かとは思いますけれども、同じ地域なりで、同

じような苦労をされている同世代の者、あるい

は、その地域で何年か社会人としての経験を積

んでいる先輩方との交流、そういったことを深

めることで、きずなを深めていただければいい

なというふうに思って、事業組みをしたところ

でございます。

○武田委員 事業を始められた思いというのは

理解はしている上で話させていただいたんです

が、そういう危惧もあるということで、終わっ

た後に、ちゃんと研修の内容についてアンケー

トをとったりしないと。本音でないと、例えば、

項目があって、どれか一つ選びなさいみたいな

アンケートだと、どうしても、そこに行ってし

まうし、誘導されるみたいなところあるんでしょ

うけれど、もう本当に理由を研修の内容とかを

ちゃんとリサーチをしていただきたいのと、半

年程度の社員を対象に県内でされる。１カ所で

１回なのか、地域はある程度分けてやるのか、

予算も810万円ですので、何人ぐらいを対象に、

１泊２日なのか、２泊３日なのか、その研修内

容、小さな零細企業の方々が研修ができないと

いうことで、そういう研修されるということで

すが、どういう形の研修内容を想定されている

のか、もう１回伺います。

○米良産業政策課長 具体的な事業の内容につ

いては、これから、各地域の商工会議所等と十

分協議しながら制度設計していきたいと思って

おりますけれども、１つ目の合同合宿研修のほ

うは、合宿研修ということもありまして、今想

定しておりますのは、県内３カ所ぐらいと思っ

ております。どれぐらいの参加希望があるかに

もよろうかと思いますけれども、できるだけ参
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加したい者を拾っていけるように、参加してい

ただけるように取り組んでいきたいと思ってお

ります。

それから、２番の１年後ぐらいの研修のほう

は、もう少し多い箇所数でできればいいかなと

思っております。そのあたりも、１番のほうも

やりながら、その事業の進捗度合いや、成果の

度合いも見ながら、また、関係機関、関係者と

協議をしながら進めていきたいと思っておりま

す。

○武田委員 令和３年までの事業ですので、３

年間で離職率が下がるような結果を出していた

だきたいと。１年目、２年目、３年目でステッ

プアップしていきながら、研修内容とかも、ずっ

とリサーチしながら、参加者の声を聞きながら

していただきたいなと。だから、これで本当に

離職率が下がればいいんですけれど、せっかく

予算をつけていただいて―確かに零細企業は、

本当そういう人材育成であるとか、そういうと

ころは大変なんです。多分、この研修にも、下

手すると人数が足りなくて出せないみたいなと

ころもあるんじゃないかなと思うんです。だか

ら、そういうところを、しっかりと拾っていた

だいて、離職率を下げるために、商工会議所等

を通じて、各事業所にしっかりと、この事業の

内容の周知を徹底していただいて、結果を出し

ていただきますようにお願いをしておきます。

○髙橋委員 今の関連なんですけれど、特に、

この②というのは、一応、確認しますけれど、

本来、会社が福利厚生事業の中でやるべきこと

ですよね。中小零細ということをおっしゃって

いましたから、そういった会社を対象にしてい

るということですね、そこを確認します。中小

零細、５人以下とか、10人以下とか、そういう

会社を想定している事業であるということでい

いんでしょうか。

○米良産業政策課長 委員のおっしゃるとおり、

中心になっていくのは、そういったところが対

象になっていくんだろうと思っております。

○髙橋委員 それで、私が説明を聞いて思った

ことは、これ、①も含めてだけれど、本来、社

会教育分野、ここが専門性を持っていますよね。

ここでも何かありそうな事業だと、何かこう、

ちょっと思ったりしたんですけれど、いや、産

業政策課がやってはいけないという意味じゃな

いんですよ。本来、社会教育でしょう、これは。

昔みたいに青年団とか、サークルとか、いっぱ

いあった時代と違って、今若者が組織されない

傾向にある中で、非常にこの対策は難しいんで

しょうけれど、あちらの意見を聞いたりとか、

連携だったり、そういったところはされてきた

んでしょうか。

○米良産業政策課長 私どもが御意見をお伺い

したところというのが、商工会議所であります

とか、そういったところの団体さんと、こういっ

たところが足りてない、できてないというよう

なお声をたくさんお聞きして、事業をお願いし

たところでございます。各企業さん、入ってす

ぐの接遇研修といいますか、社会人としての第

一歩といったところは、割と、何とかかんとか、

やっているというような声もございましたけれ

ども、もう少し踏み込んだ、社会に対応してい

くためのような研修ができてないというような

声が多かったものですから、こういった形に組

み立てをさせていただいたところでございます。

○髙橋委員 県内で集めるという方法も、それ

は一つの方法としていいと思うんですよ。でき

るなら、市町村のそういった生涯学習をする担

当部署がこういった事業をやっていけるような

誘導を、むしろ、県はすべきじゃないかなと。
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その方がどんどん地域に密着できるし、きずな

ができるし、いや、ここの地域は好きだなと、

やっぱり、この仕事を頑張ろうという意識が出

てくると思うんです。違う空気を入れるために

県内で異業種が交じ合うことも大事。でも、ス

タンスは、やっぱり、県は市町村にいろいろ事

業を誘導してあげる。そんな工夫をやっていけ

たらなと思いますが。

○米良産業政策課長 この人財育成・確保の取

り組み、産学金労官連携をしまして、さまざま

取り組んでいるところでございます。これは行

政が３年間主体的にやるということで組ませて

いただいておりますけれども、今おっしゃると

おり、こういった取り組みもいろんな形で定着

をさせていく必要があろうかと思いますので、

また、官民連携の場等を通じまして、そういっ

た意見の交換もしながらやっていきたいという

ふうに思っております。

○髙橋委員 そうですね。いろいろ改良はして

ください。市町村の意見を聞きながら、よろし

くお願いします。

○坂口委員 社会の何か欠如した部分、今の社

会教育の中での違う分野のところとの交流、青

年団活動とか、そういったものが、近ごろの時

代の流れで欠けてしまって、１番大切な部分を

なくしたと思うんです。まずは、こういったと

ころから地道に、部局を超えて、あらゆる行動

を起こしていくことが今社会的に絶対必要だな

と。それから、これ、大切で必要な事業で、あ

る意味、すごく評価すべきことではないかなと

思っているんです。ただ、いきなり、こう、こ

れはちょっと言葉のあやみたいなもの。きずなっ

て銘打ったときに、友情ときずなは違うと思う

んです。まず友情とか、そういったものの中で、

意外なときに意外な人から、通常あり得ないと

思えるようなことで、がちっとそこで何かが一

致した。それがきずなだと思うんです。そういっ

たものが災害時とかに必要だと言われているこ

とで、まだ、きずなの一歩手前の友達、友情、

それから上司と部下との関係とか、そういった

横のつながりと、その部分まで行き着いて、今

の髙橋委員が言うように、そういったもの、やっ

ぱり、社会にもう１回そういうものが大切だと

いうことを自覚させることが必要かなとも思う

ので、これ単なる若手の社員を残そうとか、定

着率高めようという域を超えて、もうちょっと

大きく膨らませていっていただけるといい事業

かなという気がします。まず、ここを手始めに。

ぜひ、頑張ってください。

○米良産業政策課長 先ほども申し上げました

ように、横の連携を十分に図りながら取り組ん

でいきたいと思います。

○来住委員 人口減少問題で、ちょっと部長に

伺っておきたいと思うんですが、午前中に坂口

委員から、この人口減少問題というのは、地方

自治の問題じゃなくて、むしろ、国の問題だと

いうお話があって、実際に移住を誘致するとい

う点では、座布団が１枚要る要らないとか、そ

ういう議論出されたんですが、僕もそのとおり

だと思うんですよ。それで、実際に自然減を克

服する上でも、社会減を克服する上でも、私の

意見は合ってないかもしれないけれど、僕はやっ

ぱり所得の再配分というのがないと解決出来な

いんじゃないかと思うんですよ。例えば、最低

賃金でフルタイム働いても、多分１カ月13万か、

そのぐらいしかならないと思います。仮に御夫

婦でやったって20万ちょっと。そこで、じゃあ、

育児にと、子供を育てるという点でも、物すご

く大変。それから政策課長とも少し語ったんだ

けれど、公務員であっても―一般的には、公
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務員は県内でも賃金が高いほうだと思うんです

よ。その公務員でも２人の子供を大学に出せば、

容易ならん、かなり金を送ってあげないと、５

年間とか、何年間かは厳しい状況で、卒業した

子供も、奨学金は貸与がほとんどですから、何

百万円という借金を負って大学を卒業するとい

うのがもう実態です。一方では、個人の資産が

１兆円を超える人たちが出てきていますし、い

わゆる大企業の内部留保が440兆円を超えるとい

うことが起こっている。ですから、そうなると、

やっぱり、一定の所得の再配分、つまり、国政

が社会的に関与して、所得の再配分をしないと。

それだけでも解決しないかしれないんだけれど、

結局、人の取り合いをしてみても、根本的な解

決にはならないんだろうなと思うし、東京圏か

らお見えになれば、100万円ですか。その100万

円欲しさで来るんだろうかって、来ても、実際

にその人たちが根づくんだろうかと思うんです

よ。ですから、そういう意味で、ちょっと部長

にお聞きしておきたいのは、もっと根本的な。

各都道府県が社会減を減らそうと思って、本当

に移住について一所懸命頑張っていらっしゃる

と思うんですよ。しかし、それも限界が必ずあ

ると思います。そういう点から見て、やっぱり

所得の再配分というのが機能を果たさなかった

ら、根本的な解決にならないんじゃないかなと。

例えば、高校とか、大学の奨学金を給付型に変

えるとか。それから最低賃金をもっと上げる、

もちろん中小企業への支援がなければできませ

んけれど、最低賃金をもっと上げるとかなどが

されないと、実際に厳しいんじゃないかなと。

だから、この論議はお互いにずっとしていて、

誰も自信がある、これをやったら宮崎県は絶対

人口減がとまるということは誰も言えないよう

な状況ですよね。ですから、そういう点で、ちょっ

と部長に、一つの整理的な所見としては聞いて

おきたいなと。僕の意見ですよ、一つとしては、

所得の再配分が、根本的にされていかないと解

決しないだろうなと、今思っているんですが、

ちょっと余計なことですけれど。

○渡邊総合政策部長 今、来住委員から御意見

をいただいたところでございます。非常に大き

な難しい問題でございます。ちょっと、すぐす

ぐ明確な回答をし切れないような課題でござい

ますけれども、やはり、おっしゃるように、所

得、生きていくためのお金というか、そこが大

事なのも間違いないことでございます。そうい

う中でおっしゃるとおり、大学を出て、そこで

１人数百万の借金を抱えているような、そういっ

たことは、大きな目で見ると、もう少し是正を

していくべきものではないかなというふうに

思っております。そういう中で、政府のほうで

も、幼稚園、保育所等の無償化を始めるとか、

そういったふうな、今まで、どちらかといえば、

高齢者のほうへの社会福祉制度が手厚かったも

のを子供のほうにも、より向けていこうという

ような世の流れができてきていると思いますの

で、そういう中では、一歩進んだ形になってき

ているのかなと思っております。そういう中で、

宮崎県に特化して言いますと、合計特殊出生率

が全国で２位とか、３位を常に維持しているよ

うな状況であります。所得は低いけれども、な

ぜ、宮崎において合計特殊出生率が高いのかと

いう、そこは、やはり、昔ながらの助け合いの

精神が残っているとか、近所の人が子育てを手

伝ってあげる、そういうきずな的なものが残っ

ている。そういったことも、一つあるのではな

いかなというふうに思いますので、必ずしも、

お金だけではないような、そういった面もある

のではないだろうかと思っております。ちょっ
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と、まとまりのない意見でございますけれども、

以上のような感想を持っているところでござい

ます。

○坂口委員 難しい問題だけれど、微妙に違っ

ているところがあるのかなとも思うんです。奄

美町ですか、伊仙町だったですか、あそこは、

子育てしやすいからということで、都市部から

結婚した家庭持ちの若い世帯がかなり入って

いっています。だから、宮崎県の出生率が高い

のは、子育てがやりやすい環境にあるからであっ

たら、これを宮崎入りの最大の理由の一つとし

て、宮崎に移住してくる人がいてもいいんじゃ

ないかと思うけれど、それは余り聞かないんで

す。宮崎の標語は「暮らしやすさ日本一」とい

うことをよく自我自賛で言われますけれど、そ

の理由といったら、物が安いということです。

安いということは所得も低いと考えたほうが。

だから、暮らしやすさ日本一で、いい食材を安

く売っているけれども、それを買おうとしたら、

なかなか、よう買わないよって。だから、暮ら

しにくさも、同時に日本一だよって、考えるべ

きじゃないかと。暮らしやすさ日本一というの

は、例えば、富山県か、福井県かだった。これ

はどちらも、宮崎と一緒で、分県運動を起こし

て、小さなところから、ずっと頑張ってきた県

です。富山県も、福井県も。だけれども、どち

らかは、幸福度日本一です。一方は、障害者雇

用率日本一です。そういったのは誰が見ても大

歓迎です。だから、宮崎はそれを言えるまでに

は、まだちょっと違うんじゃないかなと。出生

率だって、例えば、本当に2.07にこだわってい

いのか、1.73にこだわっていいのかと思うけれ

ども、既に結婚している人たちの出生率という

のは比較してないですよ、全国。そうなったと

きに、何かをやれば、結婚している人たちの出

生率、赤ちゃんを産む数が上がるかというと、

それはわかんないですよ、結婚率、あるいは、

未婚率とも、フラットに見ないと１人当たりと

いうことで見ているから。だから、そこに触れ

ていくためには、もうちょっと分析して、中身

を見ていって、政策を組み立てないと、宮崎は

出生率が高いんだって、だから、全国一だ、全

国二だって、沖縄抜くだ、抜かれただっていう

ようなことでは、ちょっと違うんじゃないかな

と。もうちょっと微に入り細に入り検証してい

かないと、まだ評価は出ないんじゃないかと思

うんです。僕は、暮らしやすさ日本一という言

葉自体、暮らし悪さ日本一でもあるよなって。

交通の便とっても、何をとってもということで

ですね。だから、人が、これ日本一だ、そこに

行こうって玉をいっぱいこさえていくというこ

と。それはやっぱり命にかかわるお医者さんだっ

たり、いろんな医療、地域包括ケアシステムだっ

たり。所得を上げていくというのも、確かに言

われたとおりだと思うんです、やっぱり給料が

安いもんなって出て行ったり。これから、もう

ちょっとしっかりやっていって、みんなが飛び

つく玉と同時に整理をしていく。そして、そこ

で100万円、引っ越し代はちゃんと見ますよとか

やってかないと、なかなか功をなさないし、一、

二年続いても、すぐよそに追い越されてしまう

ことになるかもわからんから、ちょっと、今の

評価、まだやるには早いんじゃないかなって気

がしますね。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 先ほ

ども少し、丸山委員からの御質問にお答えした

部分もあるんですけれども、とにかく、社会減

なり、そういったものを解消していきたいとい

う思いの中で、やっぱり、県内のことを全然知

らないで県外に出て行っている子たちがたくさ
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んいるという状況を、少なくとも宮崎のことを

よく知れる環境をつくっていくことによって、

帰ろうかなと思ったときに、県内の企業がぱっ

と頭に浮かぶような状況をまずつくっていきた

いという思いがございます。そのときに大事な

のは、おっしゃっているように給料がちゃんと

した金額であるのかというようなところが当然

必要になってきます。これから人材不足という

のがますます厳しくなってまいりますが、給与

面なり、勤務条件の面なりというのは、大きな

企業ほど改善をしていくという傾向が、もう既

に出ておりますので、そういったことを踏まえ

ながら、どういうレベルに持っていけばいいの

かというようなことは、産業界ともしっかり議

論をしていく必要があるんだろうと思っており

ます。そういう環境を整えながら、帰ってこれ

るんだよというものをつくっていく。こういう

ところは、やっぱり、これから１番重要な点の

一つではないかなと思っているところでござい

ます。そういうことをやりながら、社会減もと

めていきたい。そして、所得がある程度見込め

るようになってくれば、結婚して子供を産むと

いう環境も整ってくると思いますので、そういっ

たところをトータルで取り組んでいく必要があ

るのかなと思っているところでございます。

○坂口委員 帰れる場所をつくるというのは、

これ絶対不可欠条件ですけれど、もうちょっと

中身を、何か見て、不思議なことがあるんです。

さっき言ったように、明治１５、６年に宮崎県

再置、そのころ８つ分県しているんです。宮崎

と同じような境遇で、同じ藩の中にありながら

冷や飯食わされているというふうに、その中の

７つ。今言った、富山、それに、福井、鳥取、

奈良、それから、香川、徳島、長崎、宮崎です。

奈良県だけその当時から比べたら、人口が130万

人ぐらいまでふえています。ほかは全部減って

いるんです。そうすると、奈良が突出したもの

を持っているかといったら、大仏と鹿ぐらいで

すか。なぜ、あそこだけやったのかなと。そう

すると、周りの影響、周辺県のそこらまで何か

持っているんじゃないかとか、やっぱり観光が

すごい懐豊かにしているんじゃないかとか、何

かあると思うんです。だから、もうちょっと、

そういったところも見ながらやっていって、そ

して、帰ろうと思えば、いつでも帰れる場所は

ありますよって。帰れば、こういう他にない恵

まれたものが生活の中でありますよという。何

か、その２つ、これは物すごく大変な作業です

よ。そこらをやっぱり皆がしていかないと、な

かなか今のは本当もう、けがしたから血をとめ

ようというぐらいの応急措置でしかなくて。だ

から、長期的な政策として、また、そこらも組

み立てていただいて、ぜひ、よろしくお願いし

ます。

○日髙委員長 よろしいでしょうか。

２時間たちましたので、ここで10分間休憩を

とりたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後３時３分休憩

午後３時12分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

それでは、先ほどの続きで、質疑はありませ

んでしょうか。

○髙橋委員 ５ページの新規事業、県市町村人

口問題対策連携事業。私、これ大事な事業だと

受け取っているんですよ。まず、これがあって、

いろんな対策事業がひもついてくるんだろうな

と思いながら、補正ではなく当初で、この事業

を出せたんじゃないかなって、もうしょうがな
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いんだけれど。それで私が聞きたいのは、市町

村は、もう既にやっているはずですよ。どういっ

た課題、ニーズがあるか。きょうは時間がなかっ

たから紹介しなかったんだけれど、日南市は28

年にニーズ調査をやっていますよ。例えば高齢

者の生活費困難のところです。何が必要で、何

が課題かというやつで。ただ、肝心なのは予算

なんです。市町村はそこを求めているわけです

よ。いろんな対策もいっぱいあるはずです。だ

から、この研究会は、すぐ終わると思いますよ。

私の想定だけれど。ブロックでされるみたいだ

けれど、そんなに時間は必要ないと私は思いま

す。多分すぐ、いろんなことを市町村は言って

くると思うんですよ。事業として、どんな支援

ができるかが、②なんでしょうけれど、ただ、

メニューは決まっているじゃないですか、予算

枠。当初と今度の補正で決まっているでしょう。

だから、これ、どうやって理解したらいいのか

なと思いながら、ちょっと私も悩みながら、こ

の事業は2,500万で、②の予算も知れたもんだが

なと思って。効果的なものというふうにおっしゃ

いましたけれど、どんな支援を想定したらいい

んでしょうか。まず、そこを聞きます。

○小倉総合政策課長 これ相当しておりますの

は、2,500万余でございますけれども、大体一つ

の事業に当たり500万円ずつぐらい。掛ける５地

域ぐらいを想定しております。基本的には、国

の地方創生交付金のように、ある程度厳しくし

たりですとか、広域的とか、先駆的とか、そう

いうような要件を余り設けずに、基本的には市

町村のアイデアをもう10分の10で後押ししてあ

げましょうというような中身でございます。特

に先ほども申し上げたとおり山間部ですとか、

いろんなところで、特有の課題とかがございま

すので、そういったところで、市町村とか、研

究会の中で、いろいろもんで、多分課題はすぐ

出てくると、おっしゃるとおりだと思うんです

けれども、そういったところを少し、何か足り

ない部分を後押ししてあげる。その取り組みの

中で効果的と、県のほうでも判断したものにつ

いては、そこは支援していくというような形に

なるのかなと考えております。

○髙橋委員 500万で効果的なものというより

も、効果的なものを今後続けるための切り口の

支援なのかなというように理解したほうがいい

と思うんですが。

○小倉総合政策課長 おっしゃるとおりで、３

年間の中で、事業を組み立てていって、最終的

に一つの形にしていくような中身にはなってい

くかなと思います。市町村の中でも、特に今回

人口問題という形ですので、社会減の中でも、

アイデアとして出ているのが、例えば、福岡地

域からバスツアーを組んで、いろんな移住に結

びつくような、いろんな市町村における、いろ

んな……。あとセミナーみたいなのを開いたり

ですとか、そういう、いろいろなアイデアが出

てきているところもございますので、そこを例

えば、１年目に導入部分の支援、２年目あたり

に、そこを踏まえて移住してきた方たちへのい

ろんな定住に向けた支援、なりわいも含めて、

そういったところで、段階的に支援していける、

３年間で支援していく。もちろん単年度だけで

もいいんですけれど、そういう複数年を見据え

てやっていく形になるとは考えています。

○髙橋委員 いっぱい出てくるはずですから、

真摯に聞いてあげてください。

あと１点、13ページのフードビジネス支援事

業で、③の有望な加工食品の掘り起こしと販路

開拓とあるんですが、この販路開拓で、ちょっ

と思ったのは、これまでもやってきましたよね。



- 57 -

令和元年６月19日(水)

うちだけじゃなくて、全国の県がやっています

よ。今度の支援事業で、何か秘策が、ＰＲの仕

方、開拓事業で、こういったことを工夫しなが

らやるから、間違いなく、これ販路開拓に繋が

るんだよとか、そういうものをお持ちなんでしょ

うか。

○米良産業政策課長 特段秘策と申し上げると

ころまであるかどうかなんですけれども、おっ

しゃるとおり、これまでフードビジネスに長く

取り組んでくる中で、販路開拓というところは

大きな命題の一つとして取り組んできておりま

す。今回、中山間地域にスポットを当てて、中

山間地域の振興であったり、就職の場を確保し

ていく一助にしていきたいということで今回取

り組むものでございますので、対象が中山間地

域のものを、従来からフードビジネスに取り組

む中で培ってきましたそういったノウハウです

とか、基盤ですとか、人脈といったところを有

効活用しながら、国内外に広く広げていきたい

という思いで取り組む事業というふうに御理解

をいただければいいのかなと思います。

○髙橋委員 新規事業でやられるわけで、掘り

起こしと販路開拓だから、もし、秘策があると

したら、どこもやるんでしょうけれど、まずは

ぜひ、ただで食わしてください。多くの人たち

に。見て、食べてもらう。そういう仕掛けを、

隣の大分県はうまかったです。昔は機内食なん

かでただで提供して、今は機内食はないけど、

まんじゅうとか。ぜひ、ただで、まずはいっぱ

い全国の人たちに食わしてくださいよ。試食で

す。私たちも売りに行きますよ。

○日髙委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕

○日髙委員長 それでは、次に、補正予算以外

の議案に関する説明を求めます。

○小倉総合政策課長 資料の16ページをお開き

ください。

特別議案「宮崎県人口減少対策基金条例につ

いて」であります。

本条例は、人口減少対策基金を条例上位置づ

けるものでありますけれども、第１条の設置条

項にありますとおり、社会減対策や自然減対策

による人口減少の抑制や人財の育成・確保に関

する取り組みを加速させることにより、人口減

少によって生じる課題を克服し、将来にわたっ

て活力が維持される地域づくりを進めることを

目的としているものでございます。

また、１番下の附則にもありますように、条

例としては、公布日施行となりまして、設置期

限としては、令和５年度末までとなってござい

ます。

なお、それ以外の条文の構成につきましては、

他の基金と同様であります。

条例に関しての説明は以上でございます。

続きまして、資料の17ページ、宮崎県総合計

画の変更についてであります。

こちらについては、５月の常任委員会でお示

しさせていただいたものと同様でございます。

こちらで、まず、御説明させていただきます

けれども、宮崎県総合計画につきましては、2030

年の将来像を描くほか、長期戦略や分野別施策

の基本的方向性を示す長期ビジョンと今回御審

議いただきます、今後４年間の実行計画のアク

ションプランの２つで構成されております。

２の概要は、前回も御説明させていただきま

したけれども、基本姿勢、重点施策の部分につ

いては人口減少問題を重視するとともに、プロ

グラムについても５つに重点化しております。

３の策定経緯につきましても、長期ビジョン

につきましては２月議会で議決をいただいたと
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ころですけれども、その後、審議会におけるア

クションプランの審議なども経まして、５月末

に答申をいただきまして、本議会に議案として

提出させていただくものでございます。

本日は、具体的な中身を御説明させていただ

きますので、別冊の資料をごらんください。

まず５ページお開きください。

政策目標でございますけれども、「安心と希望

を育む「みやざき新時代」の実現」ということ

で、これまで本県におきましては、交通インフ

ラの整備進展ですとか、フードビジネス等の成

長産業の振興、企業立地などの成果、成長の芽

が着実に育ってきているという中で、こうした

流れをさらなる成果、発展につなげ、将来にわ

たって、安心と希望が持てるよう、県民や市町

村、民間、関係団体等の皆さんと連携を一層強

化しながら、未来を築く人が育ち、産業が持続

的に発展し、心豊かに暮らせる宮崎の実現を目

指すものであります。

続きまして、６ページ、７ページの基本姿勢

でございます。

前アクションプランから変更した主な点につ

きましては、１つ目の人口減少問題への対応で

ありまして、将来を見据えながらの人口減少問

題のような複雑・困難な課題に果敢に挑戦して

いく。それから４番の持続可能な地域づくりに

ありますように、ＳＤＧｓの趣旨も踏まえなが

ら、経済の活力が維持される中でも、誰もが地

域社会で活躍できて、安全・安心な暮らしなど

を享受できる持続可能な地域づくりを進めてい

くということなどでございます。

以降、個別のプログラムごとに概略を説明い

たします。

資料の12ページをお開きください。

人口問題対応プログラムでございます。

まず、現状と課題にありますように、自然減、

社会減が継続する中で、人口減少の抑制ととも

に、本県の未来を支える人財の育成を図りなが

ら、人口減少下でも活力が維持される地域づく

りを進めていくことが必要であります。

このため、下の取り組み方針にもありますと

おり、若者の県内定着、移住・定住促進を通じ

た社会減の抑制や交流人口の拡大等を図る。キャ

リア教育などにより地域経済を支える産業人財

の育成・確保を図る。暮らしに必要な機能の確

保や特に人口減少の著しい中山間地域の振興に

取り組む。地域への愛着を持ち、時代の変化に

適応できる本県の未来を担う子供たちを育成す

る。最後は、地域における子育て支援や、ワー

クライフバランスの向上など切れ目ない支援に

よる合計特殊出生率の向上に向けた環境づくり。

こういった取り組みにより、資料13ページにあ

りますように、５つの重点項目を設定しまして、

そのもとで、14の具体的な取り組みに取り組ん

でまいります。

14ページをお開きいただいて、こちらがこの

プログラムの重点指標でございます。

本プログラムの全体の評価を図る指標として、

総人口ですとか、合計特殊出生率など４つの指

標がございます。これらは個別の事業や取り組

みの成果を踏まえて達成すべきアウトカム、総

合的な指標でございます。ここに示された目標

値は、今回、アクションプランにより達成する

令和４年度のものですけれども、長期ビジョン

で示されているのは、2030年に達成すべき戦略

目標ですので、当面４年間を目標として設定さ

せていただいているところでございます。以下

のプログラムでも同様の扱いでございます。

15ページ以降につきましては、それぞれ重点

項目ごとの取り組みとそれぞれ付随する実施内
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容が記載されております。個別の内容は時間の

関係がありますので、説明は省略させていただ

きますが、取り組みごとに、県民の主な役割と

いうことで記載させていただいておりまして、

施策推進の上で、個人や企業等に御協力いただ

きたい内容を記載して、県民共有の指針という

位置づけの中で、ほかのプログラムでも、この

ような記載をしているところでございます。

次のプログラムでございます。

資料の28ページをごらんください。

２つ目の産業成長経済活性化プログラムでご

ざいます。人口減少下におきまして、労働力人

口の減少、経済活動の縮小が懸念され、ＩＣＴ

等を初めとする技術革新の進展やグローバル化

に対応しながら持続可能な産業構造を構築して

いく必要がある中で、取り組みの方針ですけれ

ども、フードビジネス等の成長産業のさらなる

振興を図るほか、先端技術を活用した新技術、

新商品の開発、世界市場への展開等の支援、農

林水産業の成長産業化に向けて、多様な担い手、

経営体の育成・確保、ＩＣＴ等を活用した生産

性向上や省力化、中小企業、小規模事業者を対

象とした起業、創業支援、中核企業の育成、地

域資源を生かした再生エネルギーの導入促進や

高速道路網等の整備を初め、本県産業・観光を

支える交通・物流ネットワークの強化、こういっ

たことに取り組みまして、29ページにあります

ように、５つの重点項目のもと、15個の取り組

みを進めてまいるところでございます。

以下は同様でございます。

引き続きまして、資料44ページ、観光・スポ

ーツ・文化振興プログラムでございます。

本年度以降のゴールデンスポーツイヤーズ、

そして、来年度開催の国文祭・芸文祭など、全

国規模のイベントを控える中で、観光客の増加

も見込まれ、本県の魅力を国内外に発信する絶

好の機会でありますことから、非常に重要なプ

ログラムとなっております。

取り組み方針としましては、データ分析、タ

ーゲットごとの戦略立案など、マーケティング

に基づく戦略的な観光施策の実施、魅力ある観

光地づくり、プロモーションの強化や受け入れ

環境の整備など、年間を通じた誘客の促進、ス

ポーツランドみやざきのさらなるブランド力向

上、国民スポーツ大会等に向けた開催準備やア

スリートの競技力向上、ユネスコエコパークな

ど世界ブランドの情報発信、文化資源の保存継

承と活用を通じた観光交流の拡大、国文祭・芸

文祭の開催等を通じた県民の文化活動交流の促

進、こういった取り組みを進めまして、45ペー

ジにありますように、３つの重点項目等の取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

続きまして、資料の56ページをお開きくださ

い。

生涯健康・活躍社会プログラムでございます。

人生100年時代と言われている中、社会で活躍

できる期間が長くなる一方で、本県では、医療

・福祉・介護ニーズが増大・多様化する中で、

その担い手不足も懸念されているという問題、

それから、単身世帯の増加等に伴う貧困や孤立

等の問題、多様な個性や価値観が認められ、生

涯にわたって、その能力を生かすことのできる

環境整備などが必要となってまいります。

取り組み方針としましては、地域における福

祉・医療にかかわる人財の育成・確保や、地域

包括ケアシステムの構築など地域や関係機関が

一体となったサービス提供体制の充実、貧困や

孤立等の状況に置かれた人の支援や障がい者の

自立と社会参加促進、加えて施設のバリアフリ

ー化など安全で安心して暮らせる社会づくり、
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女性や高齢者の活躍促進や外国人材の受け入れ

拡大と共生に向けた環境整備など誰もが活躍で

きる多様性を持った環境づくり、こういった取

り組みを進めまして、57ページにありますよう

に、３つの重点項目と９つの取り組みを進めて

まいります。

最後、資料70ページの危機管理強化プログラ

ムでございます。

本県では、台風等による風水害や霧島山の噴

火による火山災害などもありますけれども、全

国的に自然災害は激甚化しておりまして、住民

生活や地域経済に大きな影響を及ぼすことが懸

念されております。また、特に南海トラフ地震

の発生も危惧されているところでございます。

本県におきましても、インフラの老朽化対策も

喫緊の課題となっているほか、感染症につきま

しては、近隣諸国で家畜伝染病が続発するなど、

一層の防疫対策の強化が求められているところ

でございます。

取り組み方針としましては、国・県・市町村、

そして、関係機関や県民一人一人が危機対応能

力の強化を図るなど、ソフト・ハード両面から

の防災・減災対策、緊急輸送道路等の整備や維

持管理、防災対策や耐震化など、インフラの機

能強化、感染症の大規模な流行に備えた危機管

理体制の強化、口蹄疫や鳥インフルエンザ等の

事態が発生しないよう、地域防疫体制の強化な

ど、こういった取り組みを進めて、71ページに

あるように４つの重点項目のもと、８つの取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

最後になりますけれども、82ページ、83ペー

ジをお開きください。

こちらに、各プログラムの重点指標の一覧を

掲載しております。

84ページ以降には、個別の事業等の取り組み

に係る成果指標もございますけれども、これら

の指標は今後工程表を作成させていただいて、

毎年度、進行管理を行ってまいります。この工

程表を踏まえた施策の実施状況は、内部評価、

また、県総合計画審議会における外部検証等も

踏まえまして、次年度以降の施策展開に生かし

てまいりたいと考えております。

アクションプランの説明は以上でございます。

○日髙中山間・地域政策課長 委員会資料の18

ページをお願いいたします。

宮崎県中山間地域振興計画の変更についてで

あります。

１の計画変更の趣旨でありますけれども、本

計画は、平成23年に施行されました宮崎県中山

間地域振興条例に基づき策定しているもので、

３期目の計画への改定となります。中山間地域

におきまして、特に人口減少が激しさを増して

いる状況を踏まえまして、今後見込まれるさま

ざまな課題に対応するための施策を盛り込みま

した、今年度から４年間を期間とする計画に変

更を行うものでございます。

申しわけありません。資料２行目中ほどに誤

植がございまして、「標記計画ついて」と書いて

ありますが、「標記計画について」の「に」が抜

けておりました。申しわけございません。

次に、２の経過についてでございますが、こ

れまで市町村との意見交換や集落調査等を実施

しましたほか、４行目にありますように、昨年10

月には県内７地域におきまして、市町村や地域

の方々を交えました中山間地域振興協議会にお

きまして、御意見をいただくなどをいたしまし

て、ことし２月議会の本委員会におきまして、

計画素案の報告をさせていただいたところであ

ります。

その後、パブリックコメント等を経まして、
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今回の計画案提出に至っております。

なお、パブリックコメントは、３月13日から

４月12日までの約１カ月間実施いたしましたけ

れども、合計６名の方から11件の御意見をいた

だいたところでございます。

３の主な改定のポイントでございますが、

（１）にありますとおり、中山間地域において、

今後より厳しい人口減少が見込まれていること

を踏まえまして、従来の各行政分野を幅広く捉

えた計画を見直し、人口減少によって生じる課

題への対応に重点化を図っております。

19ページの計画概念図をごらんいただきたい

と思いますけれど、中ほどに重点施策を記載し

ておりますが、ごらんのような「ひと」と「く

らし」と「なりわい」の３つの柱で、より焦点

を絞った施策に整理しているところでございま

す。

その下の部分になりますけれども、従来から

取り組んでおります産業振興のための基盤整備、

社会保障の整備、環境保全といった内容につき

ましては、継続して取り組む基盤づくりとして

整理をしております。

18ページにお戻りいただきまして、１番下の

改定のポイント（２）に宮崎ひなた生活圏づく

りというのがございますが、これにつきまして

は、後ほど説明させていただきます。

それでは、計画案の内容につきまして、別冊

でお配りしております宮崎県中山間地域振興計

画案のほうで御説明させていただきます。

計画本文の１ページをお開きください。

第１章はじめにとしまして、改定の趣旨や期

間、対象地域について整理しております。１枚

おめくりいただいて、３ページに中山間地域振

興計画の対象地域を地図で示しております。

次に、４ページをお開きください。

第２章、中山間地域の現状でございます。

中山間地域の人口の状況についてであります

けれども、４ページ上のほうの棒グラフをごら

んいただきますと、これまでの人口の推移と今

後の推計についてまとめております。中山間地

域におきましては、2015年から2045年の30年間

で人口が約４割減ると見込まれておりまして、

これは中山間以外の地域と比べまして、２倍以

上となっております。

飛びまして、10ページをお開きください。

第３章、施策の展開の第１節、目指す将来像

でございます。

下のほうの四角囲みにございますとおり、人

口減少下においても、将来にわたって安心して

住み続けられるよう「ひと」「くらし」「なりわ

い」の維持・確保に取り組みながら、創意工夫

により地域一体となって、長年にわたって築い

てきた固有の文化や歴史を引き継いでいける中

山間地域という将来像でございます。

11ページ以降に、計画期間４年間の枠を超え

まして、長期的に目指す方向という方向性を記

載してございます。

11ページをごらんください。

まず、「ひと」の面でございますけれども、今

後、一定の人口減少が避けられない状況ではご

ざいますけれども、その流れを少しでも食いと

め、人的な活力が失われるのを防ぐといった観

点から、移住・定住の促進や地域を担う次世代

の育成、地域外からの人材の活力の取り込みに

ついて記載をしているところでございます。

12ページをお願いいたします。

「くらし」の面でございますけれども、人口

が減少する局面におきまして、日常生活に必要

な買い物・交通といったサービス、医療・介護

・消防・防災・情報通信といった機能を維持し
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ていくために、先ほど改定のポイントで記載し

ておりました宮崎ひなた生活圏づくりとして、

①から④の４点に取り組んでいきたいと考えて

おります。

①の住民の内発的議論・多様な主体の参加と

協働の促進につきましては、小学校区単位等の

ある程度まとまりのある複数の集落単位で、身

近な地域の人口見通しや将来図の課題について、

住民の方の間でも共有をいただいて、人口減少

で生じる課題を「わがこと化」することによっ

て、企業・関係団体等、多様な主体が連携した

取り組みを引き出そうというものでございます。

②の基幹的集落への機能集約と生活圏内の

ネットワーク化につきましては、13ページの中

ほどに概念図を載せておりますけれども、商店

やガソリンスタンド、診療所といった生活サー

ビス等を提供する機能を基幹的集落で確保いた

しまして、周辺の集落と結ぶことで、生活圏全

体を維持しようという考え方でございます。

12ページにお戻りいただきまして、③の「合

わせ技」による効率化でございますけれども、

例えば、乗客と宅配便をコミュニティバスで同

時に運ぶといったような限られた人手や設備で

効率よくサービスを回していくための多業種・

多分野での相互乗り入れを促進するものでござ

います。

13ページ、上のほうになりますが、④くらし

を守るセーフティーネットの確保では、安全・

安心な暮らしを確保するために、医療・介護・

福祉サービス・公共交通の維持・確保等を図る

ものでございます。

これら①から④に取り組むことで、住みなれ

た地域で生活を続けられる仕組みづくりといっ

たものを行ってまいりたいと考えております。

次に、14ページをお願いいたします。

「なりわい」の項目でございますが、農業水

産業に就業しやすい環境づくりや地域資源や新

技術等を生かした稼ぐ力の向上、里地里山や集

落活動の維持・活性化を盛り込んでいるもので

ございます。

右側の15ページ以降は、次の４年間に重点的

に取り組みます事項について整理をしたもので

ございます。

主なものを説明しますと、まず、「ひと」の柱

では、15ページにあります（１）戦略的な移住

・定住の促進では、先ほど補正予算の事業で御

説明しました、わくわくひなた暮らし実現応援

事業等も活用しながら、丸の１つ目にございま

す、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター等

を通じまして、都市部からの人の流れを拡大し

てまいりたいと考えております。

16ページの（２）地域を担う次世代の育成で

は、若者に地元での就職を促すため、③の２つ

目の丸にございます、企業情報、採用情報が学

生や保護者に届く仕組みづくり。17ページにご

ざいます（３）外部人財の活力の取り込みにお

きましては、１つ目、２つ目の丸にありますよ

うに、中山間盛り上げ隊や地域おこし協力隊と

いった地域外からの応援を呼び込む取り組みを

行ってまいります。

１枚おめくりいただいて、「ひと」の目標指標

を18ページに記載しておりますが、３つの項目

を考えております。

なお、この表の中ほどに設定エリアとござい

ますけれども、この区分につきましては、表の

下に説明を付してございますが、過去の当委員

会で御指摘をされたことも踏まえまして、計画

全体を通しまして、できるだけ条例上の中山間

地域で、それができない場合に、現在の市区町

村の全域が中山間地域となっている18市町村で
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の指標の設定を可能な限り行ったところでござ

います。

19ページ、「くらし」の柱でございます。

（１）の多様な主体の参画・住民との協働の

１番上にありますとおり、昨年度に当課で作成

しました市町村より細かい地域単位での人口推

計が簡単にできます「ひなたまちづくり応援シ

ート」といったものを活用して住民間での話し

合いや地域運営組織づくりの促進を図っていき

たいと。

次の20ページでは、（３）医療・介護の確保と

地域で支え合う仕組みづくり。

21ページでは、（４）地域公共交通の確保や

（５）防災・減災のための体制づくりについて

整理をしているところでございます。

22ページには「くらし」の項目の目標指標に

ついて掲げてございます。

23ページをお願いいたします。

「なりわい」の柱でございますが、（１）の担

い手確保の上から５番目にありますが、みやざ

き林業大学校での人財育成ですとか、（２）時代

に合った経営形態の創出としまして、最初の丸

にありますように、農林水産業における法人化

や組織化など、担い手の減少や高齢化の進展に

対応した地域の産業を守る仕組みづくりを掲げ

てございます。

24ページの（３）地域資源を生かした稼ぐ力

の向上では、４つ目の丸にあります農家民泊で

すとか、次の25ページ、上から３つ目の丸にご

ざいますけれども、さらに、ジビエの取り組み

です。それと、その下の世界農業遺産等の世界

ブランドを活用した取り組み。（４）の里地や里

山の保全。

26ページに行きまして、（５）近年発達がめざ

ましいＩＣＴ等の技術の導入。

26ページの（６）では、集落単位で営まれて

きました伝統芸能などのなりわいの維持につい

て記載をしてございます。

28ページに、「なりわい」の目標指標を掲げて

ございます。

29ページ、30ページにつきましては、冒頭申

し上げましたとおり、ハード事業を中心に、継

続して実施する基盤づくりについてまとめたと

ころでございます。

31ページ、第４節、計画の推進につきまして

は、引き続き、県・市町村、住民等のさまざま

な主体による連携・協働や、32ページにありま

す中山間地域をみんなで支える県民運動、こう

いったものに取り組んでまいりたいと考えてご

ざいます。

宮崎県中山間地域振興計画の変更については

以上でございます。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。質疑はありませんでしょうか。

○武田委員 宮崎県中山間地域振興計画の変更

についてですが、２番の経過のところで、パブ

リックコメントを実施されています。先ほどの

説明で、６名の方から11件ということだったん

ですが、どういう内容があったのかというのと、

あと閲覧されるんでしょうけれど、内容ですね、

どれぐらいの方が見られているのかなと、大体

わかれば、教えていただくとありがたいんです

が。

○日髙中山間・地域政策課長 パブリックコメ

ントでは６名の方から御意見をいただいていま

すが、おおむね計画の記載内容につきましては、

前向きに捉えていただいたと思いますが、それ

をどういうふうにやっていくかについて、幾つ

か要望等が寄せられたところでございます。

１つは、中山間直接支払い制度というのがご
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ざいますけれども、こういったものが自分たち

にとって非常に有益で、これがあるから何とか

なっているので、こういった取り組みは続けて

もらうようにお願いしたいというようなことで

すとか、あと、新技術の導入、そういったもの

はかなり期待しているので、ぜひ、お願いした

いというもの、あと、いろんな足の問題で、自

家用の有償運送とか、そういったものをやるに

当たっては、いろんな規制がございますので、

そういった規制の緩和等も一緒にあわせて考え

ていってやっていただきたいというようなもの

が主な意見でございました。

あと、パブリックコメントにおける閲覧数に

ついては、ちょっと把握できてございません。

申しわけございません。

○武田委員 この前、ちょっとお話したときも、

なかなか内容的にはいい意見が出たんじゃない

かなと思うので、出たところをきっちりやれば、

大分解消できるのかなと思うんですが、いろい

ろパブリックコメントのときに物すごく少ない

といいますか、せっかくとられるのであれば、

意見あるなしは別として、インターネットで見

れば、閲覧回数とか出ると、市町村に置いたり

とか、いろいろな形でされると思うんですが、

できるだけ多くの県民の方々に見ていただくこ

とがまずは大事じゃないかな。県がこういうふ

うに取り組んでいる。また、自分の市町村はこ

れに対して、どう取り組んでいるのかというの

が、政治というか、今、政治が見えないという

のも、よく言われるんだけれど、行政のほうも、

せっかく、こうやって一所懸命、議論をしてい

るのに、なかなか県民の皆さんに伝わってない

というのはあると思うんです。だから、このパ

ブリックコメントを、いろいろな事業でとられ

るんですが、これをどうか、もう少し県民の皆

さんに理解をしていただくことが、投票率であっ

たりとか、今、宮崎県がこういう問題を抱えて

いて、将来の子供たち、また、孫の世代、次の

世代に、どうやって、この宮崎県を残していく

のかって、この中にあるように、やっぱり県民

一人一人がその意識をすることが大事だと思う

んです。こういう１番大事なところをどうやっ

て県民の皆さんに知っていただくかが大事だと

思うんですが、そこらあたりはいかがでしょう。

○日髙中山間・地域政策課長 済みません、私

ども今回のパブリックコメントについてしか、

ちょっと申し上げられませんけれども、確かに

ホームページに載せるだけでは、なかなか御意

見とかもいただけないということもございまし

て、今まで、さまざまな意見交換をしてきた方

々、こういった方には直接案をお送りしまして、

こういう形でパブリックコメントをやっており

ますので御意見くださいという形で上がってき

た意見等はございます。要するに、ホームペー

ジ等だけに頼らず、いろいろな機会を捉えて、

意見を聴取するということは必要じゃないかと

考えたところでございます。

○松野広報戦略室長 パブリックコメントにつ

きましては各課でやっているところなんですけ

れど、制度の窓口は広報戦略室でやっておりま

すので、30年度の取り組みについて、お話をし

たいと思います。

昨年度の実績なんですが、21の案件がござい

まして、全体で331名から952件の意見が出され

ております。これは１件当たりに換算しますと、

１件当たり16名から45件の意見が出されたとい

うことになりますけれども、一つ一つ、個別に

見ていきますと、意見がたくさん出ているもの

と、ほとんど意見が出てないもの、両極端に分

かれるような状況があります。例えば、昨年、



- 65 -

令和元年６月19日(水)

県の陸上競技場整備基本計画もパブリックコメ

ントにかけているんですが、これについては、46

名から354件の意見が出されております。一方、

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法

律施行条例の一部改正というものがあったんで

すけれど、これについては、意見はゼロという

状況になっております。県民の関心が高いもの

とか、県民にとって、本当に身近な問題につい

ては意見がたくさん出されておりますけれども、

一方、専門的な内容ですとか、大きな計画など

になると、なかなか意見が出ないという状況で

あります。

しかし、パブリックコメントは県民の意見を

伺う貴重な機会でありますので、多くの意見が

出されるのが当然いいわけですから、今後も、

周知、ＰＲに努めていきたいと思っているんで

すが、ＰＲについては、新聞で県政掲示板とい

うのを月２回、県のお知らせを出しているんで

すけれど、そこでもパブリックコメントについ

て、それぞれ個別のお知らせをしておりますし、

テレビ、ラジオの県政番組がございますけれど、

その中でもお知らせをしております。また、マ

スコミへの情報提供も行っております。いろん

な手段を使って、今ＰＲをしているところなん

ですけれど、現状では、やっぱり多く集まるも

のと少ないものがあると。

それと、新たな取り組みというか、29年度か

らやっているんですけれども、県のホームペー

ジで、今年度こういうパブリックコメントをや

りますよという公表もしておりますし、資料が

閲覧できる場所に、県立図書館を加えたりとか、

そういう取り組みをやっております。

今後とも意見をふやすための方策をいろいろ

検討していって、少しでも意見がたくさん出る

ように取り組んでいきたいと思っております。

○武田委員 よくわかりました。市町村が１番

県民の目線に近いですから、市町村との連携も

ずっと出ていますので、連携をしていただいて、

市町村の職員の皆さんとか、自治会とか、区長

さんとか、公民館とかあたりに広げていただい

て、そこらあたりで意見聴取をしていただくと

ありがたいなと思っていますので、よろしくお

願いしときます。

○日髙委員長 ほかに何かありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、次に報告事項に関す

る説明を求めます。

なお、委員質疑は、執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○小倉総合政策課長 続きまして、報告事項で

ございます。

総合政策部の平成30年度宮崎県繰越明許費繰

越計算書につきまして御説明をいたします。

常任委員会資料の20ページをお開きください。

こちらは、平成30年11月及び平成31年２月の

定例県議会におきまして、予算の御承認をいた

だいたところでありますけれども、繰越額が確

定いたしましたので、今回御報告を行うもので

あります。

総合政策部では、表にありますとおり、みや

ざき文化振興課の県立芸術劇場大規模改修事業

につきましては、7,123万3,000円、その下の国

民スポーツ大会準備課の県有体育施設整備事業

につきましては、１億975万4,000円でありまし

て、２つの合計額にありますように、１億8,098

万7,000円となっております。

繰り越しの理由としましては、表の右にあり

ますように、いずれも、関係機関との調整に日

時を要したことによるものであります。

報告事項は、以上であります。
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○日髙委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんでしょうか。

○重松委員 県立芸術劇場の改修内容を少し具

体的に教えていただきたいと思います。

○日吉みやざき文化振興課長 この事業は、昨

年度、劇場のホールの空調設備の改修をさせて

いただきました。その中で、実際はホールのエ

アコンなんですけれども、それに使う部品が注

文生産だったということで、当時オリンピック

関連の工事等でなかなか生産が追いついてな

かったという状況もあったようで、それによっ

て納期が若干おくれまして、それにより当初２

月までの工期だったんですが、工事する関係で

ホールの利用をとめないといけない日数があり

ますので、３月までに、その日数が確保できな

いということで、やむなく繰り越しをしたもの

でございます。

○重松委員 わかりました。この前の宮崎国際

音楽祭は24回目だったんですけれど、この芸術

劇場自体は何年たっていますか。

○日吉みやざき文化振興課長 芸術劇場は、平

成５年の11月に開館いたしております。現在26

年目となっております。

○重松委員 はい、わかりました。ありがとう

ございます。

○脇谷副委員長 済みません。私もわからない

ので、県有体育施設整備事業の内容は何でしょ

うか。

○岩切国民スポーツ大会準備課長 県有体育施

設整備事業、これは、いわゆる国体に向けて整

備をいたします県有の３施設の整備に係る事業

でございまして、今回繰り越しをしております

のは、主なものとして、陸上競技場の造成工事

の設計でございます。それから、プールにつき

まして、地形測量を行う。そういった事業につ

いて繰り越しをお願いしております。

○脇谷副委員長 わかりました。

○日髙委員長 そのほか、関連でないでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 ここで委員の皆様にお諮りいた

します。時刻が４時を回ろうとしておりますが、

本日の日程は午後４時までとなっております。

この後、その他報告事項に関する説明が約32分

ございますけれども、継続してよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、引き続き行いたいと

思います。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

○小倉総合政策課長 資料21ページをごらんく

ださい。

令和元年度政策評価についてであります。

１の評価の概要でございますけれども、平成27

年度に策定した、今回御審議いただく、この前

のアクションプランでございますけれども、昨

年度までのアクションプランに掲げる重点施策

８つのプログラムにつきまして、平成30年度分

の取り組みの進捗状況等を今後、評価していく

というものでございます。

１の表の右側に29年度の各プログラムに関す

る取り組みに係る評価結果が参考まで掲載され

ております。これらを見ますと、フードビジネ

スですとか、企業立地の促進が図られた産業成

長プログラムですとか、緊急輸送道路の防災対

策が進捗した危機管理強化プログラム、こういっ

たものがＡ評価となっている反面、観光再生お



- 67 -

令和元年６月19日(水)

もてなしプログラムについては、インバウンド

の入り込みが当初の目標どおりに進まず、Ｃ評

価という形になっております。

２の評価方法でございますけれども、別冊で

お配りしておりますが、別添アクションプラン

の工程表の平成30年度版をごらんいただきたい

と思います。

こちらの工程表は昨年度公表されているもの

でございます。１ページをお開きいただきたい

と思いますが、それぞれ８つのプログラム、昨

年度までのプログラムに対する指標ごとのいろ

んな進捗状況が掲載されております。これは昨

年度のものでございますので、まだ30年度の実

績値については含まれておりませんけれども、

今後、この工程表に記載されている各指標につ

いて、30年度の達成状況などを踏まえ、内部評

価を行いまして、その後、宮崎県総合計画審議

会による外部評価を７月から８月にかけて行い、

その評価結果について、９月の常任委員会で報

告をさせていただきたいと考えております。

総合政策課の説明は以上です。

○長倉統計調査課長 御説明いたします。

平成28年度宮崎県県民経済計算の推計結果に

ついてであります。

資料の22ページをお願いいたします。

説明に入ります前に、県民経済計算の推計結

果につきまして、例年３月に公表しておりまし

たけれども、推計に使用している毎月勤労統計

調査の全国値がことしに入って再集計されまし

た。この再集計した数値を踏まえて推計を行う

必要があったため、例年より公表がおくれて、

このタイミングになったものでございます。

それでは、まず、１の概要から説明いたしま

す。

御案内のとおり、県民経済計算は、本県の１

年間の経済活動を付加価値の面から包括的に捉

えた指標でございます。

まず、主な指標についてでありますが、平成28

年度の本県経済は、名目総生産額は３兆6,840億

円、1.8％増となり、６年連続のプラス成長、実

質では３兆5,512億円、0.8％増となり、２年連

続のプラス成長となったところであります。

県民所得につきましては、２兆6,382億円とな

り、これを県内総人口で割った１人当たり県民

所得は、240万7,000円となっております。

次に、図の１をごらんください。

これは、折れ線グラフで実質経済成長率の推

移を示したものでございます。

国と本県いずれも、リーマンショックに伴い

まして、平成20年度から平成21年度にかけて落

ち込んでおります。

また、本県は平成22年度に口蹄疫、新燃岳噴

火、それから、鳥インフルエンザなどの影響を

受けて回復がおくれたところでありますが、そ

の後、おおむねプラス成長を続けております。

それから、５％から８％への消費税率引き上

げが実施された平成26年度はマイナス成長とな

りましたが、平成27年度、28年度は２年続けて

のプラス成長となったところであります。

次に、１番下の図の２をごらんください。

棒グラフは、１人当たりの国民所得と本県の

県民所得の推移を示しております。

県民所得につきましては、平成18年度からお

おむね210万円前後で推移し、平成23年度から

は220から230万円台を推移し、平成28年度は240

万円台となって、平成18年度以降で見ると高い

水準となっております。

また、折れ線グラフは、１人当たりの国民所

得を100とした場合の県民所得の水準を示してお

ります。平成28年度は78.0％となりまして、平
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成27年度に比べますと、国民所得との差は縮小

しています。

続きまして、23ページをごらんください。

県民経済計算は、生産、分配、支出の３つの

系列で推計しておりますので、平成28年度にお

ける、それぞれの特徴について御説明をいたし

ます。

２、県内総生産（生産）についてであります

が、これは、各産業の生産活動によって生み出

された付加価値を、名目値ベースで推計したも

のであります。

内訳といたしましては、金融・保険業の総生

産額が減少した一方で、農林業、製造業、さら

に第３次産業の各産業が増加したことによりま

して、全体では1.8％の増加、６年連続のプラス

成長となっております。

第１次産業につきましては、畜産業を中心に

農業が伸びたことなどから、全体としては、7.8

％の増加となったところであります。

次に、第２次産業につきましては、建設業が、

民間土木工事の落ち込み等で減少しております

が、食料品などの製造業が伸びておりまして、

全体としては、1.8％の増加となっております。

最後に、第３次産業につきましては、専門・

科学技術・業務支援サービス業を初め、電気・

ガス・水道業・廃棄物処理業などの各産業が増

加しており、全体としては、1.6％の増加となっ

ております。

続きまして、24ページをごらんください。

３、県民所得（分配）についてでありますが、

これは、生産活動により生み出された付加価値

がどのように分配されたかを推計したものであ

ります。

県民所得全体としては、2.1％の増加となって

おります。

内訳といたしましては、財産所得が1.9％の減

少となりましたけれども、雇用者報酬が2.1％、

企業所得が2.3％、それぞれ増加しました。

最後に、４、県内総生産（支出）についてで

ありますが、これは、生産された付加価値につ

いて、消費や投資などの支出側から推計したも

のであります。

内訳といたしましては、政府最終消費支出は

ほぼ横ばいとなっておりますけれども、全体の

約６割を占める民間最終消費支出を初め総資本

形成などの伸びによりまして、全体では1.8％の

増加となったところでございます。

説明は以上でございます。

○大東総合交通課長 それでは、続きまして、

総合交通課からは、宮崎カーフェリー株式会社

の経営状況等について御報告いたします。

常任委員会資料の26ページをお開きください。

まず、１の概要をごらんください。

宮崎カーフェリー株式会社は、本県唯一の長

距離フェリー航路を担う会社でして、県、宮崎

市、地元経済界等が結束したオール宮崎体制で

設立をいたしました新会社でございます。昨年

３月から運航を開始しまして、約１年が経過し

たところでございます。

同社の経営状況はおおむね良好でございます

が、現在運航しております船舶は２隻ございま

すけれども、いずれも、20年以上が経過してお

りまして、今後の安定した経営、航路の維持・

充実を図るためには、新船を建造することによっ

て、輸送能力の向上、さらには燃費の改善を図

ることが必要となっているところでございます。

新船の建造には多額の資金が必要となります

ので、投資額等を踏まえながら、資金調達につ

いて、今、検討を進めているところでございま

す。
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では、具体的な経営状況でございますが、２

の（１）収支状況をごらんください。

平成30年度の決算見込みですけれども、売上

高59億700万円に対しまして、営業費用が52

億8,900万円、営業利益が６億1,800万円、経常

利益が５億6,000万円となっております。

燃料費や減価償却費の増などによりまして、

経常利益は前年度から減少しておりますけれど

も、会社の資金繰りをあらわします償却前営業

利益は、前年度から２億700万円ふえまして、13

億2,000万円となっております。

次に、２の利用状況でございますけれども、

便数全体としましては、台風でありますとか、

メンテナンスによりまして、前年度比９便減っ

て、688便となっておりますけれども、旅客につ

きましては、1,500人余ふえまして、17万9,375

人。貨物につきましては、欠航の影響で減少し

ておりますけれども、１便当たりの台数は昨年

度と同程度を確保しております。

27ページをごらんください。

次に、３の新船の基本スペックと経費見込み

でございます。

新船は、冬場における貨物ニーズに対応する

ために、大型トラックの積載台数、さらには、

冷蔵冷凍用電源を増加させるということと、あ

と、近年の旅客ニーズに合わせまして、客室の

個室化を図るといったことを基本的な考え方と

しております。

経費につきまして、一昨年の時点で、近年の

他社の事例、こういったものから、船価を120億

円から140億円と見込んでおりましたけれども、

オリンピック・パラリンピックの影響等による

資材価格の上昇、人件費も含めて、こういった

ものの上昇がありまして、現在20億円程度、上

振れするのではないかと予想をしております。

また、硫黄酸化物の排出規制が来年から始ま

りますけれども、これに伴います排気ガスの処

理装置を船につけるといったようなこと、ある

いは、建造中の追加工事が予想されますので、

こういったものの見込み、さらには、積載台数

が増加します関係で、荷役施設を新たに整備す

るといったような、新たな資金需要として、10

から20億円程度が必要になるのではないかと見

込んでおります。

なお、４にありますように、これらの資金に

つきましては、金融機関の融資、あるいは、会

社の自己資金、国庫補助金の活用といった対応

を検討されておりますけれども、必要に応じて、

県からの支援も検討したいと考えております。

最後に、５の今後のスケジュールでございま

すけれども、本年秋までには、新船のスペック

の詳細を固めながら、資金調達の調整を行いま

して、年内に建造契約を締結、令和４年春に１

隻目、同年秋に２隻目の就航を目指すことにし

ております。

説明は以上であります。

○米良産業政策課長 続きまして、28ページを

お願いいたします。

フードビジネスの取り組み状況について御説

明をいたします。

本県のフードビジネスの推進につきましては、

平成25年３月に構想を策定し、食関連産業の成

長産業化による雇用の創出と地域活性化を目指

しまして、庁内はもとより、官民挙げて、さま

ざまな取り組みを進めているところでございま

す。

まず、構想の進捗状況につきまして、数値目

標と実績値を記載しておりますが、１番上の段

になります、構想の最終目標であります食品関

連産業生産額につきましては、直近の実績で、
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１兆4,734億円となっており、最終目標の１

兆5,000億円に向けて、着実に増加してきている

ところでございます。

また、中間目標として掲げております各指標

につきましても、おおむね順調に推移しており

ますが、特に、下のほうにグラフでお示しをし

ております主要な指標であります農業産出額と

食料品・飲料等出荷額につきましては、農業産

出額が、一部野菜の価格が低下したこと等によ

り産出額は微減となっておりますが、４年連続

で全国第５位となっており、また、食料品・飲

料等出荷額につきましては、順位は全国22位と、

さらに取り組みを進めていく必要がありますけ

れども、構想策定時からの伸び率は135％と大き

く伸びており、フードビジネスの取り組みにつ

いて、一定の成果があらわれているものと考え

ております。

右側の29ページをごらんください。

平成30年度の主な動きを取りまとめておりま

す。

１つ目の丸の海外への積極的な販路拡大と基

盤整備につきましては、アカデミー賞授賞式の

アフターパーティーにおいて、「宮崎牛」、「焼

酎霧島」が２年連続採用されたことが大きな話

題となりました。また、「宮崎キャビア」が、全

国初となる米国への輸出を開始するなど、海外

への販路開拓の積極的な展開が図られたところ

でございます。

３つ目の丸の健康に着目した商品づくりでは、

ピーマンに続きまして、昨年度、冷凍ホウレン

ソウや、完熟キンカン「たまたま」の栄養機能

の表示販売を開始するなど、消費者の健康志向

に着目した商品づくりに取り組みました。

また、４つ目の東京オリパラに向けた取り組

みでは、調達基準の達成に向けたＧＡＰ等の認

証取得が進みましたほか、大会への飲食提供候

補事業者を招きまして、本県の食材をＰＲする

産地見学会を開催したところでございます。

続きまして、３の今年度の取り組みにつきま

しては、30ページをごらんください。

令和元年度のフードビジネスの推進について、

概要をまとめております。

資料の右上、取り組みの背景にありますとお

り、人口減少や若者の県外流出への対応、それ

から、グローバル化や市場の変化への対応を念

頭に置きながら、その下の「取り組みの視点」

の段に示しております「産地加工等による付加

価値の拡大」、「生産性向上による人手不足への

対応」、「フードビジネス産業人財の育成・確保」

の３つを取り組みの視点として掲げております。

さらに、その下の段になりますが、それぞれ

具体的な取り組みについて、「生産」、「加工・

製造」、「販売」のフードビジネスを推進するに

当たってのそれぞれの工程ごとに、主な取り組

みを整理しております。

まず、生産の分野では、ＩＣＴ技術の積極的

な導入・活用促進による生産性の向上や、安定

的な生産体制の構築支援などに取り組みます。

真ん中の加工・製造におきましては、加工処

理施設の支援や、６次化、農商工連携など、産

地加工の推進や、加工品の開発支援など、また、

右側の販売の分野では、県産品のブランド力の

強化や認知度の向上、国内外への販路拡大の支

援などに取り組むこととしております。

また、１番下の段になりますが、これらのフ

ードビジネス推進の基盤となる分野であります

けれども、ひなたＭＢＡなどによる人財の育成

・確保や、右側になりますけれども、フードビ

ジネス相談ステーション等の支援システムの充

実にも引き続き取り組みながら、フードビジネ
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スのより一層の推進を図ってまいりたいと考え

ております。

29ページにお戻りください。

最後に、１番下、４のフードビジネス振興構

想の見直しについてでありますが、現構想の推

進期間は令和２年度までとなっておりますが、

人口減少の急速な進展や市場ニーズの多様化、

さらには、これまでの取り組みの成果や課題等

を踏まえた、より効果的な施策展開を図るため、

１年前倒しで構想の見直しに取り組みたいと考

えているところであります。

説明は以上でございます。

○坂元国民文化祭・障害者芸術文化祭課長 続

きまして、資料の32ページをお開きください。

第35回国民文化祭・みやざき2020、第20回全

国障害者芸術・文化祭みやざき大会の実施計画

案について御説明をいたします。

実施計画案は、別冊資料３として添付してお

りますけれども、委員会資料に沿って説明をさ

せていただきます。

なお、国民文化祭は国文祭、障害者芸術・文

化祭は芸文祭として説明をさせていただきます。

１にありますように、国文祭は、国民の文化

活動への参加の機運を高め、新しい芸術文化の

創造を促すことを目的とした文化の祭典であり、

芸文祭は、障がいのある人の芸術や文化活動へ

の参加を通じて、障がい者本人の生きがい等を

創出し、自立と社会参加を促進するとともに、

障がいに対する理解と認識を深めることを目的

として開催されるもので、両大会とも、本県で

は初めての開催となります。期間は、令和２年10

月17日から12月６日までの51日間となっており

ます。

次に、２にありますとおり、実施計画案は、

大会名や基本方針のほか、構成や日程、会場、

内容といった事業概要等を定めたもので、今月

６日の県実行委員会で決定をされており、８月

８日の国の実行委員会で承認を得る予定でござ

います。

次に、３の実施計画の内容についてでありま

すが、アの県の実行委員会主催事業の①総合フェ

スティバルにつきましては、資料に記載してい

るとおりでございます。

②のフォーカスプログラムにつきましては、

本県が長い文化的な営みの中で育んでまいりま

した４つの文化それぞれに焦点を当てた事業を

計画しております。

１つ目は、記紀・神話・神楽をテーマとした

事業で、10月23日から25日に宮崎市において、10

月31日と11月１日に延岡市において舞台公演を

行います。

２つ目は、国際音楽祭をテーマとした事業で、

宮崎国際音楽祭の秋バージョンとして、11月中

旬の２日間、開催する予定にしております。

３つ目は、若山牧水をテーマとした事業で、11

月14日に短歌と音楽を融合した舞台とトークイ

ベントを開催いたします。

４つ目は、宮崎の食文化をテーマとした事業

で、会期中、食文化に係るイベントを県内各地

で開催いたします。

次に、③パートナーシッププログラムについ

てでございますけれども、こちらは、さまざま

な団体等と連携し、県民の皆さんが地域の文化

に身近に触れられる事業を各地で展開する予定

にしております。

例えば、まちなか文化祭や県総合博物館など

の県有文化施設での企画展の開催、子ども記者

による県内文化の取材などを予定しております。

次に、④共に生きて共に感じる芸術文化プロ

グラムについてでございますが、これは、いわ
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ゆる芸文祭のほうの事業でございまして、具体

的には、33ページになりますけれども、メイン

イベントとして、障がい者アートとダンスを融

合したファッションショーや、わたぼうしコン

サート、障がいのある人を中心としたダンスや

音楽、演劇などのステージ発表などのほか、美

術や文芸作品の展示、そのほか出張型イベント

として、県内各地の商業施設や学校等で、移動

型アート展やダンス、演劇などのワークショッ

プを行ってまいります。

次に、イの市町村実行委員会主催事業につい

てでございます。県内全26市町村で実施するこ

ととしておりまして、これまで、各市町村実行

委員会が文化団体等と連携し、地域の特色を生

かした文化・芸術事業の検討を行っております。

今後、変更の可能性はありますけれども、６月

６日時点で133の事業が報告をされております。

各事業の日程や概要につきましては、別冊資料

３の実施計画案の、８ページから19ページに一

覧表で掲載しておりますので、後ほど、御確認

いただければと思います。

続きまして、（２）の広報計画についてであり

ます。今年度も大会の節目となる時期を中心に、

県内各地でプレイベントを実施する予定でござ

いますが、市町村等とも一体となって、広報・

ＰＲ活動を強化し、さらなる認知度向上を図っ

てまいります。

最後に、４の今後のスケジュールでございま

す。今回決定した実施計画（案）を８月に文化

庁の実行委員会で御承認いただき、来年５月の

事業別実施計画の策定を経て、大会本番を迎え

る予定となっております。

私からの説明は以上であります。

○河野記紀編さん記念事業推進室長 記紀編さ

ん1300年記念事業の今年度の取り組みについて

御説明いたします。

委員会資料の34ページをお開きください。

まず、ローマ数字のＩ、記念事業の狙いであ

りますが、本県の神話・伝説、あるいは史跡な

どの「みやざきの宝」を、県民の皆様に再認識

していただきまして、郷土に対する愛着や誇り

を深めていただきますとともに、それらの宝を

磨き上げまして、県内外に情報発信を行うこと

により、観光交流の活発化や地域の活性化につ

なげようというものであります。

事業期間は2012年から来年2020年までの９年

間であります。

ローマ数字のⅡ、今年度の取り組みでありま

すが、四角囲みの１、県民の知る機会・触れる

機会の創出が県内向けの取り組みでございます。

次のページの四角囲み２、ブランドイメージ

を確立するための取り組みが県外向けの取り組

みということになります。

ページ戻りまして、県内向け（１）の神話の

ふるさと県民大学でありますが、①県内の２大

学と連携したリレー講座、これは内容を少し掘

り下げたものでありますが、そういうリレー講

座を開催しますほか、県総合博物館での神楽の

講座とか、公演、②神話のふるさと講演会では、

著名な講師をお招きまして、神話をより身近に

感じてもらう講演会を開催します。③記紀みら

い塾は小中高等学校などに出かけていきまして

行う出前講座であります。④はＭＲＴさんとタ

イアップをいたしまして、昨年ラジオ番組で制

作された「神武東征の物語」を親子でも楽しめ

る朗読ライブという形にしまして、日向市で上

演することにしております。

（２）の九州の神楽シンポジウムは、県外の

神楽団体にも来ていただきまして、次世代に神

楽を継承していくためのシンポジウムですとか、
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神楽の多様な魅力を広く発信する神楽公演を行

うものであります。

以上のような取り組みを通して、県民の皆様

に、神話や神楽などに触れていただきたい、あ

るいは理解を深めていただきたいと考えており

ます。

その下、（３）につきましては、県の教育委員

会や関係市町と連携をしまして、古墳文化に関

する勉強会や古墳の魅力を発信するイベント等

を実施するものであります。

35ページにまいります。

まず、（１）県外での神楽公演等でありますが、

記載しておりますように、首都圏、関西地区、

福岡地区におきまして、①の国立能楽堂を初め

⑤までの各会場で神楽公演を行い、県外に神楽

をアピールすることにいたしております。

また、（２）でありますが、①國學院大学を初

め④までの大学と連携し、神話や神楽などに高

い関心を持つ方々をターゲットにしまして、ご

らんのような講座を開催することとしておりま

す。

（３）その他観光誘客につなげる取り組みと

しまして、県が連携協定を結んでおります三菱

地所の施設「３×３ Ｌａｂ Ｆｕｔｕｒｅ」で、

宮崎での神話をテーマとした旅を語るセミナー

を開催するほか、市町村と連携しまして神話を

切り口とする新たな観光づくりのための地域版

パンフレット、今年度は延岡編を予定をいたし

ておりますが、そのパンフレットを作成するこ

ととしております。

こういった取り組みを行いながら、（４）であ

りますが、東京オリンピック・パラリンピック

の開会式等での神話や神楽の採用や、神楽、あ

るいは、西都原古墳群等の世界遺産登録に向け

た働きかけを、調査研究を担います教育委員会

と連携をしながら行ってまいりたいと考えてお

ります。

説明は以上でありますが、昨年度の取り組み

を冊子にしてお手元に配付しておりますので、

後ほど、ごらんいただきたいと思います。

私からは以上であります。

○岩切国民スポーツ大会準備課長 それでは、

常任委員会資料の36ページをごらんください。

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会

への取り組みについて、御説明をさせていただ

きます。

まず、１の大会概要でございます。

（１）国民スポーツ大会について、大会全体

の主催は、公益財団法人日本スポーツ協会及び

文部科学省と開催県、また、各競技会につきま

しては、日本スポーツ協会加盟の各競技団体と

会場市町村の主催で開催されます。

実施時期は、９月中旬から10月中旬までの期

間の11日間以内で開催されることになっており、

令和８年、2026年に本県で開催する大会におけ

る実施競技は、次の表のとおり、正式競技が、

陸上競技など37競技、公開競技が、綱引きなど

７競技、ほかに、正式競技や公開競技以外の競

技によるデモンストレーションスポーツ、また、

特別競技といたしまして高等学校野球を実施す

ることとなっております。

次に、（２）の全国障害者スポーツ大会につい

てでございますが、第26回の全国障害者スポー

ツ大会として、国民スポーツ大会終了後に、３

日間の会期で開催することになっております。

次の（３）の参加者数についてでございます

が、過去５年の先催県における大会期間中の延

べ参加人数について記載しております。

国民体育大会では、選手、監督や観客を含め

て、60万人から85万人余の方々、また、全国障
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害者スポーツ大会では、８万人から10万人余の

方々が参加されております。

次に、２の大会実施に向けた今後の取り組み

についてでございます。

（１）大会運営の準備と実施につきましては、

現在、県準備委員会において、競技会場となる

会場地の選定などを進めているところでありま

すが、今後は、大会開催の機運醸成を図るため

の広報、開会式、閉会式の式典や来県する選手

等の輸送・宿泊などに係る計画、競技会の運営

に必要な競技役員の養成など、準備を着実に進

めてまいります。

37ページをごらんください。

（２）の施設整備につきましては、競技会場

として、国体施設基準を満たす必要性がありま

すことから、市町村及び競技団体への調査やヒ

アリング等を実施しながら、県有スポーツ施設

や市町村における競技会場につきまして、必要

な整備を進めてまいります。

なお、県有主要３施設につきましては、こと

し３月に策定いたしました基本計画等に基づき

まして、関係市や競技団体等と十分連携をしな

がら、令和６年度中の完成に向けて、着実に必

要な取り組みを進めてまいります。

次に、（３）競技力向上でございますが、天皇

杯の獲得に向けまして、選手の発掘・育成・強

化や指導体制、練習環境の整備などを計画的に

進めていく必要がございます。

大会までのスケジュールについて、今後の主

な開催手続を表に記載しております。

現在、本県での大会開催は内々定をされたと

いう状況でございますが、開催６年前となる来

年度に、中央競技団体による競技会場の正規視

察を受けまして、その翌年度、文部科学省と日

本スポーツ協会に開催申請書を提出し、大会開

催の内定となる予定でございます。

その後、開催３年前の2023年度、令和５年度

に、文部科学省と日本スポーツ協会による開・

閉式場や競技会場の総合視察を受けて、大会開

催の決定となる予定でございます。

開催１年前には、リハーサル大会を実施を

し、2026年度、令和８年度に本大会を開催する

ことになります。

最後に、３のスポーツを活用した県づくりの

展開についてでございます。

大会は、全国から選手・役員を初め、多くの

方々が来県される国内最大のスポーツの祭典で

あり、全県的な開催準備や施設整備などさまざ

まな対応が必要となりますが、大会の開催は、

県内スポーツの振興や、地域振興など、本県の

さらなる発展に向けた絶好の機会であると考え

ております。

まず、（１）県内スポーツの振興でありますが、

将来への大きな投資となります県有主要３施設

の整備につきましては、大会後の活用も見据え、

それぞれの地元市と連携して、スポーツランド

みやざきの新たな拠点づくりを進めますともに、

競技力向上に向けた取り組み等により、県内の

競技スポーツの振興を図ってまいりたいと存じ

ます。

また、（２）にございますとおり、協議会や合

宿等の誘致を図り、スポーツによる誘客や観光

など、全県的な地域振興にもつなげてまいりた

いと存じます。

さらに、（３）のとおり、大会開催によりスポ

ーツに親しむ機運の醸成を図り、県民の健康づ

くりの契機として、スポーツを活用した県づく

りの展開につなげてまいりたいと存じます。

説明につきましては、以上でございます。

○日髙委員長 執行部の説明が終了いたしまし
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た。その他報告事項について、質疑はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 最後に、その他で何かありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上をもって、総合

政策部を終了いたします。執行部の皆様、お疲

れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午後４時35分休憩

午後４時37分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、あさっ

て行いたいと思います。開会時刻は、13時10分

としたいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

そのほか、何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上をもちまして、

本日の委員会を終了いたします。

午後４時38分散会
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午後１時７分再開

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 武 田 浩 一

委 員 髙 橋 透

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 雄 毅

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に、賛否を含めて御意見をお願いいたします。

○来住委員 議案の中で、同意できないものが

ありますので、それを先に述べておきたいと思

います。

議案第２号、第４号、第５号、第12号、第19

号、それに報告第１号、以上については、同意

できませんので、述べておきたいと思います。

以上です。

○日髙委員長 承知しました。ほかにありませ

んでしょうか。

それでは採決を行いますけれども、採決につ

きましては、一部を個別採決、残りを一括採決

ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、議案により賛否が分

かれておりますので、まず、議案第２号に関し

て採決を行います。

議案第２号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○日髙委員長 挙手多数。よって、議案２号に

ついては、原案のとおり可決とすべきものと決

定をいたしました。

続きまして、議案第４号について、原案のと

おり可決することに賛成の方の挙手をお願いい

たします。

〔賛成者挙手〕

○日髙委員長 挙手多数。よって、議案第４号

についても、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

続きまして、議案第５号について、原案のと

おり可決することに賛成の方、挙手をお願いい

たします。

〔賛成者挙手〕

○日髙委員長 挙手多数。よって、第５号につ

きましても、原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。

続きまして、議案第12号について、原案のと

おり可決することに賛成の方、挙手をお願いい

たします。

〔賛成者挙手〕

○日髙委員長 挙手多数。よって、議案第12号

についても、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

続きまして、議案第19号について、原案のと

おり可決することに賛成の方、挙手をお願いい

たします。

〔賛成者挙手〕

令和元年６月21日(金)
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○日髙委員長 挙手多数。よって、議案第19号

について、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

続きまして、報告第１号について、原案のと

おり可決することに賛成の方の挙手をお願いい

たします。

〔賛成者挙手〕

○日髙委員長 挙手多数。よって、報告第１号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。

次に、議案第１号、第３号、第８号、第13号

の各号議案について、一括して採決を行います。

各号議案につきましては、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 御異議なしと認めます。よって、

各号議案につきまして、原案のとおり可決すべ

きものと決定をいたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

暫時休憩いたします。

午後１時10分休憩

午後１時12分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見を参考にいたしながら、正副委員

長に御一任いただくということで、御異議あり

ませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

総合政策及び行財政対策に関する調査につい

ては継続調査といたしたいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩をいたします。

午後１時13分休憩

午後１時15分再開

○日髙委員長 委員会を再開いたします。

７月25日の閉会中の委員会につきましては、

執行部からの報告を受けるということで御異議

ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日髙委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。委員の皆様、お疲れさまでござい

ました。

午後１時16分閉会
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